
息下む湖、‘）ふ導者＼ 2. 〆6:.弘 調

がします． ＼己主j 隊

長 ／o－（~ ム造主主（i!tl"ft.洋、＂＇ ) 1~ フ l\l 員

附…（椴広告訴私鰍u・,)c.. 
千（［ ）互イt冷
' - 各課室長様

政

重

係

長

（

⑧

広
報
広
聡
係
長

経
営
政
策
禁
⑧

市

民

協

働

係

長

⑧

事務連絡

平成24年4月tb日

経営政策課長

平成 25年度における「公の施設Jの指定管理者制度導入について（照会）

公の施設につきましては、第6次行財政改革の改革項目として「指定管理者制度の活用推

進Jを掲げ、効率的な管理運営を推進しております。

つきましては、貴課室所管の公の施設において、平成25年度から指定管理者制度の導入

を予定しているものがありましたら、下記の要領でその概要等をご回答くださいますようお

願いいたします。

なお、制度導入にかかる事務につきましては、スケジュールのとおり進めたいと考えてお

りますので、各課室におかれましては、「指定管理者制度運用方針（平成20年度策定）Jに

員ljり、公募や選定等に係る準備を進めていただきますようお願いいたします。

記

1・資料及び掲示場所 ／ .~·la~ I ／店，，仏之

－新規導入施設調査票 ・24年度スケジュール｛新規用】

・指定管理者制度運用方針＇－－－~必

※IPKOffice「通知・通達Jに掲示しています。

2. 回答方法

尉採調査票を IPKOfficeメール（宛先：経営政策課甲斐正紀）でご送付ください。

※該当施設がない場合には、回答の必要はありません。

3. 回答期限 平成24年4月27日（金）

｛文書取扱】政策推進係 甲斐正紀

内線 2 1 7 1 
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公の施設の指定管理者制度の新規導入調査票

所管課室名：

1 .制度導入を予定している公の施設概要

施設の名称

所在地

設置年月日

設置目的

設置根拠条例

【構 造】

施設規模 【延床面積】

【施設内容】

管理業務の内容

管理運営収支 【収入（施設使用料等）】： 千円

（平成23年度決算額） 【支出（管理経費）】 千円

現在の管理形態
全て市直営 市直営で一部委託 その他〈． ． 

{Qで囲む）

(2 2年度）

（別総 I) 

新規導天子｜

利用状況 一一一一一一一一一一回 一一一一 一一一一一一
(2 3年度）

現在の問題点、

課題等

2.現段階における管理運営方針

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。

け〉募集方法

① 公募 【理由】〈

② 非公募 【理由】〈

(2）指定管理者に行わせる業務の範囲、具体的内容

(3）利用料金制の有無 （有 無〉

(4）指定管理料の予定額 千円 〉

以上
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新規導入用｜

公の施設の指定管理者制度新規導入スケジュール

時期 （蔚所管課の手続き項目 考

平成24年 ｜公募の有無、指定期間等の検討

4月まで ｜募集要項、仕様書等の作成

! 

公の施設のあり方、管理運営

方式についての検討

5月初旬 ｜施設設置条例の制定・改正準備

【市長決裁】

・制度導入、募集方法、

・設置条例制定・改正等

6月

7月～ 8月

! 

i設置 条 例 の 一 正議決

【6月定例市議会】

! 

指定管理者の公募、説明会等

! 

－－－－－－－－－－－
a
－E
E
－－E

・・・・・・・・・
a

．
 

．
 

－守

．
 

公告やHP、広報紙ヘ掲載

9月 選定会議用資料作成

1 0月

申請書類の受理

選考・候補者の予備審査（選考案の作成）

! 

選考・候補者の決定

【指定管理者選定会議】

! 

※選定結果を市長決裁

1 1月初旬 ｜指定管理者の指定議案提出準備
※議案提出に係る市長決裁

（総務課合議）

1 2月

平成25年

1月～ 3月

4月～

! 

指定管理者の指定議決

【12月定例市議会】

! 

指定管理者との事前協議、準備

協定書の内容確認（基本・年度）

! 

指定管理者による管理運営開始

所管課によるモニタリング開始
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｜課室名 経営政策課

起 案 日 2 5年 5月 8日 決 裁 日 2 5年 f月／j日

課 内 検 討 者 決裁者

担 当者
起案

課 長
責任者

⑧ 
鮒釧軍開鯵嘩品~－輸~色

（笥, ・V 

意見

合議者

！翁
• r 

意見

広報のべおかへの掲
要 ⑤ 

ホームページへの掲
要 ＠ 載

． 
載

． 

件名 ：公の施設の指定管理者制度導入に係る検討状況調査結果について（報告）

標記の件について、平成？.？年度以降の指定管理者制度導入について、公の施設を所

管する各課へ調査を行った結果、下記の通り回答がありましたので報告致します。

なお、今年度で指定期聞が終了する施設7箇所につきましては、別紙のとおり、各課
からの回答をまとめでありますので、ご参照くだ、さや万一一一一一

記

－~ : 新規導入を検討している施設の状況・・・・・・・ 0施設
2. 平成 25年度指定期聞が終了する施設の状況・・・ 7施設（公募 1、非公募6)

※このうち、北川｜老人福祉館 －~~？~： ~： ？~ 期間満了）については施設の移転計画
に伴い、新たな指定管理者を指定するか等、原課で検討中とのこと。
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・平成26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

南方東コミュニティセンター 町階西

所管課 施股名 理由

経営政策謀

地場密着型の施践で
あり、協働の推進が
期待できる団体が地
蟻内lこ1つしか存在
しないため

年間2
れてま

現指定管理者である
祉協は当肢施股を拠
点とする「生きがいと
健康づくり推進事業J
の受託者であること
から、施股の管理と
一体的に取り組むこ
とによって大きな効
果を発揮できる。ま
た、地蟻福祉に関す
るノウハウを有してい
るほか、恒富地区5
地区の社協の役員を
含む管理運営委員
会を組織しており、地
場住民の交流、地場
における福祉活動の
推進に期待できる。

高齢福祉謀
延岡市恒宮地区高齢者
コミュニティセンター

． 
愛宕町 I cs年間）

2 

地域医療対策室 1延岡市夜間急病センター ！出北

指定1
目、也
市民1 畠

り、今’
(10年）

専門的かつ高度な技
術、ノウハウ等を有
する現指定管理者を
指定することが適切
と判断されるため

3 

劇
μ
引
い
抑
制
点
倒

平
度
数
日
る
テ

総合農政謀 延岡市東海コミュニティ
セン合一 大門町

4 

売上

苦れこ形施施行とで．殴殴をこ施いのをれ目、霞曹殴雇的まの理立で用に維運時良置の持営に皇立場子曹す当宮さのる理肢

46,22 

制、！
！ ~tJll町

北川町総合支所
｜延岡市道の尚ゅま地場接興謀

確保という面でも地

LJ 
｜域に貢献している

北川鐘町総合支所 l延岡市ホタルの里休暇村 i北川町
,4.73, J間）｜地場興毘

延岡市北川老人福祉館

1~：1 ｛「 r』I選定いて地で定のる曹地績の理し畿犠にたで者能の担い、もを公ざ斬．果非し民たたた公留な施し募と指て盤l.. で
71 

: ’ 



｜更新手続用

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

所管課室名：経営政策課

1 .公の施設現況

施設の名称 ｜南方東コミュニティセンター

設置目的 ｜地域におけるコミュニティ活動の振興を図る

現指定管理者名 ｜延岡市南方東コミュニティセンター管理運営委員会

前回の募集方法

(0で囲む）
公募 俳公募｜

地域密着型の施設であり、市民や地域との協働の推進等が期待で

き、かっその受け皿となる団体が地域内に1団体しか寄在しないた

め非公募とした。

〈選定理由〉

非公募の揚合｜・センター条例や管理運営方針の内容を踏まえ、地域コミュ二ティ

（選定理由） ｜づくりの重要性やセンターの役割を十分理解した上で、適切な事業

計画が提案されていること。

・事業計画及び収支予算書の内容等から、刻率的に事業を実施する

施設管理能力及び熱意を有していると認められること。

・各選定基準の各項目において、 8割程度の評価を得ていること。

2.指定管理者制度の導入成果等の評価
これまで指定管理者により提供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定

管理としたことで、効果的、効率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。
こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。
また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。
下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

月曜日、祝祭日、お盆期間及び年末年始の休館日以外は、全て開館しており、平成 24

年度の利用者数は 22,310人となっている。管理者と利用者との問でうまくコミュニケー

ションが取れており、利用に関する苦情等もなく、適正な管理運営が行われている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

平成 24年度の管理経費の総額は、 3,224,700円となっている。人件費については、県

の最低賃金にて支出しており、施設内の節電や節水、事務用品の適正な管理等により、

経費の削減に努めるなど、効率的、効果的な管理運営が行われている。

（参考）平成 24年度指定管理料 2,300,000円

112 



(3）今後の課題と苅応等

地域コミュニティに関する利用が増えてきていることで、無料対応の団体が増えてお

り、その分、施設利用料収入が少しずつ減少してきているため、指定管理料を積算する

際には前年度からの傾向等を十分踏まえる必要がある。

3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1）管理運営の方式

ゆ指定管理者制度を継続｜

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は踊盛田岡fA障爾濯層隠謂厩則強要糊盛昭濁鈎寄屋目指扇彊1

① 公募

険非公募〈現指定管理者の継続指定〉｜

こととしています。

【理由】〈地域密着型の施設であり、協働の推進が期待できる団体が地域内に1っし

か葎在しないため〉

③ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した湯合の指定管理者の指定期間

① 3年間

陪 5年間｜

③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.回答者

氏名 松田健太朗

連絡先 〈内線） 3032 〈直通〉

2/2 

以上



更新手続用

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

1 .公の施設現況

施設の名称

所管課室名：

延岡市恒富地区高齢者コミュニティセンター

高齢福祉課

設置目的
高齢者の生きがい活動、地域住民の交流、地域における福祉活動等

を推進するため

現指定管理者名

前回の募集方法

(0で囲む）

非公募の揚合

（選定理由）

2.指定管理者制度の導入成果等の評価

． 非公募

これまで指定管理者により提供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定

管理としたことで、刻果的、刻率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

（必要に応じて枠を広げてください）

年間 28,528人（平成 24年度）が利用し、充実した活動が行われており、設置目的に沿

った利用がなされている。

（必要に応じて枠を広げてください）

指定管理料 3,669,208円（平成 24年度）

毎年度、事業経費を見直して適正執行に努めており、収支は適正に管理されている。

(3）今後の課題と苅応等

（必要に応じて枠を広げてください）

市内唯一の高齢者コミュニティセンターであるため、高齢者の生きがい活動の場として

市内中の高齢者から利用されているのに対して、恒富地区の住民の交流の場としての利

用は、当該施設からの距離に応じてばらつきがある。これについては、指定管理者であ

る（社）延岡市社会福祉協議会が組織した管理運営委員会の中で、地区社協の役員を交

えて活用例の紹介、恒富地区住民への PR方法の検討等を行っている。

112 



3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1）管理運営の方式

⑥指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は馳窓回国以降お翠建］ま、原則強襲葡局部議行を宅擁護調こととしています。

① 公募

⑥非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈現指定管理者である（社）延岡市社会福祉協議会は、当該施設を拠点とす

る「生きがいと健康づくり推進事業」の受託者であることから、施設管理との一体

的に取り組むことによって効果を発揮している。また、地域福祉に関するノウハウ

を有しているほか、恒富地区の5地区社協の役員を含む管理運営委員会を組織して

おり、地域住民の交流、地域における福祉活動の推進に関して期待できる。 〉

③ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

｜②〕 5年間

③その他〈 年間〉

【理由】〈

4.回答者

氏名 志田尚之

連絡先 〈内線〉 532505 （直通） 22-7016

2/2 

以上



更新手続用

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

所管課室名：地域医療苅策室

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市夜間急病センター

設置目的 初期数急医療体制の整備

現指定管理者名 一般社団法人 延岡市医師会

前回の募集方法 。募〉 ． 非公募

(0で囲む）

非公募の揚合

（選定理由）

2.指定管理者制度の導入成果等の評価

これまで指定管理者により提供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定
管理としたことで、効果的、効率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。
こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要ですロ

下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

（必要に応じて枠を広げてください）

指定管理者である延岡市医師会が、急病センターの診療科目、診療曜日、診療時間を砿

充しており、初期救急において市民だけでなく県北部住民にとってなくてはならない施

設であり、今後ち医師会の協力が不可欠である。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

（必要に応じて枠を広げてください）

指定管理料 収入

平成23年度 200,551千円 119,013千円

平成 24年度 215,570千円 113,456千円

平成 25年度 219,140千円 102.744千円〈平成 25年度は当初予算額〉

(3）今後の課題と対応等

（必要に応じて枠を広げてください）

医師会会員の平均年齢が 60歳超になり診療体制維持及び深夜帯の 365日診療体制確

立のだめにち今後ち医師会の協力及び市内での勤務医・開業医の確保を進める必要があ

る。
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3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1）管理運営の方式

③指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針rctl「2固目以降の選定iま事原則忍纂葡ヘ6移行を目指窃湖こととしています。

① 公募

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈専門的かつ高度な技術、ノウハウ等を有する現指定管理者を指定することが

適切と判断されるため白〉

③ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

⑨その他（10年間〉

【理由】〈安定した初期救急体制を維持すること、ならびに診療体制の拡充には、

長期にわたる各種調整を要することが想定されるので、前指定管理期間

と同様の 10年間とした。〉

4.回答者

氏名 ｜吉田昌史

連絡先 ｜〈内線） 532552 （直通） 22-7066 

以上

2/2 



更新手続用

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

所管課室名： 総合農政課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市東海コミュ二アイセンター

設置目的 地域におけるコミユ二ァィ活動の振興を図る

現指定管理者名 延岡市東海コミユ二ァィセンター管理運営協議会

前回の募集方法

《3> 非公募． 
(0で囲む）

非公募の揚合

（選定理由）

2.指定管理者制度の導入成果等の評価

これまで指定管理者により提供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定

管理としだことで、効果的、効率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

平成 18年度から指定管理者制度へ移行したが、平成22年度より利用者の要望に応え

て開館期間を拡大した。利用者数も伸びており、直営時代は年間約 2万1千人だったの

が（ 1 6 ' 1 7年度）、直近の平成 24年度では約 2万7千人に増加している。無料での

利用者数が増加傾向にあり、これはコミュニティ施設としての本来の目的に沿うもので

ある。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

【収入面】施設利用料は、平成 18年度の約 19 1万円をピークに減少しており、平成

24年度は約 15 8万円であった。他の収入はおよそ変化なし。

【支出面】平成 22年度からの開館期間の拡大により人件費が前年度比で約 50万円増

加したが、その後は同程度で推移している。人件費以外の費用についても記録が整って

いる 18年度以降総じて変化はない。修繕が必要な箇所があった年が 1年あり、その年

は他の年に比べて人件費以外の費用を約 20万円多く支出している。
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(3）今後の課題と苅応等

収入面は無料利用者が増えている一方で、有料利用者・額の糟を目指すべきかどうか。

支出面は開館日の変更や大きな修繕等がない限りは同程度に推移していくものと予想さ

れる。

駐車場を利用したい（仮店舗を数日設置したし、）との申請を受けたことがあるが、市公

有財産取扱規則第 15条第6項「市長が特に必要と認めた場合J、より具体的に言えば、

設置目的である「地域におけるコミュニティ活動の振興を図るJには該当しないとして、

許可を断ったことがある。駐車場の広さは十分にあるので、安全さえ確保されれば許可

しでもよいのではと指定管理者側から申し出を受けたが、市担当者によって判断がぶれ

ないよう、施設問共通の基準や解説等があるとよい。

3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1）管理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針はUf~且己L~＼fa盆fil盗品」認誼溢［.話自民亘弘包主~1己ii三世［Jtl

（①）公募

② 非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈

③ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

（②） 5年間

⑤ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.回答者

氏名 福津竜太郎

連絡先 〈内線） 78623 〈直通） 22-7018

2/2 

こととしています。

以上



更新手続周

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

所管課室名：北川町地域振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市道の駅北川はゆま

設置目的
延岡市の地域情報を提供し地域資源の活用地湯産業の振興及び交

流人口の拡大を図るだめ

現指定管理者名 株式会社北川はゆま

前回の募集方法 公募 ． 非公募

(0で囲む）

非公募の揚合
第 セクターの設立目的、雇用者の継続雇用等を考慮しただめ

（選定理由）

2.指定管理者制度の導入成果等の評価
これまで指定管理者により提供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定

管理としだことで、効果的、効率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

道の駅北川はゆま利用人数

平成23年度 平成24年度

物産館 97 041 112 046 

はゆま館 7 097 9 543 

レストラン 23,616 25 771 

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

生産者売上推移（単位：円）

平成23年度｜平成24年度

46,226,9781 52,797,551 

平成23年度、 24年度、 25年度：指定管理料0円

平成23年度収入計 156,251,739円

支出計 155,801,324円

経常利益 450,415円

(3）今後の課題と苅応等

・設置から 15年以上が経過しているため、老朽化に伴う施設の改修が必要になる恐れ

がある。また、高速道路の一部供用に伴い利用者数が増加し、販売面積の拡大が必要に

なったため、 25年度に売場の拡充を行う。
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3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1）管理運営の方式

指定管理者制度を継嗣

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は臨調回目~降爾選嬉醸事麗蔚怒翼澗1待感移穏寝室自選義輝こととしています。

① 公募

非公募〈現指定管理者の継続指

【理由】〈（株〉北川はゆま〉は、施設の設立時に当該施設を管理運営することを主

目的として設立され、これまで良好な形で施設の維持管理を行い、雇用の湯の確保

という面でも地域に貢献しているため〉

③ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

《 5年！⑪
③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.回答者

氏名 深田剛司

連絡先 〈内線〉 74315 〈直通） 46-501 0 

2/2 

以上



更新手続用

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

所管課室名：北川町地鼠振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市ホタルの里休暇村

設置目的 ホタルの生息に関する展示、コミユ二ァィ施設、宿泊施設

現指定管理者名 株式会社北川はゆま

前回の募集方法 公募 ． 非公募

(0で囲む）

非公募の揚合
第 セクターの設立目的、雇用者の継続雇用等を考慮したため

（選定理由）

2.指定管理者制度の導入成果等の評価
これまで指定管理者により提供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定

管理としたことで、効果的、効率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ) .利用状況面〈住民サービス向上面〉

ホタルの里宿泊・利用人数

平成23年度 平成24年度

宿泊人数 1,287 1 103 

利用人数 3 577 3 634 

計 4864 4,737 

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

平成 23年度、 24年度、 25年度：指定管理料 5,700,000円

平成 23年 度 収 入 計 15,152,078円

支出計 15,868,340円

経常利益ム716,262円

平成22年度から、赤字幅は縮小してきており、 24年度は黒字になる見込みである。

(3）今後の課題と苅応等

・利用客数が減少傾向にあり、利用者数の増加が課題である。高速道路の一部供用によ

りアクセスが容易になった点を活かし、市外や県外からの利用者を呼び込むための検討

を行っている。
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3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいすれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

(1_2_隻里i
E 指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

( 2) ( 1 ）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針はE翻園田服陣あ題植i部臨則盟事制；てお顎滞留箇福留劃こととしています。

非公募〈現指定管理者の継続理室

【理由J＼（株） ~じ川 Id:ゆま〉は、施設の設立時に当該施設を管理運営することを主

目的として設立され、これまで良好な形で施設の維持管理を行い、雇用の揚の確保

という面でも地域に貢献しているため〉

③ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

く蚕 5年め
③ その他〈

【理由】〈

4.回答者

氏名

連絡先

年間〉

深田剛司

〈内線〉 74315 〈直通） 46-501 0 

2/2 

以上



更新手続用

平成 26年度以降の公の施設の管理運営に係る調査票

所管課室名：北川市民サービス課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市北川老人福祉館

設置目的
高齢者の教養の向上、生きがい活動の推進その他高齢者の福祉の推

進のだめ

現指定管理者名 社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会

前回の募集方法 公募 ． d竺〉(Qで囲む）

非公募の揚合 地域福祉の推進母体であり、目的の達成が期待できる。また平等な

（選定理由） 施設利用ができ個人情報の保護に関する箔置が適切に確保できる。

2.指定管理者制度の導入成果等の評価

これまで指定管理者により提供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設を指定

管理としたことで、刻果的、効率的な管理運営が行われたかを総括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈直営との比較等〉を簡潔に記入してください。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

（必要に応じて枠を広げてください）

市の委託する地域包括支援センターがあるため高齢者や障がいのある方の日常的な相談

もできるため施設のため気軽に利用がしやすい。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

（必要に応じて枠を広げてください）

施設管理で光熱水費の節減が図られ管理経費の節減ができる。

(3）今後の課題と対応等

（必要に応じて枠を広げてください）

北川町総合支所で検討しているワンストップサービスの推進のため現在の指定管理者

が平成 26年 4月 1日から総合支所内に事務所を移転する予定になっている。このため指

定期間満了日は平成 28年 3月 31日であるが今回新たに指定管理者の指定をするか直営

で行なうか施設の用途をどうするか等を検討する必要が生じた。
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3.現段階における平成 26年度以降の管理運営方針〈予定〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

りふ告理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

＇R＂直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は磁盟百旬以降の選定ほ憲康蔚窓寄与飼宍窃移行を目指窃麹こととしています。

① 公募

② 非公募〈現指定管理者の継続指定〉

／ヘ【理由】〈

（③）非公募〈新たな管理者の指定〉

＼ー／ 【理由】〈地域に根ざした施設で地域の公民館としての機能ち果たしているため〉

(3) ( 1）で①と回答した湯合の指定管理者の指定期間

メ弘 3年間

｛②）5年間

＼ザその他〈 年間〉

【理由】〈

4.回答者

氏名 ｜井本成夫

連絡先 ｜〈内線） 74213 （直通） 46-5012 

2/2 

以上
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意見

広報のベおかへの掲載 要 ． ③ ホームページへの掲載 要 ． ③ 

件名 公の施設の指定管理者制度導入に係る検討状況調査の結果報告について

標記の件について、平成24年度以降の指定管理者制度導入について、公の施設を所管する各課へ調査を行った結

果、下記のとおり回答がありましたので報告します。

可巳－－－－ロ
、
ー

1.新規導入を検討している施設 1施設（延岡市自然休養村センター）

2.今年度指定期間終了の施設 6施設全ての施設が指定管理者制度を継続。

うち、 2施設（須美江家族旅行村、まちなかキッズホーム）が公募

予定。残り4施設が非公募にて現指定管理者を継続予定。

3.今後の予定 各担当課と随時連絡をとりながら、今年度の選定会議（10月下

旬開催予定）に向けた事務手続きを進める。



新規導入用

公の施設の指定管理者制度導入にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北浦・水産農林課

1 .制度導入を予定している公の施設概要

施設の名称 延岡市自然休養村センター

所在地 延岡市北浦町一川内5681番地

設置年月日 昭和52年

設置目的
農山漁村の自然環境保全及び都市生活者等への自然環境の親しみ

を深める機会と、余暇活用の揚として整備された。

設置根拠条例 延岡市自然休養村センタ一条例

【構 造〕

施設規模 【延床面積〕 ※別紙のとおり

【施設内容】

管理業務の内容
－施設運営（予約受信、接客等〉

－施設維持〈施設内整備、補修等〉

管理運営収支 【収入（施設使用料）〕 678千円

（平成22年度決算額） 【支出（管理経費）】 2, 425千円

現在の管理形態
全て市直営 0市直営で一部委託 その他〈． ． 

(0で囲む）

(2 1年度）利用者叙 1' 5 5 5人くうち宿泊者数 757人〉
利用状況

(2 2年度）利用者数 1, 299人〈うち宿泊者鍛 566人〉

現在の問題点 設置から30年以上が過ぎ、老朽化してきだだめ、維持・補修に経

課題等 費がかかる。年々施設利用者が減少している。

2.現段階における管理運営方針 〈現在検討中〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。

け〉募集方法

① 公募 【理由〕〈

② 非公募 【理由〕（

(2）指定管理者に行わせる業務の範囲、具体的内容

(3）利用料金制の有無 〈有 無〉

(4）指定管理料の予定額 千円 〉

以上



a:: ．，， 

（別紙〉

0管理センター（大・小研修室、休憩室、厨房等〉

【矯 造】鉄筋コンクリー卜

【延床面積〕 687rrl

【施設内容〕宿泊、休憩、会議、研修等施設

O大バンガロー

施設規模
【構 造】木造

【延床面積】 90rrl

【施設内容〕宿泊、休憩施設

O小バンガロー

【構 造〕木造

【延床面積〕 16 rrl×3棟

【施設内容〕宿泊、休憩施設



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について（侵出順）

今後の管理運営方式

所管課 施設名 現指定管理者名 利用状況 収支状況 今後の蝶題等 指定管理者制度
砿営 その他 理由

公募 非公募

・グランドゴルフ大会等を開催し、施設のPR
・利用件数、人数ともに増加傾向にあり、比

・施設設位当初の理由により、減免規定が

や有効利用を図っている。
例して利用料金収入が増加し、好転してい

存在し、利用料金収入減の原因となってい 設立の経緯、

舞野地区多目的研修
・周辺の草刈等を実施し、施設の環境美化

る。
るニとから、段階的な見直し、廃止等の検討 コミュニティの

舞野地区多目的研修 に努めている。 が必要である。 ． 活性化を図る
総合農政鰻

センター
センター管理運営協

・運動器具の更新及び施設の老朽化改善
－協議会、管理人が自ら可能な範囲で器具

－設置当初の事情により、指定管理者を公 (3年） ための拠点と
議会

等、施設の整備を行っている。
等の修繕を行ったり、資格を生かして消防

募することが困難であることから、今後は協 なる施設であ
－枯れ木の撤去を行い、災害による被害防

設備点検を行うなど、コスト削減に努めてい
議会や地元住民への説明を行い、公募も ること

止に努めている。
る。

検討してして必要がある。

4面から7面に糟設されたテニスコートや、
サッカーゴールを備えた芝の多目的広場、
砂質のよりピーチを活用し、スポーツ合宿や

テニスコートの地設やピーチの森の入園料
大会誘致による地域の活性化を図る「ス 制度導入後、人件費をはじめ、経費の節減

無料化により、利用者は増加傾向にある
ポーツランドすみえjの実現に向けて、テニ に取組み、施設全体のコストは年々さがっ

が、収入の噌加にはつながっていない。今
スコートの利用料金の見直しゃ、各種ス ており、平成22年度指定管理料において

後は、施設利用収入だけでなく、入国者へ 条件・制限な
lllill1観光疎 須美江家肢旅行村

須美江家族旅行村管 ポーツ大会の誘致・支援を行ったほか、 は、前年比4,000千円の縮減を行っている。
の飲食阪売などの取組みを積極的に行い、

． 
しでの公募と

理協会 ピーチの森の入園料無料化や水族館の小 しかしながら、ピーチの森の入国無料化や
全体収入の附加に取組んでして必要があ

(3年）
する

中学生入館料無料化実験を行うなど、住民 一部施設の廃止により、施設利用収入が減
る。平成23年度は県補助金を活用して職員

サービスの向上に向け、積極的な取組みが 少しており、大幅な行政コストの縮減にはつ
の刑員を行い、特産品や新メニューの開発

行われた。その結果、大幅な利用者増があ ながっていない。
と販売による収入の増加を図ってして。

り、平成22年度の総利用人数は64,186人
で、前年度に比べl1,674人の附加となっ
た内

利用者がほぼ固定されてきており、新しい
地域密着型

要望により、平成21年度から休館日を減らし 無料での利用が多いため、利用者数を考 利用者が予約しづらい問題も出ているが、
の施設で、そ

延岡市川中コミュニ
たことにより、施設の利用がさらに活発に 慮、すると利用料金収入はさほど多くないが、 管理者と利用者がうまくコミュニケーションを

の受け皿とな
川中コミュニティセン なった。また、管理者と利用者とのコミュニ 施設管理費としては、おおむね適正である とっており、スムーズな運営ができている。 ． .，，ι，e胃量，.. 

ター
ティセンター管理運営

ケーションがうまく取れており、利用者からの と判断できる。空調設備がガス式のものであ 16年度設置の施設であり、施設の修繕や設 (5年）
る団体が地域

委員会
苦情等もなく、適正な管理運営がなされて るため、電気式と比べ、コストが割高になっ 備の維持管理費について、検討が必要な

にl団体しか

いる。 ている。 時期になっていることと、ガス式の空調設備
存在しないこ

について改善できないか検討が必要。
と．

現管理人が地域住民でもあることから、利用
施設管理は地元住民2名の職員で10時～

地域密着型
者の意見を取り入れながら施設管理を行つ

22日寺で交代勤務している。 2,192千円の委 地域の生涯学習の更なる推進を図るため、
の施設で、地

ており、利用しやすい施設として好評であ
託料を、賃金、電気料、修繕料、消耗品費 地域住民のニーズや社会情勢の変化に応

区の代表者

ーヶ岡コミュニティセ
延岡市ーヶ岡コミュニ り、利用者数も多い（21年度：9,823人、 22年

等に充てているが、本施設は利用料が徴収 える主催講座の開催や指導者の養成が必 ． や学識経験
社会理t宵旗

ンター
ティセンター管理運営 度：9,094人）。また、自主学習グループ育

できない施設なので、経費削減のため、管 要である。また、本施設は開設後17年が経 (3年）
者で構成され

委n会 成や主催事業・文化祭の実施、指導者の育
理人と施設利用者で施設の清掃や年末の 過している。施般利用者の安全面・利便性

た実績もある
成に積極的に取り組み、住民サービスの向

大掃除などを行い、節減に努めており、かな を考えた施設の維持管理が必要である。
現管理者を継

上を図るとともに、地域の生涯学習や社会
り低b、コストで運営されていると考える。

続することが
教育の振興に寄与している。 妥当である

( 



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について（提出順）

今後の管理運営方式

所管課 施設名 現指定管理者名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管理者制度
直営 その他 理由

公募 非公募

本村区の自
年間延べ約2,500人～3,000人前後の市民 利用料については、 100千円前後となって

有料利用者の増加と施設の老朽化による対
治公民館活

長井健康増進セン
が利用しており、利用者についてはスポー いるが、指定管理料により黒字の管理が行

応が今後の課題であり、施設利用のPRとあ ． 動の拠点施

北JllJ肉体操

ター
本村自治公民館 ツ団体や自治公民館、子ども会、高齢者ク われている。直営による管理を考えると人件

わせて優先順位をつけた改修への対応が (5年） 設でもあり、現
ラプ等と幅広く、健康噌進や交流等の促進 費等のコスト面では指定管理によるほうが効 管理者の継
について効果を上げている。 果が高しものと判断できる。

必要である。
続指定が適
当である

施設の弾力的な運営と民間のノウハウが活
平成19年度のスタート当初と比べると、利用

NPO法人延岡市子育 当初計画の範囲内において適正に執行さ 者が減少傾向にある。利用者の増加を図る ． 条件・制限つ
こども家底思 まちなかキッズホーム

て支援協議会
かされており、子育て家庭の支援に貢献し

れている。 ため、利用者ニーズの把握に努める必要が (5年） き公募とする
ている。

ある。

. 



｜新規導入用｜

指定管理者制度新規導入手続きに向けたスケジュール（案）

時期 所管課の手続き項目 備 考

9月～

制度導入等の検討

（公募の有無、指定期間等）

ι 

募集要項、仕様書等の検討、作成

施設設置条例の制定・改正準備

! 

｜設置条例定改正議決

【9月定例市議会】

! 

指定管理者の公募、説明会等

公の施設のあり方、管理運営

方式についての検討
～5月

6月～ 8月

【市長決裁】

・制度導入、募集方法、

・設置条例制定・改正等

月Q
M
 

公告やHP、広報紙ヘ掲載

! 

～， 0月｜申請書類の受理

! 
選考・候補者の予備審査

0月下旬 ｜ 
（選考案の作成）

! 
E 選考・候補者の決定

1月初旬 ｜ 
｜ 【指定管理者選定会議】

! 

, ，月中旬 ｜指定管理者の指定議案提出準備

選定会議用資料作成

※選定結果を市長決裁

※議案提出に係る市長決裁

（総務課合議）

! 

I 1 2月 ｜指定管理的定議決
【12月定例市議会】

! 
a指定管理者との事前協議、準備

1月～ 3月 ｜
｜協定書の内容確認（基本・年度）

! 

14月～ ｜指定管理者による管理運営開始 ｜ ｜ 

! 

ヨマヂヰ一一；~竺~！•• ~空間！？一一一一； 四 一仁三二：二二」



｜更新手続用｜

平成24年度からの指定管理者制度更新手続きスケジュール（案）

時期 所管課の手続き項目 備 考

6月～ 8月

制度継続等の再検討

（公募の有無、指定期間等）

! 

募集要項、仕様書等の検討、作成

! 

指定管理者の公募、説明会等

公の施設のあり方、管理運営

方式についての検討
～5月

制度継続、募集方法等にかか

る「市長決裁J

9月～ 公告やHP、広報紙へ掲載

! 

～ 1 0月｜申請駒受理

! 

選考・候補者の予備審査
1 0月下旬 ｜ 

（選考案の作成）

ι 

選定会議用資料作成

1 1月初旬 ※選定結果を市長決裁

1月～ 3月

選考・候補者の決定

【指定管理者選定会議】

! 

指定管理者の指定議案提出準備

! l指定管理者の指定議決

【12月定例市議会】

! 
指定管理者との事前協議、準備等

協定書内容の確認（基本・年度）

! 

指定管理者による管理運営開始

※議案提出にかかる市長決

裁（総務課合議）
1 1月中旬

月
J

ク』
4
 

．．
 、

4月～ ※協定書の締結



延岡市の指定管理者導入施設一覧
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マネージャー l ~ 門 a

意見

広報のべおかへの掲載 要・③
｜一一一」 I 
ホームページへの掲載｜

件名
「指定管理者制度Jの平成23年度新規導入に係る関係課所の検討状況の把握及び導入・更新手

続きの周知について （伺い）

（別紙 枚）

標記の件について、来年度（平成 23年度）より、制度導入を予定する担当課と、今年度末に指定期間が終

了する 41施設の担当課に対し、下記により、今後の施設管理運営方針についての検討状況を把握するととも

に、今年度中に行う事務手続き等について、周知したいが、よろしし、かお伺いします。

￥， 

記

1 .来年度から新たに制度導入を予定する担当課への照会及び周知

公の施設の担当課のうち、直営施設を持つ諜所｛別紙①参照］に庁内メールにて、照会及び周知

2. 今年度末に指定期間が終了する施設の担当課への照会及び周知

庁内メールにて、 【別紙②］のとおり、 17課所へ照会及び周知

lう?i.. LX~ ... ＇..~~ t、
3. 回答期限 一← J

平成 22年 5月31日（月）



各課室長様

事務連絡

平成 22年4月日

市民協働・男女参画課長

平成23年度からの「公の施設の指定管理者制度導入Jに向けた

検討状況等について（照会）

本市では、平成 18年度に指定管理者制度が本格導入され、現在、 10 1の公の施設

が指定管理者によって管理運営されています。

本市の第5次行財政改革においては、公共施設の効率的な設置・運営の観点から「指

定管理者制度の活用推進Jを改革項目の一つに掲げているところでございます。

また、平成 18年度に各課所管施設の「管理のあり方の検証Jを行いましたが、「指

定管理者制度導入Jの検討を行っている直営施設も見受けられたところでございます。

つきましては、貴課所管の公の施設において、平成23年度からの制度導入を検討し

ている施設の状況を把握するため、該当のある課所は、下記により、検討状況をご回答

いただきますようお願いいたします。

なお、制度を導入する場合、別添のスケジュール案にて、手続きを進めたいと考えて

おりますので、各課所におかれましては、「指定管理者制度運用方針（平成 20年度策

定）Jを参考に公募や選定等に係る準備を進めていただきますようお願いいたします。

記

, .回答方法

別添調査票（電子データ）を作成の上、庁内メールにより送付して下さい。

（送付先メールアドレス：市民協働・男女参画課市民協働係長）

2. 回答期限

平成22年5月31日（月）

3. 調査票、記入要領、指定管理者制度事務手続きスケジュール案等の電子データ

｜「共有掲示板J＝今「通知・調査文書JIに掲載。
①調査票 ②指定管理者制度新規導入手続スケジュール案

③指定管理者制度運用方針

【文書取扱］

市民協働・男女参画課市民協働係

内線 3 0 3 2 

直通 22-7079 



新規導入用

公の施設の指定管理者制度導入にかかる検討状況【調査票】

担当課名：

1 .制度導入を予定している公の施設概要

施設の名称

所在地

設置年月日

設置目的

設置根拠条例

【構 造】

施設規模 【延床面積〕

【施設内容〕

管理業務の内容

管理運営収支 【収入（施設使用料等）〕： 千円

（平成21年度決算額） 【支出（管理経費）〕 千円

現在の管理形態
全て市直営 市直営で一部委託 その他〈． ． 

(0で囲む）

(2 0年度）

利用状況 一一

(2 1年度）

現在の問題点

課題等

2.現段階における管理運営方針

該当する下記の項目のいすれかにOを付してください。

( 1 ）募集方法

① 公募 【理由】（

② 非公募 【理由〕（

(2）指定管理者に行わせる業務の範囲、具体的内容

(3）利用料金制の有無 〈有 無〉

(4）指定管理料の予定額 千円 〉

以上



｜新規導入用

指定管理者制度新規導入手続きに向けたスケジュール（案）

時期 備所管課の手続き項目 考

平成22年 ｜制度導入等の険討

～5月｜〈公募の有無、指定期間等〉

↓ 

公の施設のあり方、管理運営

方式についての検討

6月～8月
募集要項、仕様書等の検討、作成

施設設置条例の制定・改正準備

〔市長決裁】

・制度導入、募集方法、

・設置条例制定・改正等

9月

9月～

↓ 

l設置条例の制定・改正議決

•r ・ ..【9月定例市議会】

↓ 

指定管理者の公募、説明会等

↓ 

公告やHP、広報紙ヘ掲載

～1吋申請書類の受理

1 0月下旬

1 1月初旬

1 1月中旬

1 2月

平成22年

1月～3月

月4
 

↓ 

選考・候補者の予備審査

（選考案の作成〉

↓ 

選考・候補者の決定

【指定管理者選定会議】

↓ 

指定管理者の指定議案提出準備

↓ 

指定管理者の指定議決

十。【12月定例市議会】

↓ 

指定管理者との事前協議、準備

協定書の内容確認（基本・年度〉

↓ 

｜指定管理者による管理運営開始

選定会議用資料作成

※選定結果を市長決裁

※議案提出に係る市長決裁

（総務課合議〉

↓ 

j当該年度 ！モニタリング開始



No. I 所管課名

1 I市民課／

21生活環境課／

31こどち家庭課〆

ー・期末8果
51総合農政課／

61農林畜産課／

71震山村整備課／

--sl商業観光課7

91都市計画課

1101建築住宅課／

11 I上下水道局／

121学校教育課／

131社会教育課／

141保健体育課／

151文化課ノ

161図書館／

171土木課／

181北浦地域振興課

191北浦福祉保健課

201北浦水産農林課

21 I北浦建設課

221北浦診療所

231北浦教育課

241北方地域娠興課

251北方福祉保健課

261北方建設課

271北方教育課

281北川市民生活課

-.291北川地域振興課

301北川福祉保健課

31 I北川農林課

321北川建設課

【照会課選定根拠〕

公の施設（全406施設〉の担当課（35課〉のうち

まだ、直営施設が残っている課のみo (3乏課〉
31 

／ 

1/1 

』寸



事務連絡

平成22年4月 日

関係課室長様

市民協働・男女参画課長

平成22年度末に指定管理者制度の指定期間が終了する公の施設に係る

今後の管理運営の検討及び更新事務手続きの準備について（照会及び依頼）

本市では、平成 18年度に指定管理者制度が本格導入され、現在、 10 1の施設が指

定管理者によって管理運営されています。

そのうち、別紙のとおり 41施設が今年度末に指定期間を終えることから、平成23 

年度以降の当該施設の管理運営のあり方について再度、検討を行う必要があります。

つきましては、関係課所の検討状況を把握するため、下記により、現段階での検討結

果をご回答いただきますようお願いいたします。

なお、再度、指定管理者制度にて管理運営を行うこととした場合、別添のスケジュー

ル案にて、更新手続きを進めたいと考えておりますので、各課所におかれましては、「指

定管理者制度運用方針（平成20年度策定）J等も参考に公募や選定等に係る準備を進

めていただきますようお願いいたします。

記

1 .平成22年度末に指定期間が終了する公の施設

別紙のとおり

2. 回答方法

別添の調査票【電子データ］を作成の上、庁内メールにより送付して下さい。

（送付先メールアドレス：市民協働・男女参画課市民協働係長）

3. 回答期限

平成22年 5月31日（月）

4. 調査票、記入要領、指定管理者制度更新手続きスケジュール案等の電子データ

｜「共有掲示板J＝今「通知・調査文書討に掲載。

①調査票 ②平成 23年度からの指定管理者制度更新手続きスケジュール案

③指定管理者制度運用方針

【文書取扱］

市民協働・男女参画課市民協働係

内線 3 0 3 2 

直通 22-7079 



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：

1 .公の施設現況

施設の名称

設置目的

現指定管理者名

前回の募集方法
公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限付〉 ． 非公募

(0で囲む）
ー一一一一一一 一一一

非公募の揚合

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総
括的に評価するものです。

こうしだ評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に
戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を
廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

(3）今後の課題と苅応等

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない場合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

① 指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

( 2) ( 1 ）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募（条件・制限｛寸き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由〕（

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由〕〈

(3) (1）で①と回答しだ掲合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名

連絡先 （内線〉 〈直通〉

以上



更新手続用

平成23年度からの指定管理者制度更新手続きスケジュール（案）

時 期 所管課の手続き項目

平成22年 ｜制度継続等の再険討

～5月｜ 〈公募の有無、指定期間等〉

↓ 

6月～8月 ｜募集要項、仕様書等の検討、作成

↓ 

9月～ 指定管理者の公募、説明会等

↓ 

～ 1 0月｜申舗の受理

↓ 

選考・候補者の予備審査
1 0月下旬 ｜ 

〈選考案の作成〉

↓ 

E 選考・候補者の決定
1 1月初旬 ｜ 

｜ 【指定管理者選定会議】

↓ 

1 1月中旬 ｜指定管理者の指定議案提出準備

1 2月

平成22年

1月～3月

4月～

↓ 

指定管理者の指定議決

【12月定例市議会】

↓ 

指定管理者との事前協議、準備等

協定書内容の確認〈基本・年度〉

↓ 

指定管理者による管理運営開始

備 考

公の施設のあり方、管理運営

方式についての検討

制度継続、募集方法等にかか

る「市長決裁」

公告やHP、広報紙ヘ掲載

選定会議用資料作成

※選定結果を市長決裁

※議案提出にかかる市長決

裁〈総務課合議〉

※協定書の締結

恒一；：［~~~~＝ 二：［；；



平成22年度末で指定期間が終了する施設一覧

所管課 ／ 施設名 指定管理者名

企画課 J 島野浦島開発総合センター 島浦町区

rfiLI'.:協働・ 'JJk参院j諜 延岡市民協働まちづくりセンター 特定非営利活動法人のべおか市民力市場

北老人福祉センター 財団法人延岡市高齢者福祉協会
一一一一一一一一

南老人福祉センター 財団法人延岡市高齢者福祉協会
一一一一一ーー一－・』ー

高齢福祉課 a

峰岡市東海デイサービスセンター 社会福祉法人ーッ薬会
一一一

延岡市岡富デイサービスセンター 財団法人延岡市高齢者福祉協会
一－－一一一回一一－

延岡市島浦デイサービスセンター 社会福祉法人千寿会
一ー一一一一一且ー

延岡市養護老人ホーム 社会福祉法人みのり会

こども家庭会

緑ケ丘児童館 社会福祉法人緑ケ丘福祉会
一一一一

旭児童館 学校法人純J心学園
一一一一一〒 ー一一一一 ーす

延岡市母子生活支援施設ファミリーハイツ 社会福祉法人緑ケ丘福祉会

障がい福祉誕
「延岡ライトハウス盲人ホーム 財団法人延岡愛盲協会

一－・』一一一
延岡市点字図書館 財団法人延岡愛盲協会

総合農政課，
延岡市家畜排池物処理センター 有限会社延岡地区有機肥料センター

延岡市農産加工研修センター 延岡市農村婦人研修センター運営協議会

農山村整備課4黒仁田地区営農飲雑用水供給施設 黒仁田生産組合

商業観光課，挺岡市共同作業場 延岡市共同作業場使用者団体

文化課
居間総合文化センター 財団法人延岡総合文化センター

－－吋圃ー－ー
延岡市公会堂「野口記念館」 財団法人延岡総合文化センター

北川i地域振興課
仮木綿村 北浦総合産業株式会社

末越レジャーパーク 北浦総合産業株式会社

北浦福祉保健課句ヒ浦町デイサービスセンター 社会福祉法人千寿会

一位生活改善センター 板下区
晶一一一一一一一

様峰生活改善センター 様峰区
a一一一一

北方地域振興誕
延岡市北方中部地区集落センター 川水流区

←一一， -ー． 7一一ー
延岡市森林総合利用促進施設鹿川キャンプ場 上鹿川観光組合

一一一一一一
延岡市ETOランド速日の峰 財団法人速日の峰振興事業団

一一一一ー－一一 巴一一 －－『’ F

延岡市高齢者活動促進施設 板下老人クラブ

延岡市北方健康福祉センター 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
ー一一一一一 一一一一

北方福祉保健課 延岡市北方デイサービスセンター 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
一一一一一一一 一ー一ー

延岡市曽木デイサービスセンター 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

北方農林課／

延岡市農産物直売・食材供給施設 財団法人速日の峰振興事業団
一一一一一一一一一一一一一一一－一一一 一一 一

延岡市農林産物集出荷貯蔵施設 延岡農業協同組合
一一一一一一目－.，一一一一宇一一一一一一一一一一 ←一一一一 一一 一一一一一一一一一一一一一一
延岡市下鹿川林業者健康増進用建物 下鹿J1 I区

北方教育課’ 延岡市北方南部地区体育館 曽木区

延岡市道の駅北川はゆま 株式会社北川｜はゆま

笹岡市ホタルの里休暇村
一一一一一一一一一一 ‘一一一ー一一一一

北川地域復興課
株式会社北川はゆま

一一一一一 一一一 一一一 一 -----一一一一一
延岡市祝子川温泉美人の湯 有限会社祝子川温泉美人の湯

’ r h一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一
延岡市祝子川森林レクリエーション施設 祝子川財産管理組合

北川農林課ノf延岡市北川鏡山牧場 北川町畜産公社

北川福祉保健課挺岡市北川老人福祉館 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会



... ． 

課室名 市民協働・男女参画課

起 案 日 平成22年8月20日 決裁 日 平成Z2年 8月24-日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者 起案責任者 課長

品1］主幹兼
市民協働係長

⑧ ‘．・・，~”． ~ 

Ta3032 Ta3031 
専門員 主幹兼課長拘flt生 意見

9J女共同参両係長

I ＼ 

市民協働係 ，口A 議 者

＠ 
ファイリング

公印
マネージャー

＆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

意見

旬 、－－

広報のベおかへの掲載 要 ． ⑤ ホームページへの掲載 要 ． ⑤ 

件 名 公の施設の指定管理者制度導入にかかる検討状況調査の結果報告について

（別紙 枚）

標記の件について、平成 23年度以降の指定管理者制度導入について、公の施設を所管する各課へ調査を行った結果、下

記のとおり回答がありましたので報告いたします。

なお、今年度で指定期間が終了する施設41施設分につきましては、別紙のとおり、各課からの回答をまとめであります

ので、ご参照ください。

記.... ． 

, .新規導入を検討している施設の検討状況

1施設・・・延岡市勤労青少年ホーム（所管課：商業観光課）

2. 平成22年度で指定期間が終わる施設の検討状況

・指定管理者制度を継続一「一一 公募による・・・・・・ 1 1施設
一 …・

」ー 非公募による・・・・・ 2 5施設（市民協働まちづくりセンター含む）

・直営もしくは譲渡・廃止を検討・・・・・・・・・・・・・ 4施設

※黒仁田地区営農飲雑用水供給施設（所管課：農山村整備課〉については、回答なし。

｛裏面へ続く】



なお、公募による施設として回答のあった、 「緑ケ丘児童館J、 「旭児童館J、 「延岡市母子生活支援施設ファ

ミリーハイツj 、 「延岡ライトハウス盲人ホームJ、 「延岡市点字図書館Jについては、所管課にて協議した結果

非公募にて候補者を選定する旨の合議文書がきています。

－・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．



新規導入用

公の施設の指定管理者制度導入にかかる検討状況【調査票】

担当課名：商業観光課

1 .制度導入を予定している公の施設概要

施設の名称 延岡市勤労青少年ホーム

所在地 延岡市西階町 1丁目4341番地の1

設置年月日 昭和41年5月

設置目的 中小企業に働く青少年の健全育成と福祉増進に資する

設置根拠条例 延岡市勤労青少年ホーム条例

【構 造】鉄筋コンクリート2階建

施設規模 【延床面積〕 721 ni 
【施設内容〕ホール、スポーツ室、和室外

施設の管理運営

管理業務の内容 各種講座の開設（年2回〉

クラブ活動及びグループ活動の指導

管理運営収支 【収入（施設使用料等）〕： 0千円

（平成21年度決算額） 【支出（管理経費）〕 : 3,751千円

現在の管理形態
全て市直営 市直営で一部委託 その他〈． ． 

(0で囲む）

(20年度）1,015名
利用状況 一一一…一一一一一－－－・“ーー一一一一”“””開ー...-... -.... ._ .........・－…一一一一一一一一

(2 1年度） 821名

施設の老朽化や利用者の減少等の理由により、施設の継続について横

現在の問題点 討が必要である。また、指定管理者制度を導入した揚合、各種講座の

課題等 企画運営や法的な点検作業が司能かどうかの判断が必要となるo

なお、施設利用料を徴収していないため、増収にはつながらない。

2.現段階における管理運営方針

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。

け〉募集方法

① 公募 【理由】（

②姪夢 【理由〕（相談及び指導業務並びに施設の管理業務を委託している 〉

(2）指定管理者に行わせる業務の範囲、具体的内容

・勤労青少年に対する相談及び指導並びに施設の管理・点検業務

・各種講座の企画運営、クラブ活動及びグループ活動の指導

(3）利用料金制の有無 〈 有 ・く歪〉〉

(4）指定管理料の予定額 3,500千円 〉

以上



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について

管理運営の方式
所管課 施設名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管理者制度

直営 その他 理由
公募 非公募

施設には区の事務所も併設され、地域コ
当該施設は、施設利用料収入によって管理 国庫補助を活用して建設された建物である

延岡市島野浦島開発 ミュニティ活動の拠点としても活用されてお
運営されており、管理委託料は支払わない ため、用途制限の問題もあるが、今後の施 施設の設置

企画課
総合センター

島浦町区
り、島浦町区を指定管理者とすることで、効

こととなっている。修繕等が必要な場合は、 設維持経費等を考慮しながら、地元への無 ・（5年） 目的や特殊

果的・効率的に運用されている。
市の負担を要するが、通常の管理運営に関 償譲渡等の可能性について検討の余地が 性を考慮
しては適正に運営されている。 ある。

当該法人へ

高齢者の生きがい対策、介護予防への取り 施設の老朽化、設備の老朽化により維持管 人件費の見直しを行い、全体経費の縮減を
の出資及び

高船価祉E軍
南老人福祉センター （財）延岡市高齢者福

組みを行い、施設利用者の増加、利便性の 理経費が増加しているが、計画的な補修と 図っている。指定管理者への支援のあり方 •<s年）
本市と連携し

北老人福祉センター 祉協会
向上に取り組んでいる。 経常経費の縮減に努めている。 を今後とも協議していく必要がある。

た福祉行政の
推進の面を考
慮、

当該法人の

当該法人は、特別養護老人ホーム、居宅支
他の施設とー

東海デイサービスセ 援事業所、ケアハウス等を同一の敷地内で 介護報酬が指定管理料とされていることか
今後、施設の老朽化に伴う大規模改修を考 体となり福祉

.働福祉R
ンター

（社協）三ツ葉会
運営しており、当該デイサービスを含めて総 ら、行政負担は発生していない。

慮すると、民間譲渡による運営を検討する •<s年） サーピスの提

合的な福祉サービスを提供している。
必要がある。 供が行われて

いることを考
慮、

多くが当核法人の居宅介護支援事業所を
今後、施設の老朽化に伴う大規模改修を考

これまでの運

高齢福祉贋
島浦デイサーピスセ

（社福）千寿会
通じた利用となっており、これまでの地区内 介護報酬が指定管理料とされていることか

慮すると、民間譲渡による運営を検討する ・（5年）
営状況と離島

ンター のなじみの関係から、良好なサービス提供 ら、特段の支出は発生していない。
必要がある。

とし、う特殊事
が行われている。 情を考慮

農業関係者だけではなく、広く一般市民に
利用されるようになり、その利用者数も噌加

総合属政綬
延岡市農産加工研修 延岡市農産加工研修 傾向にある。地元材料を使用した農産加工 対象者を男性に拡大するなど、管理者の運 施設の老朽化に伴う維持管理経費、修繕

・（5年） 現状維持
センター センター運営協議会 品作りを通して、農産加工品に対する知識 営努力がみられ、利用料も噌加している。 費等の増加が考えられる。

と技術を伝えることができ、食に関する理解
も深めることができた。

制度導入以前は、委託契約により当該法人
畜らの産家農畜家排のせ経つ営物はの厳処し理いた料め、畜産農家かに管理委託していた。有機性資源、の肥料化

料金を上げること
施設設備が20年を経過し、大規模な改修と

延岡市家畜排せっ物 （株）延岡地区有機肥
処理を行うことで、畜産業の他、地域産業、

は難しく、製品である有機肥料は安価な地
機能強化が必要であり、 23年度に計画中で

’u年司E庖II 市民生活に寄与している。生産される有機 ある。今後は汚泥の新規受け入れや生ゴミ ・（5年）
処理センター 料センター

肥料については、耕種農家の土づくりに貢
犠外の堆肥販売業者との価格競争により生

の受け入れ拡大を行うなど、経営内容の見
献し、安全・安心な農産物の生産に役立つ

産コストを販売価格に転嫁できない状況に
直しにより経営改善を図る。

と考えられる。
ある。

現在も地域住民の倉庫等として利用されて
使用料収入はなし。指定管理者への委託

施設設置の目的が特殊であることから、引き
商:,l眼光腹 延岡市共同作業場

延岡市共同作業場使
おり、制度導入前と利用状況やサービス面

費実績なし。電気料（年間約12～13万）、と
続き当核団体を指定管理者とする。指定管 ・（5年）

施設の性質を
用者団体

では変わっていない。
消防設備点検（年間約6千円）を市費より支

理料についてはなしとする。
考慮

出している。



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について

1晋理速lの方式

所管課 施設名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管雇者市j麗
直営 その他 理由

公募 非公募

財団設立当
時県北15市
町村により殻
置されたもの
であること、開
館以来25年

施設の安全管理面では、さらに日常の点検
にわたる管理

の徹底や設備の更新を進め、事故を起こさ
運営のノウハ

利用状況面については、既に制度導入前 ない体制を堅固なものにしていく。また収支
ウを持ってい

から相当の期間、運営に携わってきており、 収支状況面についても、上記と同様、大き 商では市民ニーズの把握とともに集客努力
ること、施設の

延岡総合文化セン （財）延岡総合文化セ その問も最大限に集客等について努力して な変化は認められないが、平成21年度につ にマンネリ化を招かないよう更なる工夫や努
特殊性から市

文化課
ター ンター きているので、大きな変化は見られない。自 いては、収支差額（黒字幅）の向上が認めら 力を推進し、サービスの質や量の維持に努 •<s年） 場原理による

主文化事業の数については、若干増加して れる。 め、収益を上げるための経営努力を継続し
競争やコスト

いる。 ていく。また行政側の文化振興に関する考
削減になじま

え方を軸に地域と密着した事業を継続し、
ず、公募する

市民文化の向上に努める。
ことは今まで
に地域と密着
して行われて
きた事業の継
続や企画運
営に著しし、支

障が生じるた
め

これまでの地域経済の活性化等には貢献し

利用者数は横ばい状態。 75%が売店及び
運営費における人件費を施設の利用料、売

ているが、施設全体の周囲規制を向上させ 当該法人の

レストランの利用によるもの。年1111では夏季
店、レストランの売り上げにより賄うように、ま

るためには、夏季を除く期間の利用者・稼 設立目的や
の利用が多く、冬季が閑散期となる傾向に

た、従業員の雇用条件の改善等を行うな
働率の増加をし、かに図るかが課題であり、 当該施設の

t•・－険“・M・・2・ 浜木綿村 北浦総合産業（株）
あり、 6～8月の利用が年間の約3分のlを占

ど、当法人の設立目的のひとつでもある「就
今後は高速道路開通を見通した集客を増

・（5年）
整備目的を熟

めている。利用のほとんどは地域外からの
業の場の創出・確保jに対する企業努力を

やすため、多様化する観光客のニーズに即 知した効率的
観光客と考えられ、集客のための各種のイ

続けている。平成21年度は約383千円の純
応できる民間手法による総合的なサーピス なサービス提

ベントを行うなど、多様なサービスを総合的
利益をあげている。

の提供が必要である。また。老朽化する施 供を行ってき
に提供している。 設の維持管理が負担増にならなし、ょう、計 た実績を考慮

画的な設備投資をする必要がある。

利用者が周辺地域に限られており、現在の

ゴルフ練習場を中心とした施設であり、利用 ように景気の悪いときに新たな利用者を急 当該法人の

者が限定されていること、近郊地域以外の
運営費である人件費については、利用料

激に増やすことは難しいが、地域の潜在的 設立目的や
遠方からの集客を望むことは難しし、施設で

（売り上げ）から賄えており、純然たる施設の
な利用者の確保、現在の利用者の維持、利 当該施設の

止...‘回・...末越レジャーパーク 北浦総合産業（株）
あることは否めない。平成20年度は防護

維持管理費である指定管理料を含めると黒
用回数・客単価の増加をし、かに図るかが課

・（5年）
整備目的を熟

ネットの補修工事により約半年間の休業を
字であり、浜木綿村とともに運営管理する現

題であり、そのためにも民間手法によるサー 知した効率的

余儀なくされ、利用者数も半減。平成21年
指定管理者の利益増につなげている。

ピスの向上、イベント等を積極的に展開する なサービス提

度は利用者数も回復し、指定管理者の努力 必要がある。また、老朽化する施設の維持 供を行ってき

により、徐々に増加傾向にある。 管理が負担増にならないよう、計画的な設 た実績を考慮
備投資をする必要がある。



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について

s晋理運営の方式

所管課 施設名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管理者制度
直営 その他 理由

公募 非公募

市内にデイサービス事業所は複数あり、市
特老とデイ

北浦町デイサービス
平成19年度から年11114,500人前後を推移し

施設の管理運営に係る費用は介護報酬で が対応することはない状態である。ただし、
サーピスがー

t:••1t側・・m
センター

（社福）千寿困 ており、年始の3日以外は開館してドおり、
賄われており、行政側の負担はない。 施設は国県の補助で建設した施設であるた

・（5年） 体になってお
住民ニーズに沿った利用状況といえる。

め、議渡等を行うには検討が必要である。
り区分すること
が不可能

以前は500人程度の利用者数であったが、
今後も地元観光組合がキャンプ場の指定管

施設のリニューアルと指定管理者の管理努 平成初年度から指定管理科1,429千円と利
理者として運営・管理を行うことで、地区民 地域性を考慮

力もあり、この2年間は800人を超える大幅な 用料金（平成21年度1,100千円）で運営して
の連帯、粋の強化につながり、特色ある自 し、地元観光

止，，.‘・・”’ 鹿川キャンプ場 鹿川観光組合 利用者増・収入噌につながった。鹿川観光 いる。指定管理者は施設内の補修等を年
然環境を活かした観光や伝統文化の伝承

・（5年）
組合の管理

組合員が施設内の維持管理等を行うこと 次計画で行っているため、現在の指定管理
等、地域の活性化にも大きく寄与するものと が望ましい

で、観光客のニーズに応えることができてい 料が妥当と恩われる。
考えられる。

る。

ETOランド速日の峰は九州ーの規模の人 平成7年度の開園以来、施設全体の老朽化
運営上、索道

工芝スキー場を初めバンガロ一等を効果的 入園料の無料化に伴い、集客力を高めると が進んでおり、計画的な補修等が必要であ
技術者が必

（財）速日の峰振興事 に活用した宿泊体験イベントなど公益性の ともに、運営経費等の徹底した見直しにより る。特に人工芝スキー場の人工芝について
要となるが、

lt1!’‘副鋼a・ETOランド速日の峰 ・（5年） 当該法人の
業団 高い事業を中心に運営がなされ、入園料無 指定管理料の削減に努めている。今後も経 は平成21年度一部張替えを行ったが、利用

職員が資格を
料化により利用者に開かれた憩いの場とし 営改善を促進し経費の削減に努める。 者の事故防止のため今後も補修が必要とな

有しているた
てサービス向上を図っている。 る。

め

この施設の収入は、会議室等の使用料であ
この施設は建設当初から社会福祉協議会

るが、使用料免除となる行政の借用が主で
の事務所として使用しているとともに、北方

福祉センターの利用は、主に会議室や調理 あり、収入となる民間の使用料は年間4万円
地域包括支援センター、北方指定居宅介

lt11櫨It~ ・・”
延岡市北方健康福祉 （社福）延岡市社会福 室の借用であるため、利用状況については 程度となっている。支出面では人件費を除く

護支援事務所、ボランティアセンター北方 ・（5年）
センター 祉協議会 制度導入前と比べ変化はないものと考えら 光熱費などの管理費として、年間200万円

支所、共同募金会北方分室の事務所もか
れる。 ・ 程度の経費を支出している。そのため突発

ねており、北方地域の福祉活動の拠点施設
的な高額の修繕等については別途予算と

として管理されてきたところである。
なっている。

今後も在宅介護を受ける高齢者の日々の
利用者との信

指定管理者制度移行前から現管理者が運 生活の充実や身体機能の維持を目的にデ
頼関係やー

延岡市北方デイサー （社福）延岡市社会福 営しており、デイサービスセンターとしての 行政からの管理運営面における支出はな イサービス施設として継続して使用していく
貫したサーピ

阜3’“‘N・m •<s年） ス方針により、
ピスセンター 祉協議会 量状況は制度導入前と比べ変化はないも し、。 ことが望ましし、と考える。ただ、施設や機器

のと考えられる。 の老朽化に伴う改築や修繕等の費用負担
良好な施設運

について検討することが必要だと考える。
営がなされて
いる

今後も在宅介護を受ける高齢者の日々の
利用者との信

指定管理者制度移行前から現管理者が運 生活の充実や身体機能の維持を目的にデ
頼関係やー
貫したサーピ

止JJ•ttl'J””
延岡市曽木デイサー （社福）延岡市社会福 営しており、デイサービスセンター左しての 行政からの管理運営面における支出はな イサービス施設として継続して使用していく

・（5年） ス方針により、
ピスセンター 祉協議会 量状況は制度導入前と比べ変化はないも し、。 ことが望ましいと考える。ただ、施設や機器

良好な施設運
のと考えられる。 の老朽化に伴う改築や修繕等の費用負担

営がなされて
について検討することが必要だと考える。 し、る



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について

1晋理運営の方式

所管課 施股名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管理者制度
直営 その他 理由

公募 非公募

施般使用料金と指定管理料273千円で運営
本施設の利

されている。支出については、主に光熱水 施設は旧鹿川小学校の体育館として建設さ
用者がその地

延岡市下鹿川林業者
昨年度の利用者数は延べ600人超と地域の

費と浄化槽の維持費及び床ワックス購入費 れたものであるが、今後は校舎を含め維持
域に限定され

.u:方•＊＊標
健康瑚進施設

下鹿川区 スポーツ愛好者を中心に利用し、健康増進
等であり、収益はほぼゼロに近い。行政コス 管理については総合的な跡地利用の検討

・（5年） ることカBら円
が図られる。

ト面としても現在の委託料で妥当であると恩 が必要である。
滑な運営が図
られることを考

われる。
慮

管理経費は、水道料金（基本料）と浄化槽
清掃料であるが、年間37千円と施設使用料

延岡市板下区を中心に曽木川流域の高齢
l回l人100円で徴収した使用料と市が支払 だけでは除草作業賃金は支払われておら 高齢者クラプ

tJJ•休農
延岡市高齢者活動促

板下老人クラプ 者が施設を利用し、ゲートポールを通じて
う指定管理料37,000円で施設管理をお願 ず、管理運営は厳しい状態であるため、委

•<s年）
から行政区区

進施設 いしている。行政コスト面では委託料は少な 託料の増額が必要であると恩われる。また、 長（市政連絡
健康増進と交流の場として使用されている。

めであると思う。 同地区の高齢者クラブは会員の減少により 員）への変更
存続が危ぶまれているため、後継管理者は
板下区長と結ぶことが好ましいと恩われる。

以前は500人程度の利用者数であったが、
今後も地元観光組合がキャンプ場の指定管

施設のリニューアルと指定管理者の管理努 平成初年度から指定管理料1,429千円と利
理者として運営・管理を行うことで、地区民 地域性を考慮、

力もあり、この2年間は800人を超える大幅な 用料金（平成21年度1,100千円）で運営して

t:JJ・’“”’・ 鹿川キャンプ場 鹿川観光組合 利用者増・収入増につながった。鹿川観光 いる。指定管理者は施設内の補修等を年
の連帯、粋の強化につながり、特色ある自

•<s年）
し、地元観光

組合員が施設内の維持管理等を行うこと 次計画で行っているため、現在の指定管理
然環境を活かした観光や伝統文化の伝承 組合の管理
等、地域の活性化にも大きく寄与するものと が望ましい

で、観光客のニーズに応えることができてい 料が妥当と思われる。
考えられる。

る。

市内唯一の温泉施設であり、過疎高齢化の

（有）祝子川温泉美人
会社経営のための施設運営品、う意識が高 制度導入により、利用客の少ない時間の有 著しい当地域のコミュニティを形成する中核 法人の設立

止J•l•ll•ll• 祝子川温泉美人の湯 まり、利用者への各種サービスが向上し、利 効活用やイベントの開催などによりコスト削 施設でもあり、地域の住民が出資して設立 ・（5年） 経緯や、施設
の湯

用客噌につながっているものと思われる。 減の努力を続けている。 した法人であるため、今後も利用客増を図り の性格を考慮、
ながら事業を継続していきたい。

鏡山の施設で牧場用施設については、研
繁殖牛の放

修や研究の場として受け入れている。平成
21年度は宮崎大学の学生3名を受け入れ

牧を主とした

生JIJ.休寝 延岡市北川鏡山牧場 （社）北川町畜産公社 た。また、観光地でもある鏡山は平日の来
平成21年度は単年度収支は黒字であっ 水道施設等の老朽化が進んでいる。今後、

・（5年）
牧場と景観を

訪者は年々減少しているものの、来訪者用
た。 施設の改修費用が必要となる。 利用した観光

施設（トイレ等）の管理は必要であるため、
地のため応募

維持管理を行っている。
者がいない

当施設のー
部は延岡社
協北川｜支所
の事務所及

止~·•iu••• 北川老人福祉館
（社福）延岡市社会福 使用許可が迅速に行われること。利用料金

経費面の効果は特になし。 特になし。 ・（5年）
び北川地域

祉協議会 の納入事務が簡素化されること。 包括支援セン
ターの事務所
として使用さ
れていること
を考慮



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について

1管理運営の方式

所管課 施設名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管理者制度
直営 その他 理由

公募 非公募

当施設は昭和45年に建設されたもので、耐
震改修促進法の対象建築物となっており、

緑ヶ正小学校などから多数の児童を受け入
児童館の運営補助を行ってbもが、それ以

耐震改修の努力義務が課せられているが、
サービスの安

れているだけでなく、地域活動クラブの活動 公設民営の施設には耐震診断及び耐震補
こども官官底艮 緑ケ丘児童館 （社福）緑ケ丘児童館

の支援なども行い、地域の子育て支援に貢
外の市からの補助はなく、直営に比べ、人

強、改修工事について県の補助制度がな •<s年） 定性及び継

献している。
件費等の削減が図られている。

い。そのため、定住自立圏構想などによる
続性の確保

補助制度などの活用も視野に入れながら施
設補修を検討してしも。

隣接する旭小学校などから多数の児童を受
放課後児童クラブの利用者には利用料を
月4,000円徴収していることから、放課後児

け入れているだけでなく、放課後児童クラブ 児童館の運営補助を行っているが、それ以
童クラプの利用者と児童館のみの利用者の

サービスの安
こども窓底民 旭児童館 （学）純心学園 の実施や地域活動クラブの活動の支援など 外の市からの補助はなく、直営に比べ、人

仕分けで苦慮しているため、児童館が独自
・（5年） 定性及び継

も行い、地域の子育て支援に貢献してい 件費等の削減が図られている。
に基準を設け、不平等が生じないように対

続性の確保
る。

応している。

当施設は昭和45年に建設されたもので、耐
震改修促進法の対象建築物となっており、

指定管理料は入所人員や暫定定員数等に
耐震改修の努力義務が探せられているが、

サービスの安
延岡市母子生活支援 DVなどに伴う一時保護を含め、母子福祉 公設民営の施設には耐震診断及び耐震補

こども家庭n
施設ファミリーハイツ

（社福）緑ヶE児童館
の向上に大きく貢献している。

より変動するが、ここl～2年はコスト面から
強、改修工事について県の補助制度がな

・（5年） 定性及び継
見ても現状維持の状況である。

い。そのため、定住自立圏構想などによる
続性の確保

補助制度などの活用も視野に入れながら施
設補修を検討している。

延岡ライトハウス宵人 視覚障がい及びボランティア等の関係団体 母国の国庫負担基準額に基づく委託料であ
昭和46年に建設された施設であり、老朽化

”がい価値nホーム （財）延岡愛盲協会 への支援施設で、視覚陣がい者当事者団
り、コスト的には適切と恩われる。

が進んでいることから、移転改築も含めた検 ． 
延岡市点字図書館 体による効率的な運営がなされている。 討が必要である。

農林産物の展示販売を行っている施設であ

延岡市農産物直売・ （財）速日の峰振興事
り、施設利用者は生産者で構成する出展者 本施設については、指定管理における委託

.1:na休盟 会を中心に年々増加している状況にある。 料の歳出はしておらず、行政上のコストにつ 特になし。 ・（5年）
食材提供施設 業団

また、販売実績も年々上昇しており、農林家 いては発生していない。
の所得向上に寄与している施設である。

生産者の施設利用も多く、施設を利用する 施設の維持費については、施設利用者から

北方良体観
延岡市農林産物集出

延岡農業協同組合
ことにより安定的な農林産物の供給が図ら の使用料により運営できており、行政からの

特になし。 ・（5年）
荷貯蔵施設 れ、品質の均一化と価格安定化が図られて 委託料は支払われておらず、行政コスト面

いる。 については発生していない。



平成23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況について

d菅理運官 の方式
所管課 施設名 利用状況 収支状況 今後の課題等 指定管理者制度

直営 その他 理由
公募 非公募

利用者のほとんどが地元地域の住民。地元
施設利用者から徴収する利用料を指定管

地域の住民自らが施設管理者となることで、
理料とし、施設の管理運営費用（浄化槽管 施設の老朽化が進んでおり、利用者の安全

芝方敏膏II
延岡市北方南部地区

曽木区
地域住民や利用者の意見を管理運営に反

理清掃費用・消防設備管理費用は除く）に 確保の観点から、修繕や工事を行う必要性 ・（5年）
体育館 映することや、効率的な運営が実現できて

充てているため、行政コストの削減に成果を が高まるものと考えられる。
おり、住民サービスの向上に成果をあげて

あげている。
いる。

収支状況は改善されているが、箱物土産が
売り上げの60%以上を占めており、地場産

品の売りの上蚊ぱ通を時もイっンとタ伸ーばチすェ必ン要ジがのあ完る成。高

設立当初から施設の管理運営を行ってお
制度導入前にl千万円以上あった旧北川町 速道路 な
からの支出に対し、制度導入後には、 20年 ど、当該施設を取り巻く環境が大きく変わろ

1:111・＂復興開 道の駅北川はゆま （株）北川はゆま
り、平成18年9月から指定管理者として管理

度300万円、 21年度150万円となり、制度導 うとする中、高速道路の利用客を呼び込む ・（3年）
民営化も検討

運営している。指定管理者となり経営意識
入前から大幅にコスト縮減を図ることができ ための方策を早めにとっておく必要がある。

中
が向上し、利用者も噌加している。

た。 地元出品者との連携をとりながら、産業振
興、地域振興の核となる施設として利用され
るよう今後のあり方について民営化を含め
検討中である。

ホタルの宿、ホタルの館を一括管理すること
隣接する北川運動公園（イベント広場、体

により宿泊客に対してはそれぞれの施設の
育館等）との一体的な管理を検討中であ

特徴を生かせるようになった。また、地域の 指定管理者制度導入によるコスト削減の大
る。体育施設との一体的管理により、合宿客

ti’1・‘’M・・・ ホタルの里休暇村 （株）北川はゆま コミュニティ形成のための施設としての役割 きな効果は、現段階では現れていない状況
の誘致などが行いやすくなり、各施設の利

・（3年）
は大きい。しかし、ホタルの館については、 である。

用者増への相乗効果が見込まれるのでは
人を配置していないため、施設見学の利用

ないかと検討を行っている。
客は激減した。

当施設は昭和45年に建設されたもので、耐

ポルダリング（岩登り）という新たなスポーツ
直営等で管理する場合には常時管理人を 震改修促進法の対象建築物となっており、
雇用する必要があり、利用客の少ない当核 耐震改修の努力義務が課せられているが、

祝子川森林レクリエー
の流行により、利用客が増加傾向にある。

施設では無駄が生じる可能性がある。制度 公設民営の施設には耐震診断及び耐震補
~Jill＠‘’.... 

ション施設
祝子川｜財産管理組合 制度導入により施設の簡易な修繕などへの

導入により地元住民が必要なときに必要な 強、改修工事について県の補助制度がな
•<3年）

迅速な対応が可能となり、利用客へのサー
だけ施設を管理するため、効率的管理が可 い。そのため、定住自立圏構想などによる

ピス向上が図られた。
能となっている。 補助制度などの活用も視野に入れながら施

設補修を検討している。

平成8年より当該法人が運営管理しており、 施設運営は介護報酬及び施設入所措置費
この間に入所者との人間関係や信頼関係 により行われており、制度による支出以外に 施設の老朽化による建て替えが必要な時期

高働福祉銀
延岡市養護老人ホー

（社福）みのり会
が築かれており、入所者にとって安心した日 は行政費用は発生していない。また、施設 にあることから、現在の指定管理者制度から ． 民営化を検討

ム若葉荘 常生活が確保されている。民間の経営のノ 補修等について施設の大規模改修は法人 完全民営化を行い、移転新築を検討する必
ウハウを導入した運営管理により、入所者定 と協議することとなっているが、それ以外は 要がある。
数に近い入所者確保が図られた。 当該法人が主体的に行っている。



平成23年度以降の公の施般の管理運営にかかる検討状況について

管理週世の方式
所管課 施股名 利用状況 収支状況 今後の牒題等 指定管理者制度

直営 その他 理由
公募 非公募

当施設は旧北方町の4つの中学校の統廃
合問題に関わって昭和50年2月に見返り施 利用状況を見ても当初の広域的利用を目
設として旧北方町東部地区（藤の木区、板

近年はもっぱら地元の集会所として利用さ
的とした般世意義が薄れ、役目も終えてい

下区、板上区、二股区）住民の生活改善等
れていることから市は指定管理料を支払つ

ると思われることから今後、実態に応じた取

三極生活改善セン
を目的としてまた、地元の集会所をかねて

ていない。当該施設に係る収支は、平成21
扱いにしていく必要がある。なお、土地の所

Lii・p・‘・・”aター
板下区 建設された。設置後35年が経過し、利用状

年度は約10万円の赤字であり、赤字分は板
有者は延岡市である。対応としては、地元 ． ． 

況も変わり、近年ではもっぱら板下区の集
下区民の各世帯から2,000円を徴収すること

の板下区をはじめ北方町東部地区の各区
会所として利用しており、区で修繕をするな

で維持管理をしている現状である。
や関係各線とも調整を図りながら、最終的

ど、実質的な維持管理をしている。また、本 には施設を実質維持管理している板下区
来の目的である東部地区の広域的な利用 へ槙渡することとしたい。
はなくなってきている。

当施設は旧北方町の4つの中学校の統廃
合問題に関わって昭和52年3月に見返り施

利用状況を見ても当初の広域的利用を目
設として旧北方町北部地区（日平区、横崎

的とした設置意義が薄れ、役目も終えてい
区、美々地地区、菅原区、下鹿川区、上鹿 近年はもっぱら地元の集会所として利用さ

ると思われることから今後、実態に応じた取
川区）住民の生活改善等を目的としてまた、 れていることから市は指定管理料を支払つ

扱いにしていく必要がある。なお、土地の所

u・・‘’H・・a
慎峰生活改善セン

機峰区
地元の集会所をかねて建設された。設置後 ていない。当該施設に係る収支は、平成21

有者は三菱金属（株）である。対応として ． ． 
ター 33年が経過し、利用状況も変わり、近年で 年度は約2千円の赤字であり、赤字分は楓

はもっぱら板下区の集会所として利用して 峰区の会計から補填されている状況であ
は、地元の繍峰区をはじめ北方町北部地区
の各区や関係各線とも調整を図りながら、

おり、区で建物保険をかけたり修繕をするな る。
最終的には施設を実質維持管理している

ど、実質的な維持管理をしている。また、本
慣崎区へ槙渡することとしたい。

来の目的である北部地区の広城的な利用
はなくなってきている。

当施設は旧北方町中部地区（角田区、笠下 利用状況を見ても、当初の公の施設として
区、川水流区、蔵田区、上崎区）の農林漁 の股置意義が薄れ、役目も終えていると恩
業の振興、地区住民の知識の向上等を目 近年はもっぱら地元の集会所として利用さ われることから今後、実態に応じた取扱いに
的として、また地元川水流区の公民館をか れていることから市は指定管理料を支払つ していく必要がある。なお、土地の所有者は

v与’‘ー..北方町中部地区集落
川水流区

ねて設置された。しかし、設置後20年が経 ていない。当該施設に係る収支は平成21年 川水流財産組合（登記名義は2名持ち）で ． ． 
センター 過し利用状況も変わり、近年ではもっぱら川 度は約2千円の赤字であり、いずれも赤字 ある。対応としては、地元の川水流区をはじ

水流区の集会所として利用していることか 分を川水流区の会計で補填している状況で め北方町中部地区の各区や関係各課とも
ら、区で修繕をするなど実質的な維持管理 ある。 調整を図りながら、最終的には施設を実質
をしている。また、本来の目的である東部地 的維持管理している川水流区へ譲渡するこ
区の広域的な利用はなくなってきている。 ととしたい。



平成22年度末で指定期聞が終了する施設一覧

所管課 ｜ 施設名 ｜ 指定管理者名

企画課 ｜島野浦島開発総合センター ｜島浦町区

『行民側・男女参両課｜延岡市民協働まちづくりセンター ｜特定非営利活動法人のべおか市民力市場

北老人福祉センター ｜財団法人延岡市高齢者福祉協会

南老人福祉センター ｜財団法人延岡市高齢者福祉協会

延岡市東海デイサービスセンター ｜社会福祉法人三ッ葉会
高齢福祉課｜ 一一一一一一一一 一 ｜ 

延岡市岡富デイサービスセンター ｜財団法人延岡市高齢者福祉協会

延岡市島浦デイサービスセンター ｜社会福祉法人千寿会

延岡市養護老人ホーム ｜社会福祉法人みのり会 i 

緑ケ丘児童館 ｜社会福祉法人緑ケ丘福祉会 ｜ 

こども家庭課｜旭児童館 ｜学校法人純心学園 ｜ 
延岡市母子生活支援施設ファミリーハイツ｜社会福祉法人緑ケ丘福祉会

延岡ライトハウス盲人ホーム ｜財団法人延岡愛盲協会
障がい福祉課卜一一一一一一一一一一一一 一 ｜ 

延岡市点字図書館 ｜財団法人延岡愛盲協会 ｜ 

総合農政課｜延岡市農産加工研修センター ｜延岡市農村婦人研修センター運営協議会

農林畜産課｜延岡市家畜排池物処理センター ｜有限会社延岡地区有機肥料センター

農山村整備課｜黒仁田地区営農飲雑用水供給施設 ｜黒仁田生産組合

商業観光課｜延岡市共同作業場 ｜延岡市共同作業場使用者団体

｜延岡総合文化センター ｜財団法人延岡総合文化センタ一
文化課 卜一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一十一一一

｜延岡市公会堂「野口記念館J ｜財団法人延岡総合文化センタ－ I 

｜浜木綿村 ｜北浦総合産業株式会社
北浦地域振興課｜ I 

．末越レジャーパーク ｜北浦総合産業株式会社 i 
北浦福祉保健課｜北浦町デイサービスセンター ｜社会福祉法人千寿会

三本並生活改善センター ｜板下区

横峰生活改善センター ｜棋峰区

延岡市北方中部地区集落センター ｜川水流区
北方地域振興課｜ 一一l A ← 一 一

延岡市森林総合利用促進施設鹿川キャンプ場｜上鹿川観光組合

延岡市ETOランド速日の峰 ｜財団法人速日の峰振興事業団

延岡市高齢者活動促進施設 ｜板下老人クラブ

延岡市北方健康福祉センター ｜社会福祉法人延岡市社会福祉協議会｜

北方福祉保健課｜延岡市北方デイサービスセンター ｜社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

延岡市曽木デイサービスセンター ｜社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

延岡市農産物直売・食材供給施設 ｜財団法人速日の峰振興事業団 ｜ 

北方農林課｜延岡市農林産物集出荷貯蔵施設 ｜延岡農業協同組合

延岡市下鹿川林業者健康増進用建物 ｜下鹿川区

北方教育課｜延岡市北方南部地区体育館 ｜曽木区

延岡市道の駅北川はゆま

延岡市ホタルの里休暇村
北川地域振興課l

延岡市祝子川温泉美人の湯

延岡市祝子川森林レクリエーション施設

北川農林課｜延岡市北川鏡山牧場

北J11福祉保健課｜延岡市北川老人福祉館

株式会社北川｜はゆま

株式会社北川｜はゆま

有限会社祝子川温泉美人の湯

祝子川財産管理組合

北川町畜産公社

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会
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新規導入用

公の施設の指定管理者制度導入にかかる検討状況【調査票】

担当課名：商業観光課

1 .制度導入を予定している公の施設慨要

施設の名称 延岡市勤労青少年ホーム

所在地 延岡市西階町 1丁目4341番地の1

設置年月日 昭和41年5月

設置目的 中小企業に働く青少年の健全育成と福祉増進に資する

設置根拠条例 延岡市勤労青少年ホーム条例

【構 造】鉄筋コンクリート2階建

施設規模 【延床面積】 721m

【施設内容】ホール、スポーツ室、和室外

施設の管理運営

管理業務の内容 各種講座の開設〈年2回〉

クラブ活動及びグループ活動の指導

管理運営収支 【収入（施設使用料等）〕： 0千円

（平成21年度決算額） 〔支出（管理経費）】 : 3,751千円

現在の管理形態
全て市直営 市直営で一部委託 その他（． ． 

(0で囲む）

(20年度）1,015名
利用状況

(2 1年度） 821名

施設の老朽化や利用者の減少等の理由により、施設の継続について検

現在の問題点 討が必要である。また、指定管理者制度を導入した揚合、各種講座の

課題等 企画運営や法的な点検作業が可能かどうかの判断が必要となる。

なお、施設利用料を徴収していないため、増収にはつながらない。

2.現段階における管理運営方針

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。

什〉募集方法

① 公募 【理由〕〈

②を互参 〔理由〕（相談及び指導業務並びに施設の管理業務を委託している

(2）指定管理者に行わせる業務の範囲、具体的内容

・勤労青少年に苅する相談及び指導並びに施設の管理・点機業務

・各種講座の企画運営、クラブ活動及びグループ活動の指導

(3）利用料金制の有無 （ 育 ・く窒〉〉

(4）指定管理料の予定額 3,500千円 〉

以上



司’

"} 

ct 

平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：企画課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市島野浦島開発総合センター

設置目的 離島における教育文化、産業の振興並びに福祉の向上を図る

現指定管理者名 島浦町区

前回の募集方法
公募〈完全〉 ． 公募（条件制限他〉 ． ｜非公募｜

(0で囲む）
一一一一一一一 ・．

非公募の掲合 －施設の設置目的から、刻果的・刻率的な運営が図られる。

（選定理由） －無償での委託であり、応募団体はないと考えられる。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

施設には区の事務所も併設され、地域コミュニティ活動の拠点としても活用されてお

り、島浦町区を指定管理者とすることで、効果的・効率的に運用されている。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

当該施設は、施設利用料収入によって管理運営されており、？？理委託料は支払わない

こととなっている。修結等が必要な場合は、市の負担を要するが、通常の管理運営に関

しては適正に運用されている。

(3）今後の課題と苅応等

国庫補助を活用して建設された建物であるため用途制限の問題もあるが、今後の施設

維持経狩等を考慮しながら、地元への無償譲渡等の可能性について検討の余地がある白

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1 ）管理運営の方式

ね〉 指定管理者制度を継続｜

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した湯合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限伺き〉

~非公募〈現指定管理者の継続指定〉｜
【理由】〈施設の設置目的や特殊性を考慮すると公募にはそぐわないと考える 〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由〕〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

~ 5年間｜

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 企画課企画調整係渡辺陽二郎

連絡先 〈内線） 2126 （直通） 22-7003 

以上
幅E
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平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当翠名： 高齢福祉課

1 .公の施設現況

施設の名称 南・北老人福祉センター

設置目的 高齢者の生きがいづくり、交流の揚の提供

現指定管理者名 財団法人 延岡市高齢者福祉協会
一

前回の募集方法 公募（完全〉 ． 公募（条件制限付〉 ． 性参
(0で囲む）

一一一一町一一一…………一 一 一 一 一
延岡市高齢者福祉協会は、昭和 63年に非営利の住民参加l型の任意団体と

して発足し、その後、財団法人化された。在宅福祉推進の独自の活動を

非公募の揚合
推進するとともに、配食サービスや介護予防事業等、行政と連携しなが

ら地域福祉の増進に努めている。延岡市における在宅福祉施策推進の強
（選定理由）

化とともに、本市が当該法人へ 3000万円の出資を行っている関係から、

その運営維持を図る必要があるため、公募によることなく当該法人に指

定管理者として選定した

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を倹討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

高齢者の生きがい対策、介護予防への取組みを行い、施設利用者の噌加、利便性の向上

に取り組んでいる。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

施設の老朽化、設備の老朽化により維持管理経費が噌加しているが、計画的な補修と経

常経費の縮減に努めている。

(3）今後の課題と対応等

人件費の見直しを行い、全体経費の縮減を図っている。当該法人への支援のあり方を、

今後とも協議していく必要がある。



〈次項ヘ続く〉

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果（予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを位してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ）管理運営の方式

R指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

（＠~ド公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈当該法人への出資及び本市と連携した福祉行政の推進の面から 〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

③）5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 友清明俊

連絡先 〈内線〉 2502 〈直通〉

以上

司「

c 
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平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 高齢福祉課

1 .公の施設現況

施設の名称 東海ディサービスセンター

65歳以上の者で身体上又は精神上障害があるだめ、日常生活に支

設置目的 障があり介護保険法の規定する通所介護等を利用することが著し

く困難な者に対してディサービスを提供する。

現指定管理者名 社会福祉法人 ツ葉会

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限｛寸〉 ． 要会葬
(0で囲む）

当該法人は、特別養護老人ホーム、居宅支援事業所、ケアハウス等を運

非公募の揚合
営し、東海ディサービスセンターと一体となって、東海地域における高

齢者福祉サービス提・供の拠点となっている。また、これまで施設の維持
（選定理由）

管理及び補修は、当該法人が行ってきているなどの状況を総合的に判断

し、公募によることなく指定管理者として選定した。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

当該法人は、特別養護老人ホーム、居宅支援事業所、ケアハウス等を同一の敷地内で運

営しており、当該ディサービスを含めて総合的な福祉サービスを提供している。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

介護報酬が指定管理料とされていることから、行政負担は発生していなし、。

(3）今後の課題と苅応等

今後、施設の老朽化に伴う大規模改修を考慮すると、民間譲渡による運営を検討する必

要がある。



〈次項ヘ続く〉

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを位してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1）管理運営の方式 竺

②〉指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限｛寸き〉

f③ 1非公募（現指定管理者の継続指定）

.....＿＿......【理由〕（当該法人の他の施設と一体となり福祉サービスの提供が行われていること

から〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由〕〈

(3) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

f② 15年間

マヨアその他（ 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 友清明俊

連絡先 〈内線） 2502 （直通〉

以上

s: 



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 高齢福祉課

1 .公の施設現況

施設の名称 岡富ディサービスセンター

65歳以上の者で身体上又は精神上障害があるため、日常生活に支

設置目的 障があり介護保険法の規定する通所介護等を利用することが著し

く困難な者に対してディサービスを提供する。

現指定管理者名 財団法人 延岡市高齢者福祉協会
一

前回の募集方法 公募（完全〉 ． 公募〈条件制限付〉 ． 匂今
(Qで囲む）

十・－’”一”’””ー

延岡市高齢者福祉協会は、昭和 63年に非営利の住民参加型の任意団体と

して発足し、その後、財団法人化された。在宅福祉推進の独自の活動を

非公募の揚合 推進するとともに、訪問介護、居宅介護支援事業等を一体的に行い岡富

（選定理由） 地域の拠点となっている。また当該法人へは本市が 3000万円を出資して

いること、これまでの施設の維持管理、補修を当該法人が実施している

などから、総合的に判断し当該法人を指定管理者として選定した。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

当該法人は、訪問介護、居宅支援事業所、包括支援センタ一等を同ーの敷地内で運営し、

総合的な福祉サービスを提供している。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

介護報酬が指定管理料とされていることから、行政負担は発生していない。

(3）今後の課題と苅応等

今後、施設の老朽化に伴う大規模改修等を考慮すると、譲渡を含めた運営の転換を検討

する必要がある。



〈次項ヘ続く〉

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

③〉指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

f⑤Vド公募（現指定管理者の継続指定）

【理由〕（当該法人への出資及び本市と連携した福祉行政の推進の面から 〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

③）5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 友清明俊

連絡先 〈内線〉 2502 （直通〉

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 高齢福祉課

1 .公の施設現況

施設の名称 島浦ディサービスセンター

65歳以上の者で身体上又は精神上障害があるため、日常生活に支

設置目的 障があり介護保険法の規定する通所介護等を利用することが蓄し

く困難な者に対してディサービスを提供する。

現指定管理者名 社会福祉法人千寿会

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募（条件制限付〉 ． 美谷萎
(0で囲む）

一 一一一一一 一一
当該法人は、特別養護老人ホーム、居宅介護支援事業所を運営し、北浦

非公募の揚合 地域における高齢者福祉サービスの中心的な存在となっている。島浦と

（選定理由） いう特殊事情及び当該法人のこれまでの実績等を総合的に判断し、公募

によることなく指定管理者として選定した。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

多くが当該法人の居宅介護支援事業所を通じた利用となっており、これまでの地区内の

なじみの関係から、良好なサービス提供が行われている。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

介護報酬が指定管理料とされていることから、特段の支出発生していない。

(3）今後の課題と対応等

今後、施設の老朽化に伴う大規模改修を考慮すると、民間譲渡による運営を検討する必

要がある。



〈次項ヘ続く〉

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で司能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ）管理運営の方式

⑤指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募（条件・制限｛寸き〉

~ド公募〈現指定管理者の継続指定）
【理由】〈これまでの運営状況、離島というに特殊事情による。

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

iD 3年間

人②ノ 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏 名 友清明俊

連絡先 （内線〉 2502 （直通〉

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：総合農政課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市農産加工研修センター

設置目的
農産物の加工に関する技術習得や学習のための研修を行い、市民へ

の農産加工への理解と興味を深め、食に対する理解を促進する。

現指定管理者名 延岡市農産加工研修センター運営協議会

前回の募集方法 公募（完全〉 ． 公募〈条件制限付〉 ． ぞ空ち
(0で囲む）

市と ］Aの協力にて設立された経緯があり、施設は ］Aの敷地内に建

非公募の揚合
設されている。管理者兼指導員には技術、知識ともに豊富な JA職員が

配属されており、またその人件費の一部を ］Aが負担している。これら
（選定理由）

のことから非公募とした。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうレた評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

農業関係者だけではなく広く一般市民に利用されるようになり、その利用者数も糟加

傾向にある。地元材料を使用した農産加工品作りを通して、農産加工品に対する知識と

技術を伝えることができ、食に関する理解も深めることができた。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

対象者を男性に拡大するなど、管理者の運営努力がみられ、利用料も増加している。

(3）今後の課題と苅応等

施設の老朽化に伴う維持管理経費、修繕費等の噌加が考えられる。



〈次項ヘ続く〉

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1 ）管理運営の方式

⑨指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

( 2) ( 1 ）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限付き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈施設が老朽化していることから維持管理費、修繕費が見込まれるため、また

人件費の増加が考えられることから現状維持が望ましい〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 甲斐亮子

連絡先 〈内線） 78612 〈直通） 22-7073 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：農林畜産課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市家畜排せつ物処理センター

延岡地区の家畜排せっ物を主とした有機性資源、を収集し肥料化する

設置目的
ことにより、畜産公害をなくし農家が畜産経営に専念、できる環境を整

備しながら、併せて生産される堆肥施用による土づくりを進め耕種農

家の経営に寄与することを目的とする。

現指定管理者名 （槻延岡地区有機肥料センター

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募〈条件制限付〉 く会公募〉． ． 

(0で囲む）

延岡市家畜排せっ物処理センターは、平成 7年の建設以来、隣接する

側延岡地区有機肥料センターとの一体的運営により、地域畜産農家か

非公募の揚合
らの家畜排せっ物のスムーズな受入れと、製品である有機肥料の品質

向上を図ることで流通・販売を促進し、資源循環型農業の推進を図つ
（選定理由）

ている。単独で運営した場合、良質な有機肥料の生産が困難となり流

通が討！？ることが予想され、受入も出来なくなるため非公募とし、附延

｜同地区有機肥料センターに選定。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面）

制度導入以前は、委託契約により附延岡地区有機肥料センターに管理委託していた。

導入後も地域畜産般家から排出される家畜排せっ物の処理のほか、鮮魚店・魚市場・漁

協などの魚残さ、焼酎粕、学校給食残さや大型小売店の食品残さなど、有機性資源、の肥

料化処理を行なうことで、畜産業の他、地域産業、市民生活に寄与している。生産され

る有機肥料については、来！？種農家の土づくりに貢献し、安全・安心な農産物の生産に役

立つと考える。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

畜産成家の経営は厳しいため、畜産農家からの家畜排せつ物の処理料金を上げること

は難しく、製品である有機肥料は、安価な地域外の堆肥販売業者との価格競争により生

産コストを販売価格に転嫁出来ない状況にある。よって経営は厳しく、市からの指定管

理料により辛うじて収支を合わせている。



(3）今後の課題と対応等

施設設備が 20年を経過し、大規模な改修と機能強化が必要であり、 23年度に計画中

である。今後は汚泥の新規受入れや生ごみの受入れ拡大を行うなど、経営内容の見直し

により経営改善を図る。

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを付してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で司能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

⑥指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すjこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限｛寸き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】 〈現況と同理由による。

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 田中芳典

連絡先 （内線） 78625 〈直通） 22-7018 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：商業観光課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市共同作業揚

設置目的 地域住民の生活向上

現指定管理者名 延岡市共同作業揚使用者団体

前回の募集方法 公募〈完全） ． 公募〈条件制限付〉 ． 〈ミド公募〉

(0で囲む）

非公募の湯合 同和地区住民の生活安全のため設置された施設であり（旧条例）、従

（選定理由） 来より管理者を地区に指定していた経緯から非公募としている。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

現在も地域住民の倉庫等として利用されており、制度導入前と利用状況やサービス面で

は変わっていない。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

使用料収入は無し、指定管理者への委託費実績無し。電気料（約 12～1 3万円／年間）

と消防設備点検（約 6千円／年間）を市費より支出している。

(3）今後の課題と苅応等

施設設置の目的が特殊であることから、引き続き「延岡市共同作業場使用者団体Jと指

定管理契約を結んでし、く。また、指定管理料（委託費）についても無しとする。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを伺してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1 ）管理運営の方式

⑥指定管理者制度を継続

⑨直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募（条件・制限位き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈施設の性質上

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由〕（

(3) (1）で①と回答した掲合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】（

4.調査票回答者

氏名 j司野 （｜多

連絡先 〈内線） 75102 （直通） 34-7833 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：文化課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡総合文化センター j延岡市公会堂「野口記怠館」

設置目的 芸術及び文化の向上を図るだめ。 ！教養及び文化の向上を図るため。

現指定管理者名 財団法人 延岡総合文化センター

前回の募集方法

(0で囲む） 公募（完全） 公募（条件制限付） 雇20年通聞に
非公募の揚合 財団が県北 15市町村（当時〉により設置されたこと、

（選定理由） わだる管理運営のノウハウを持っている」と等を勘案

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

利用状況面については、既に制度導入前から相当の期間、運営に携わってきており、

その問も最大限に集客等について努力してきているので、大きな変化は見られない。

自主文化事業の数については、若干増加している。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

収支状況面についても、上記と同様、大きな変化は認められないが、直近の平成

2 1年度については、収支差額（黒字幅）の向上が認められる。

(3）今後の課題と苅応等

施設の安全管理面では、更に日常の点検の徹底や設備の更新を進め、事故を起こさな

い体制を堅固なものにしてし、く。また、収支面では、市民ニーズの把握とともに、集客

努力にマンネリ化を招かないよう更なる工夫や努力を推進し、サービスの質や111:の維持

に努め、収益を上げるための経営努力を継続してし、く。また、行政側の文化振興に関す

る考え方を軸に地域と密着した事業を継続し、市民文化の向上に努める。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は4原則公募制への移行を目指すjこととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

②公募〈条件・制限付き〉

3 非公募（現指定管理者の継続指定）

【理由】 〈財団が県北 15市町村〈当時：現9市町村〉により設置されたこと、

また、開館以来25年にわたる管理運営のノウハウを持っていること、そして、ク

リエイティブな活動をすべき公立文化施設は、その特殊性から市場原理による競争

やコスト削減になじます、公募することは、今までに地域と密着して行われてきた

事業の継続や企画運営に著しい支障が生じるから。 〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏 名 文化課 伊 東 優

連絡先 （内線） 3720 〈直通） 22-7047 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北浦・地域振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 浜木綿村

優れた自然環境や景観等を活用した、家族ぐるみで楽しめる健全なレクリ工ー

設置目的 ションの揚を確保し、ちって市民の健康及び福祉の増進を図るとともに、過疎地
域における就業の揚の創出・確保するため。

現指定管理者名 北浦総合産業株式会社

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募（条件制限付〉 をきり． ． 

(0で囲む）

非公募の揚合
現指定管理者が、浜木綿柑及び末越レジャーパークの運営管理することを目的

に設立された法人であるということと、これまでの当法人の実績等を者膚したと

（選定理由） き、当法人を指定管理者として指定することで、当該施設の効果的かつ効率的な
管理運営がより期待できるちのと総合的に判断されたため。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

利用者叡は、ここ叡年横ばい状態であり、事業別でも変化はなく、 75%が売店及びレストランの利

用によるものである。年間では、夏季の利用が多く、冬季が閑敏期となる傾向にあり、 6～8月の利

用者が年間の約3分の1を占めている。

利用者のほとんどは地域外からの観光客と者えられ、集客のだめの各種のイベント〈こいのぼりフ

工ス夕、伊勢えび海道、カンパチ・ひむか本さぱフェア、フルーツーリズム等〉の開催等を行うなど、

多様なサービスを総合的に提供しているの

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

運営費における人件費を施設の利用料、売店、レストラン等の売り上げにより賄うように、まだ、

従業員の雇用条件の改善等を行うなど、当法人の設立目的の 1つでもある「就業の揚の創出・確保」

に対する企業努力を続けている。

平成 20年度は 1.343.303円の赤字であったが、平成 21年度は 383.135円の純利益を上げて

いる。

(3）今後の課題と苅応等

これまでち、地域経済の活性化等には貢献しているが、施設全体の収益性を向上させるためには、

夏季を除く期間の利用者・稼働率の増加を如何に図るかが課題であり、今後は、高速道路開通を見通

した集客を増やすため、多様化する観光客のニーズに即応できる民間手法による総合的なサービスの

提供が1必要である。

まだ、老朽化する施設の維持管理が負担増にならないよう、計画的な設備投資をするl必要である。



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない場合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）.－告理運営の方式

l① i指定管理者制度を継続

③ノ直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した湯合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

②、公募〈条件・制限付き〉

＠排公募〈現指定管理者の継続指定〉

＼ノ【理由】〈現指定管理者は、浜木綿柑及び末越レジャーパークの運営管理することを目的に設立され

た法人であるということ。また、浜木綿村が、本市の観光と物産の拠点として、市内はもとより、市

外にも高い知名度と評価を得続けられているのは、現指定管理者が浜木綿柑の整備された目的と経緯

を勲知しながら、各施設を効率的に活用し、特産品販売、レストラン、各種イベントの開催等、多様

なサービスを総合的に提供してきた実績によるものが大きいことから、現指定管理者を引き続き指定

管理者として指定することが、当該施設の刻果的かつ効率的な管理運営が今後ち期待できるだめ。〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈 〉

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

＠、 3年間

l②）5年間

⑧ノその他〈 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 商工観光係 神崎誠一郎

連絡先 〈内線） 73124 （直通） 0982-45-4238 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北浦・地域振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 末越レジャーパーク

快適な森林空間のなかで、家族ぐるみで余暇活動を楽しみ、もって市民の健康
設置目的 及び福祉のi自進を図るとともに、過疎地域における就業の揚の創出・確保するた

め

現指定管理者名 北浦総合産業株式会社

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募（条件制限付〉 宅雪D． ． 

(0で囲む）

現指定管理者が、浜木綿柑及び末越レジャーパークの運営管理することを目的
非公募の揚合 に設立された法人であるということと、これまでの当法人の実績等を考慮しだと

（選定理由） き、当法人を指定管理者として指定することで、当該施設の効果的かつ効率的な
管理運営がより期待できるちのと総合的に判断されただめ。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうしだ評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

ゴルフ練習揚を中山とした施設であるため、利用者は限定されていること、近郊地域以外の遠方か

らの集客を望むことは難しい施設であることは否めない。平成20年度は、防護ネットの補修工事に

より約半年間の休業を余儀なくされ、利用者数ち半減したものの、平成21年度は周年を通して営業

することができこともあり利用者毅も回復した。また、現指定管理者の努力等により利用者数も徐々

にではあるが増加はしている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

運営費である人件費については、利用料（売り上げ）から賄えており、純然たる施設の維持管理費

である指定管理料を含めると黒字であり、浜木綿柑とともに運営管理する現指定管理者の利益増につ

なげている。

(3）今後の課題と苅応等

利用者が周辺地域に限られており、現在のように景気の悪いときに新たな利用者を急激に増やすこ

とは難しいが、地域の潜在的な利用者の確保、現在の利用者の維持、利用回数・客単価の増加を如何

に図るかが課題であり、そのためにも、民間手法によるサービスの向上、イベン卜等を積極的な展開

は必要不可欠である。

また、老朽化する施設の維持管理が負担i曽にならないよう、計画的な設備投資をする必要である。



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを伺してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、．現時点で司能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ｝－管理運営の方式

｛①｝指定管理者制度を継続

⑧ノ直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

②、公募〈条件・制限付き〉

＠排公募〈現指定管理者の継続指定〉

＇－／【理由】〈現指定管理者は、末越レジャーパーク及び浜木綿柑の運営管理することを目的に設立され

た法人であるということ。また、末越レジャーパークが、快適な森林空間のなかで、家族ぐるみで余

暇活動を楽しみ、もって市民の健康及び福祉の摺進を図るとともに、過疎地域における就業の揚の創

出・確保するという設置目的を考慮したとき、現指定管理者を引き続き指定管理者として指定するこ

とが、当該施設の刻果的かつ刻率的な管理運営と、設置目的の達成が期待できるため。〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈 〉

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

＠、 3年間

(R )5年間

⑨ノその他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 商工観光係 神崎誠一郎

連絡先 （内線） 73124 （直通） 0982-45-4238 

以上



． ． 

平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

北浦町総合支所

担当課名： 福祉保健課

1 .公の施設現況

施設の名称 北浦町デイサービスセンター

設置目的 自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援

現指定管理者名 社会福祉法人千寿園

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限｛寸〉 ． 
ぞろ(0で囲む）

非公募の揚合 特老とデイサービスが一体と」なっており区分する事が不可能であ

（選定理由） る。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

平成 19年から年間 4' 5 0 0名前後を推移しており、年始の 3日以外は

開館しており、住民ニーズに添った利用状況と考える。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

施設の管理運営に掛かる費用は、介護報酬で賄われており

行政面での負担はない。

(3）今後の課題と対応等

市内にデイサービス事業所は複数あり、了！？が対応することは？！れ、

状態である。ただし、施設は国県の補助で建設した施設であるため

譲渡等を行うには、検討が必要である。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

〈 みe理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

~直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

／②＼：公募（条件・制限伯き〉

（③俳公募（現指定管理者の継続指定〉

＼ーノ【理由】〈特老とデイサービスが一体になっており区分する事が不可能 〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

~3年間

（②） 5年間

＼③／その他（ 年間〉

【理由】（

4.調査票回答者

氏名 戸高善明

連絡先 〈内線） 73135 （直通） 45-4234 

以上



． 
－ 

平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方地域娠興課

1 .公の施設現況

施設の名称 鹿川キャンプ揚

設置目的 森林総合利用施設

現指定管理者名
鹿川観光組合

組合長岡田克美

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限付〉 －く非公主〉

(0で囲む）
一一一一

非公募の揚合
地域性を考慮し、地元観光組合を選定している。

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年闘を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情裂や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

c 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

鹿川｜キャンプ場は、青少年の宿泊体験、また、家族やグ、ループでの憩いの場としての

施設を備えている。以前は 50 0人程度の利用者数であったが、施設のリニューアルと

指定管理者の管理努力もあり、この 2年間は 80 0人を超える大幅な利用者増・収入増

に繋がった。

鹿川｜観光組合員が施設内の維持管理等を行うことで、観光客の二一ズに答えることが出

来ている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

平成 20年度から指定管理料 1, 4 2 9千円と利用料金（平成 21年度 1' 1 0 0千円）

で運営している。

指定管理者は、施設内の補修等を年次計画で行っているため、現在の指定管理料が妥当

と思われる。

(3）今後の課題と苅応等

今後も、地元観光組合がキャンプ場の指定管理者として運営・管理を行うことで、地区

民の連帯、粋の強化に繋がり、特色ある自然環境を活かした観光や伝統文化の伝承等地

域の活性化にも大きく寄与するものと考えられる。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

その他〈廃止・譲渡〉

c 2) c 1 ）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

／＆公募（条件・制限付き〉

（③排公募〈現指定管理者の継続指定〉

＼ーノ【理由〕〈 地域性を考慮し、地元観光組合の管理が望ましい

④ 非公募〈新だな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

~3年間

（②） 5年間

＂＠＂＇その他（ 年間〉

【理由】〈現在5年を迎え経営努力を続けているので、今後5年間の効果を期待する。 〉

4.調査票回答者

氏名 佐藤亮子

連絡先 （内線） 72111 〈直通） 47-3600 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方地域振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 ETOランド速日の峰

設置目的 市民の健康と福祉の増進を図る

ETOランド速日の峰

現指定管理者名 （財）速日の峰娠興事業団

理事長 松 本 宣 伴

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募（条件制限付〉 ． 廼きD
(0で囲む）

非公募の揚合
施訟を有劾的に活用するため、人工芝スキー等を行程に取り込んだ児童生徒の宿泊体験な

どの公益事業を実施しているが、施湿の運営管理には索道筏術者の必要など特殊妓術を必
（選定理由）

要とし、それらの資倍は財団職員が有している。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情第や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

ETOランド速日の峰は、九州ーの規模の「人工芝スキー場Jをはじめ、「バンガローJ等を、

効果的に活用した宿泊体験イベントなど公益性の高い事業を中心に運営がなされ、入園

料無料化により、利用者に聞かれた憩いの場としてサービス向上を図っている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

入国料の無料化に伴い集客力を高めるとともに、運営経理費の徹底した見直しにより指

定管理料の削減に努めている。今後も経営改善を促進し経費の削減に努める。

(3）今後の課題と苅応等

（課題）平成 7年度のIJHI剖以来、施設全体の老朽化が進んでおり、計画的な補修等が必

要である。特に人工芝スキー場の人工芝については、平成 21年度一部張替え

を行ったが、利用者の事故防止のため今後も補修が必要となる。

（対応）入［~＼i無料化に伴う入同者摘を収入増結びつけると共に、今後も経営改善に努め

る。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運曽方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを惜してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で司能性のある項目に幅広にOを惜してください。

〈与右理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

＼②／直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡）

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

~公募〈条件・制限付き〉

（③）非公募（現指定管理者の継続指定）

＼ーノ【理由〕〈運嘗上、索道技術者が必要となるが、財団法人の職員が資格を有しているため。〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の指定期間

~3年間

（②） 5年間

＼③ノその他〈 年間〉

【理由】〈 現在5年目を迎え、経営努力の途中でもあり今後ち継続で指定したい。 〉

4.調査票回答者

氏名 佐藤 亮 子

連絡先 〈内線） 72111 〈直通） 47-3600 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方福祉保健課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市北方健康福祉センター

設置目的 地域住民の福祉の向上及び健康の鎗進

現指定管理者名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限｛寸〉 ． 公募＼
」ノ

(0で囲む）
一一一

非公募の揚合 社会福祉協議会を主体とした地域の福祉活動の拠点となる施設で

（選定理由） あるため

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

福祉センターの利用は主に会議室や調理室の借用であるため、利用状況については制度導入

前と比べ変化はないものと考えられる。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

この施設の収入は会議室等の使用料であるが、使用料免除となる行政の借用が主であり、

収入となる民間の使用料は年間 4万円程度となっている。支出面では人件費を除く光熱費

などの管理費として年間 20 0万円程度の経費を支出している。

そのため、突発的な高額の修繕等については別途予算となっている。

(3）今後の課題と苅応等

この施設は建設当初から社会福祉協議会の事務所として使用していると共に、北方地域包

括支援センタ一、北方指定居宅介護支援事業所、ボランティアセンター北方支所、共同募

金会北方分室の事務所も兼ねてお．り、北方地域の福祉活動の拠点施設として管理されてき

たところである。

今後もこうした施設の管理状況から当該法人を指定管理者として継続して使用させる事が

望ましいと考える。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを惜してください。現在、横討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ）管理運営の方式

旨定管理者制度を~＇~＇＇＇
② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

c 2) c 1 ）で①と回答した場合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すjこととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

ー公募〈現指定管理者の継続恒疋

【理由〕〈この施設は平成6年から社会福祉協議会に管理運営を委託してきた。この

間、北方地域の福祉活動の拠点施設として社会福祉団体の会議や健康診断、

生涯学習講座等の開催場所として利用されてきた。今では北方地域包括支

援センタ一、北方指定居宅介護支援事業所、ボランティアセンター北方支

所、共同募金会北方分室の事務所としても使用されていることから、今後

も現法人を指定管理者として選定する事が望ましいと考える。〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

短時喧〉
③ その他（ 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 北方福祉保健課 鬼塚重敏

連絡先 （内線） 72131 （直通） 47-3602 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方福祉保健課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市北方デイサービスセンター

設置目的 在宅介護を受ける高齢者の日々の生活の充実や身体機能の維持

現指定管理者名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

前回の募集方法 公募（完全〉 ． 公募〈条件制限伺〉 ． 経望む
(0で囲む）

岨岡田町H・H・...回目山田町四四阿山町田H・H・·~·.. ・H・........・H・－・園山町田・町田町田山 ·－・H・…………・………・…………...……一一一…一一一一一一一一一”··－－－・H・...…一一一一一一，~·····－··’一…一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一

非公募の揚合 平成6年から社会福祉協議会に業務委託しており、それまでの管理

（選定理由） 状況、運営実績等を踏まえ現管理者を指定管理者とした。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

指定管理者制度移行前から現管理者が運営しておりデイサービスセンターとしての利用

状況は制度導入前と比べ変化はないものと考えられる。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

(3）今後の課題と対応等

今後も在宅介護を受ける高齢者の日々の生活の充実や身体機能の維持を目的にデイサー

ビス施設として継続して使用していく事が望ましいと考える。

ただ、施設や機器の老朽化に伴う改築や修繕等の費用負担について検討する事が必要だと

考える。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ）管理運営の方式

旨定管理者制度’ι市医師

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限付き〉

二一公募（現指定管理者の恒例f日

【理由〕〈この施設は平成6年から社会福祉協議会に管理運営を委託してきた。この

間、施設利用者との信頼関係の構築、一貫したサービス方針などで良好な

施設運営が行われてきた。また施設の補修も法人が実施してきたことなど、

これまでの運営実績を踏まえ今後ち現法人を指定管理者として選定する事

が望ましいと考える。〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

短 5年璽〉
③ その他〈 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 北方福祉保健課 鬼塚重敏

連絡先 （内線） 72131 （直通） 47-3602 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方福祉保健課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市曽木デイサービスセンター

設置目的 在宅介護を受ける高齢者の日々の生活の充実や身体機能の維持

現指定管理者名 社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募（条件制限位〉 ． 公募つ

(0で囲む）
守一 一一一一 一一… 一一

平成6年から北方デイサービスを社会福祉協議会に業務委託して

非公募の揚合 おり、平成14年から曽木デイサービスを新たに追加した。指定管

（選定理由） 理者については、それまでの両施設の管理状況、運営実績等を踏ま

え現管理者を引き続き指定管理者とした。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

c 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

指定管理者制度移行前から現管理者が運営しておりデイサービスセンターとしての利用

状況は制度導入前と比べ変化はないものと考えられる。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

(3）今後の課題と対応等

今後も在宅介護を受ける高齢者の日々の生活の充実や身体機能の維持を目的にデイサー

ビス施設として継続して使用していく事が望ましいと考える。

ただ、施設や機器の老朽化に伴う改築や修繕等の狩用負担について検討する事が必要だ

と考える

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、横討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

c 1 ）管理運営の方式

旨定管理者制度古市医師

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募（条件・制限｛寸き〉

公募（現指定管理者の継続f日

【理由】（この施設は平成14年から社会福祉協議会に管理運営を委託してきた。こ

の間、施設利用者との信頼関係の構築、一貫したサービス方針などで良好

な施設運営が行われてきた。また施設の補修も法人が実施してきだことな

ど、これまでの運営実績を踏まえ今後ち現法人を指定管理者として選定す

る事が望ましいと考える。〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

使 5年 間〉

③ その他〈 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 北方福祉保健課 鬼塚重敏

連絡先 〈内線） 72131 （直通） 47-3602 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方町総合支所農林課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市下鹿川林業者健康増進施設

設置目的
地域林業の活性化並びに林業従事者の健康増進及び定住の促進を図

る。

現指定管理者名 下鹿川区区長

前回の募集方法 公募（完全〉 ． 公募〈条件制限借〉 ． ~云事う
(0で囲む）

一一一一一目

非公募の揚合 施設の利用については地域性があり、地域の市民団体が管理をし

（選定理由） たほうが円滑な運営が図られる。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうしだ評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

昨年度の利用者数は、延 65 0人超と地域のスポーツ愛好者を中心に利用し、健康増

進が図られている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

施設使用料金と指定管理料 27 3千円で運営されている。支出については主に光熱水

費と浄化槽の維持費及び床ワックス購入費等であり収支状況はフィフティである。

行政コスト面としても現在の委託料で妥当であると思われる。

(3）今後の課題と対応等

施設は、旧下鹿J11小学校の体育館として建設されたものであるが、今後は校舎を含め

維持管理については、総合的な跡地利用の検討が必要である。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1 ）管理運営の方式

⑥指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した湯合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

⑨非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】（本施設の利用者がその地域に限定されることから円滑な運営が図られるた

め〉

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】（

4.調査票回答者

氏 名 甲斐喜代志

連絡先 （内線） 72221 〈直通） 47-3609 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方町総合支所農林課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市高齢者活動促進施設

設置目的 施設の利用により、地域における住民の生活．の改善を図る。

現指定管理者名 板下老人クラブ

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募（条件制限｛寸〉 Gill警〉． ． 

(0で囲む）
一一一一一…ー一一一一一”…一 町一一一一一一一一”一

非公募の揚合 施設は地域性があり、施設の運営上地区の高齢者組織に依頼するこ

（選定理由） とが円滑な運営ができるため

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することもl必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

延岡市板下区を中心に曽木川｜流域の高齢者が施設を利用し、ゲートボールを通じて

健康場進と交流の場として使用されている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

1回 10 0円／人で徴収した使用料と市が支払う 37' 0 0 0円の委託料で施設管理

をお願いしている。

行政コスト而では、委託料は少なめであると思う。

(3）今後の課題と苅応等

管理経費は水道料金（基本料）と浄化槽清掃料であるが、年rm3 1千円と施設使用料

だけでは、除草作業賃金は支払われておらず、管理運営は厳しい状態であるため委託料

の摺額が必要と思われる。また、同地区の高齢者クラブは会員の減少により存続が危ぶ

まれているため、後継管理者は板下区長と結ぶことが好ましいと思われる。
1 

/ （次項ヘ続く〉
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3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1 ）管理運営の方式

⑨指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

( 2) ( 1 ）で①と回答した渇合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限伺き〉

③非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由】（

⑨非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由〕〈高齢者クラブから行政区区長（市政連絡員〉への変更

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

((g)) 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏 名 甲斐喜代志

連絡先 （内線） 72221 （直通） 47-3609 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 北川 地域振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 祝子川｜温泉美人の湯

設置目的 温泉供給、震林産物の販売、観光案内

現指定管理者名 有限会社 祝子川｜温泉美人の湯

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募（条件制限付〉 任さむ． ． 

(Qで囲む）
随一一一 司…一一一一

非公募の揚合
第 セクターの設立目的、雇用者の継続雇用等を考慮したため

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情裂や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

会社経営の為の施設運営という意識が高まり、利用者への各種サービスが向上し利用

客増につながっているものと恩われる。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

制度導入により、利用客の少ない時間の有効利用やイベントの開催などによりコスト

削減の努力を続けている。

(3）今後の課題と対応等

市内唯一の温泉施設であり、過疎高齢化の著しい当地域のコミュニティを形成する中

核施設でもあり、地域の住民が出資し設立した法人であるため、今後も利用客哨を図り

ながら事業を継続していきたい。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1 ）管理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

窃直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限｛寸き〉

（③）非公募（現指定管理者の継続指定〉

一 【理由】（ 地域住民が出資し設立しだ法人であり、過疎高齢化が進む当該地域の振

興に不可欠であるため 〉

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由〕〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

③ 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 池田 （｜多

連絡先 （内線） 74-315 （直通） 46-5010

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 農林課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市北川鏡山牧揚

設置目的
鏡山牧揚の管理運営、施設、附属設備及び物昆の維持管理、牧場の

利用の制限等に関する業務

現指定管理者名 社団法人北川町畜産公社

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募〈条件制限伺〉 0非公募． ． 

(0で囲む）

非公募の揚合 現在の北川町畜産公社が公益法人として管理運営を行っている。又、

（選定理由） その他の者からの参入希望がない。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営Jを継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

鏡山の施設で牧場用施設については、研修や研究の場として受入ている。平成 21年

度は宮崎大学の学生 3名を受け入れた。

また、観光地でもある鏡山は、平日の来訪者は年々減少しているものの、来訪者用施

設（トイレ等）の管理は必要であるため、維持管理を行っている。

(2）収支状況面〈行政コスト面）

平成 20・21年度は単年度で黒字であった。

(3）今後の課題と苅応等

水道施設等の老朽化が進んでいる。今後、施設の改修費用が必要となる。



〈次項ヘ続く〉

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1 ）管理運営の方式

0① 指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針はi「g回目以降の選定はミJ原則公募制への移行を目指すJ］こととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

0③ 非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由〕〈 繁殖牛の放牧を主とした牧場と、景観を利用し観光地のため公募者がい

ない 〉

④ 非公募〈新だな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

O② 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 北川町総合支所震林課

横山吉弥

連絡先 〈内線） 74420 （直通） 40-501 5 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北川町総合支所福祉保健課

1 .公の施設現況

施設の名称 北川老人福祉館

設置目的 高齢者の教養の向上、生きがい活動の推進、その他高齢者の福祉の推進

現指定管理者名 延岡市社会福祉協議会

前回の募集方法 ＼ 
公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限伺〉 ． 非公募／(0で囲む）

非公募の揚合 当施設は、建設時より北川町社会福祉協議会に管理委託し、施設の

（選定理由） 一部は、北川町社会福祉協議会の事務所として使用されていたため

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、．社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

－使用許可が迅速に行われること

・利用料金の納入事務が簡素化されること

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

－経費面の効果は特にない

(3）今後の課題と苅応等

－特になし

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1 ）管理運営の方式

＠指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した煽合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限伺き〉

~ド公募（現指定管理者の継続指定〉
【理由〕（当施設の一部は、延岡社協北川支所の事務所及び北川地域包括支援センターの事

務所として使用されでいるため）

④ 非公募〈新だな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

@5年間

③ その他〈 年間〉

〔理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 ｜北川町総合支所福祉保健課長米目安壮

連絡先 〈内線） 74211 〈直通） 46-5013 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：こども家庭課

1 .公の施設現況

施設の名称 緑ヶE児童館

設置目的
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かに

するため

現指定管理者名 社会福祉法人緑ヶE児童館

前回の募集方法 公募（完全〉 ． ⑮〈条件制限｛寸〉 ． 非公募

(0で囲む）
一

非公募の揚合

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年闘を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われだかを総
括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

c 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

緑ケ丘小学校などから多数の児童を受け入れているだけではなく、地域活動クラブの活

動の支援なども行い、地域の子育て支援に貢献している。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

児童館の運営補助を行っているが、それ以外の市からの補助はなく、直営に比べ人件費

等の削減が図られている。

(3）今後の課題と対応等

当施設は昭和 45年に建設されたもので、耐震改修促進法の対象建築物となっており、

耐反改修の努力義務が課せられているが、公設民営の施設には、耐反診断及び耐震補強、

改修工事について、県の補助制度がない。そのため、定住自立圏構想などによる補助制

度などの活用も視野にいれながら施設補修を検討している。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1 ）管理運営の方式

。指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

⑨公募〈条件・制限付き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由〕（

(3) ( 1）で①と回答しだ渇合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他〈 年間）

【理由〕〈 サービスの安定性及び継続性の確保のため

4.調査票回答者

氏名 ー浦健

連絡先 〈内線） 2528 （直通） 22-7017

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運曽にかかる検討状況【調査票】

担当課名：こども家庭課ゾ

1 .公の施設現況

施設の名称 旭児童館

地域や学校、幼稚園、福祉施設等と連携レ、健全な遊びを通しての

設置目的 児童の集団的及び個別指導を行い、放課後児童クラブ、地域活動ク

ラブ等の育成、朗成を行う。

現指定管理者名 学校法人純I~＼学園

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． ⑮〈条件制限｛寸〉 ． 非公募

(0で囲む）
ド働”・・－・－－－ー・回目制e目白””信網－－－”“信“・”““・“”““ー・目甲山 － 一一一一一 一

非公募の揚合

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営Jに

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

隣接する旭小学校などから多数の児童を受け入れているだけではなく、放課後児童クラ

ブの実施や地域活動クラブの活動の支援なども行い、地域の子育て支援に貢献している。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

児童館の運営補助を行っているが、それ以外の市からの補助はなく、直営に比べ人件費

等の削減が図られている。

(3）今後の課題と対応等

放課後児童クラブの利用者には利用料を月 4000円徴収していることから、放課後児童

クラブの利用者と児童館のみの利用者の仕分けで苦慮しているため、児童館が独自に基

準を設け、不平等が生じないように対応している。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

② 直曽に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

（②）公募〈条件・制限伺き〉

③非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由】（

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由〕〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

（②） 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由〕〈 サービスの安定性及び継続性の確保のため

4.調査票回答者

氏名 前山昌俊

連絡先 （内線〉 2528 〈直通） 22-7017

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： こども家庭課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市母子生活支援施設 ファミリーハイツ

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者

設置目的 の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、

」れらの者の自立の促進のためにその生活を支援する。

現指定管理者名 社会福祉法人緑ヶE福祉会

前回の募集方法 公募（完全〉 ． ⑧〈条件制限付〉 ． 非公募

(0で囲む）
一

非公募の揚合

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうしだ評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

D Vなどに伴う一時保護を含め、母子福祉の向上に大きく貢献している。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

指定管理料は入所人員や暫定定員数等により変動するが、ここ 1～2年はコスト面から

みても現状維持の状況である。

(3）今後の課題と対応等

当施設は昭和 45年に建設されたもので、耐震改修促進法の対象建築物となっており、

耐震改修の努力義務が課せられているが、公設民営の施設には、 i耐長診断及び耐震補強、

改修工事について、県の補助制度がない。そのため、定住自立圏構想、などによる補助制

度などの活用も視野にいれながら施設補修を検討している。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを位してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

⑥指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募（条件制限なし〉

⑨公募（条件・制限｛寸き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由〕〈

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】〈 サービスの安定性及び継続性の確保のため

4.調査票回答者

氏 名 一浦健

連絡先 〈内線） 2528 〈直通） 22-7017

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：障がい福祉課メ

1 .公の施設現況

施設の名称 ｜延岡ライトハウス盲人ホーム 延岡市点字図書館

設置目的 ｜視覚障がい者の自立支援、点字図書の利用

現指定管理者名 ｜財団法人延岡愛盲協会

前回の募集方法

(0で囲む）

非公募の揚合

（選定理由）

公募〈完全〉 公

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

非公募

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われだかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

視覚障がい者及びボランティア等の関係団体への支援施設で、視覚障がい者当事者団体

による効率的な運営がされている。

(2）収支状況面（行政コスト面）

国の国庫負担基準額に基づく委託料であり、コスト的には適切と思われる。

(3）今後の課題と対応等

昭和 46年に建設された施設であり、老朽化も進んでいることから、移転改築も含めた

検討が必要である。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを惜してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で司能性のある項目に幅広にOを付してください。

〈与右理運営の方式

（①）指定管理者制度を継続

~直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

( 2) ( 1 ）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

／＆公募〈条件制限なし〉

｛②）公募（条件・制限付き〉

刊ゲ非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由〕（

4.調査票回答者

氏 名 田 村 泉

連絡先 〈内線〉 2523 （直通） 22-7059 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方町総合支所農林課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市震産物直売・食材提供施設

設置目的 農林業の活性化と産業意識の高揚を図る

現指定管理者名 財団法人速日の峰振興事業団

前回の募集方法 公募（完全〉 ． 
会主（条件制限笠〉

． 非公募

(Qで囲む）

非公募の揚合

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要ですo

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

－農林産物の展示販売を行っている施設であり、施設利用者は生産者で構成する出展者

会を中心に年々僧加している状況にある。 また、販売実績も年々上昇しており農林家

の所得向上に寄与している施設である。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

－本施設については、指定管理における委託料の歳出はしておらず行政上のコストにつ

いては発生していない。

(3）今後の課題と対応等

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

c 1 ）管理運営の方式

。指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の募集方法

※本市万針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

②各多〈条件・制限付き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

⑨ 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由〕〈

4.調査票回答者

氏名 甲斐喜代志

連絡先 〈内線） 72221 〈直通） 47-3609 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方町総合支所農林課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市農林産物集出荷貯蔵施設

設置目的
農林産物の計画的な出荷体制により、生産者の安定向上及び地域産

業の振興を図る。

現指定管理者名 延岡農業協同組合

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 
く竺雰（条件制限仰と〉

． 非公募

(0で囲む）
一一一一

非公募の揚合

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年聞を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうしだ評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

生産者の施設利用も多く、施設を利用することにより安定的な農林産物の供給が図ら

れ、品質の均一化と価格安定化が図られている。

(2）収支状況面（行政コスト面）

施設の維持費については、施設利用者からの使用料により運営できており行政からの

委託料は支払われておらず、行政コスト面については発生していない。
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〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ）管理運営の方式

⑥指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

③ その他（廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

⑨公募〈条件・制限付き〉

③非公募（現指定管理者の継続指定）

【理由】〈

④ 非公募〈新たな管理者の指定）

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

(<2) 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】（

4.調査票回答者

氏名 甲斐喜代志

連絡先 〈内線） 72221 （直通） 47-3609 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北方教育課

1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市北方南部地区体育館

設置目的 地域住民の福祉向上のため。また、災害時の避難施設として。

現指定管理者名 曽木区

前回の募集方法

毛蚕〉 公 募 （ 制 限 由 一 一 二 一 旦 塁ー
(0で囲む）

一一
非公募の揚合 ， 

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

利用者のほとんどが地元地域の住民。地元地域の住民自らが施設管理者となることで、

当該施設指定管理者仕様書中「第 2項（2）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させ

ること」や「同（4）効率的に運営を行なうこと」を実現することができ、住民サービスの

向上に成果をあげている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

施設利用者から徴収する利用料を指定管理料とし、施設の管理運営費用（浄化槽管理

清掃費用・消防設備管理費用は除く。）に充てているため、行政コストの削減に成果をあ

げている。

(3）今後の課題と対応等

施設の老朽化がすすんでおり、利用者の安全確保の観点から、修繕や工事を行う必要

性が高まるものと考えられる。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

c 1 ）管理運営の方式

（①｜指定管理者制度を継続

窃直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) c 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

③公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限｛寸き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】（

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

（②） 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏 名 ｜北方教育課井上敦仁

連絡先 ｜〈内線） 72152 （直通） 47-3606 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名：北川町地鼠娠興課

1 .公の施設現況

施設の名称 道の駅北川はゆま

設置目的 産業振興の中核となる施設として設置

現指定管理者名 株式会社北川はゆま

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募（条件制限｛寸〉 @ ． ． 

(0で囲む）

非公募の揚合
第 セクターの設立目的、雇用者の継続雇用等を考慮したため

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価Jとは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

設立当初から施設の管理運営を行っており、平成 18年9月から指定管理者として管

理運営している。指定管理者となり経営意識が向上し、利用者も増加している。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

制度導入前に 1千万円以上あった旧北川町からの支出に対し、制度導入後には、 20 

年度 30 0万円、 21年度 15 0万円となり、制度導入前から大幅にコスト縮減を図る

ことが出来た。

(3）今後の課題と対応等

収支状況は改善－されているが、箱物土産が売上の 60%以上を占めており、地場産品
の売上をもっとfrf1ぱす必要がある。高速道路の開通やインターチェンジの完成など、当
該施設を取り巻く環境が大きく変わろうとする中、高速道路の利用客を呼び込むための
方策を早目にとっておく必要がある。
地元出品者との述併をとりながら、産業振興、地域振興の核となる施設として利用さ

れるよう今後のあり方について民営化を含め検討中である。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない場合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

D 指定管理者制度を継斎ラ （民営化を含め検討中〉

② 直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は．「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

~ 公募〈条件・制限付ぎ

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】（

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期聞

く歪 3年間〉

② 5年間

③ その他〈

【理由】〈

4.調査票回答者

氏 名 池 田 修

年間〉

連絡先 （内線） 74-315 （直通） 46-501 0 

以上



~ 

平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 北川 地域振興課

1 .公の施設現況

施設の名称 ホタルの里休暇村

設置目的 ホタルの生息に関する展示、コミュ二ァィ施設、宿泊施設

現指定管理者名 株式会社北川はゆま

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募〈条件制限伺〉 d亙心． ． 

(Qで囲む）
一一 一

非公募の揚合
第 セクターの設立目的、雇用者の継続雇用等を考慮したため

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供されだ公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

c 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

ホタルの宿、ホタルの館を一括管理することにより宿泊客に対してはそれぞれの施設

の特徴を生かせるようになった。

また、地域のコミュニティ形成のための施設としての役割は大きい。

しかし、ホタルの館については人を配置していないため、施設見学の利用客は激減し

た。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

指定管理者制度導入によるコスト削減の大きな効果は、現段階では現れていない状況

である。

(3）今後の課題と苅応等

隣接する北川｜運動公園（イベント広場、体育館等）との一体的な管理を検討中である。

体育施設との一体的管理により、合宿客の誘致などが行いやすくなり、各施設の利用

者増への相乗効果が見込まれるのではなし、かと検討を行っている。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを惜してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを位してください。

( 1 ）管理運営の方式

指定管理者制度を継続

直営に戻

その他〈廃止・譲渡）

(2) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

公募（条件制限なし〉

公募〈条件・制限｛寸き〉

非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

③ 3年⑤
② 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 池 田 修

連絡先 〈内線） 74-315 （直通） 46-5010 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 北川 地鼠振興課
1 .公の施設現況

施設の名称 祝子川森林レクリ工ーション施設

設置目的 祝子川地区を訪れる観光客の為の宿泊施設

現指定管理者名 祝子川｜財産管理組合

前回の募集方法
公募〈完全〉 公募（条件制限位〉 任主b． ． 

(0で囲む）
一 一一一 同一一一一一一一

非公募の揚合
祝子川｜地域の自治意識の向上、雇用者の継続雇用等を考慮したため

（選定理由）

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年閣を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総
括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後ち「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に
戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

ボルダリング（岩登り）という新たなスポーツの流行により、利用客が増加傾向にあ

る。制度導入により施設の簡易な修繕などへの迅速な対応が可能となり、利用客へのサ

ービス向上が図られた。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

直営等で管理する場合には常時、管理人を雇用する必要があり、利用客の少ない当該

施設では無駄が生じる可能性がある。制度導入により地元住民が必要なときに必要なだ

け施設を管理するため効率的管理が可能となっている。

(3）今後の課題と苅応等

施設の老朽化が進んでおり、今後大規伎な修繕等が発生する可能性がある。

祝子川温泉美人の湯や他の民宿との連携を図りながら更なる利用客増を図るため、

（有）祝子川温泉美人の湯や地元住民などへの譲渡等も含め検討する必要がある。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1）管理運営の方式

指定管理者制度を継続

直嘗に戻

その他（廃比・譲渡〉

(2) ( 1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

公募〈条件制限なし〉

公募（条件・制限付き〉

非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由】（

④ 非公募（新疋な管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の指定期間

③ 3年~
② 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 池 田 修

連絡先 〈内線） 74-315 （直通） 46-5010

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 高齢福祉課
1 .公の施設現況

施設の名称 延岡市養護老人ホーム 若葉荘

設置目的
経済的または日常生活上困難、ちしくは自宅生活が困難な高齢者の

の生活支援施設

現指定管理者名 社会福祉法人みのり会

前回の募集方法 公募〈完全〉 ． 公募〈条件制限｛寸〉 ． 非公募

(0で囲む） 一
ドー－－..園町””・・・”冒嶋肩網開明”帽m・・－－・－.. ・－・－・－－・a”ー・・一・－ 一一一一一一 一一一一一

平成 8年より、現法人に業務委託しており、この間の入所者との人間関

非公募の揚合
係や信頼関係の構築、一貫した処遇方針など良好な運営が行われてきた。

また施設の補修も法人が実施してきていることなど、これまでの運営実
（選定理由）

績及び評価を踏まえ総合的に判断して公募によらずに指定管理者として

選定した。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年闘を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総
括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することち必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

平成 8年より、当該法人が運営管理しており、この間に入所者との人間関係や信頼関係

が築かれており、入所者にとって安心した日常生活が確保されている。民間の経営のノ

ウハウを導入した運営管理により入所者定数に近い入所者確保が図られた。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

施設運営は介護報酬及び施設入所措置費により行われており、制度による支出以外には

行政費用は発生していなし、。また、施設補修等について、施設の大規模改修は法人と協

議することと成っているが、それ以外は当該法人が主体的に行っている。

(3）今後の課題と苅応等

施設の老朽化による建て替えが必要なH寺期にあることから、現在の指定管理者制度から

完全民営化を行い、移転新築を総合的に検討する必要がある。



〈次項ヘ続く）

3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性も出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1 ）管理運営の方式

① 指定管理者制度を継続

② 直営に戻す

く②その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

①公募（条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

③非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】〈

C②非公募〈新だな管理者の指定〉

【理由〕〈 民営化を検討

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

く互〉その他〈 年間

〔理由民営化検討

4.調査票回答者

氏 名 友清明俊

連絡先 〈内線〉 2502 〈直通〉

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

担当課名： 北方町地鼠娠興課
1 .公の施設現況

施設の名称 一極生活改善センター

設置目的 地域住民の生活改善、知識の向上及び共同意識の高揚に資する。

現指定管理者名 板下区

前回の募集方法 公募〈完全） ． 公募〈条件制限付〉 ・くを公募プ〉
(0で囲む）

非公募の揚合 従来から主に板下区の集会所として利用しているため公募する

（選定理由） ことができなかった。

2.現在の指定管理者（制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総
括的に評価するものです。

こうしだ評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営Jを継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。

また、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

当施設は、旧北方町の 4つの中学校の統廃合問題に関わって昭和 50年 2月 26日に見

返り施設として旧北方町東部地区（藤の木区、板下区、板上区、二股区）住民の生活改

善等を目的として、また地元板下区の集会所を兼ねて設置された。しかし、設置後 35

年が経過し利用状況も変わり、近年では専ら板下区の集会所として利用しており、区で

修繕をするなど実質的な維持管理をしている。また、本来の目的である東部地区の広域

的な利用はなくなってきている。

(2）収支状況面（行政コスト面〉

近年は専ら地元の集会所として利用されていることから市は指定管理委託料を支払っ

ていなし、。板下区のこの集会所に係る収支は、平成 20年度が収入 21,000円、支出が

86,855円で 65,855円の赤字であり、平成 21年度が収入 19,000円、支出が 121,292円

で 102,292円の赤字でありいずれも赤字分は板下区民の各世帯から 2,000円を徴収する

ことで維持管理をしている状況である。

(3）今後の課題と苅応等

利用状況を見ても、当初の広域的利用を目的とした設位意義が薄れ、役目も終えてい

ると思われることから今後、実態に応じた取扱いにしていく必要がある。なお、土地の

所有者は、延岡市である。

対応としては、地元の板下区をはじめ北方町東部地区の各区や関係各課とも調整を図

りながら、段終的には施設を実質維持管理している板下区へ議渡することとしたい。



3.現段階における平成 23年度以降の管理運営方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいずれかにOを付してください。現在、検討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

① 指定管理者制度を継続

直営に戻す

その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指すJこととしています。

① 公募（条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

④非公募〈現指定管理者の継続指定〉

【理由】（

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由】〈

4.調査票回答者

氏名 吉岡誠次

連絡先 （内線） 7 2 1 1 1 （直通） 47-3600 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

1 .公の施設現況

施設の名称 槙峰生活改善センター

担当課名： 北方町地鼠振興課

設置目的

現指定管理者名

前回の募集方法

(0で囲む）

地域住民の生活改善、知識の向上及び共同意識の高揚に資する。

横峰区

公募（完全〉 公募〈条件制限伺〉

非公募の揚合｜ 従来から主に横峰区の集会所として利用しているため公募する

（選定理由） ｜ことができなかった。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況

ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年闘を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が効果的に行われたかを総
括的に評価するものです。

こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に
戻すかを検討します。

まだ、その前提として、社会情勢や住民のニーズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を倹討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果（導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

c 1 ）利用状況面（住民サービス向上面〉

当施設は、旧北方町の 4つの中学校の統廃合問題に関わって昭和 52年 3月 5日に見

返り施設として旧北方町北部地区（日平区、横峰区、美々地区、菅原区、下鹿川区、上

鹿川｜区）住民の生活改善等を目的として、また地元横峰区の集会所を兼ねて設置された。

しかし、設置後 33年が経過し利用状況も変わり、近年では専ら横峰区の集会所として

利用していることから、区で建物保険を掛けたり修繕をするなど実質的に維持管理をし

ている。また、本来の目的である北部地区の広域的な利用はなくなってきている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

近年は専ら地元の集会所として利用されていることから市は指定管理委託料を支払っ

ていない。横峰区のこの集会所に係る収支は、平成 20年度が収入 39,000円、支出が

50,778円で 11,778円の赤字であり、平成 21年度が収入 62,500円、支出が 64,178円で

1,678円の赤字でありいずれも赤字分は様峰区の会計から補填されている状況である。

(3）今後－の課題と苅応等

利用状況を見ても当初の公の施設としての設置意義が薄れ、役目も終えていると思わ

れることから今後、実態に応じた取扱いにしていく必要がある。なお、土地の所有者は、

三菱金属（株）である。

対応としては、地元の棋峰区をはじめ北方町北部地区の各区や関係各課とも調整を図

りながら、最終的には施設を実質維持管理している横峰区へ譲渡することとしたい。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運曽方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいす・れかにOを付してください。現在、倹訪中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で可能性のある項目に幅広にOを付してください。

( 1 ）管理運営の方式

① 指定管理者制度を継続

直営に戻す

その他〈廃止・譲渡〉

( 2) ( 1 ）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

① 公募〈条件制限なし〉

② 公募（条件・制限付き〉

③非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由〕（

④ 非公募〈新たな管理者の指定〉

【理由】〈

(3) (1）で①と回答しだ揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

③ その他〈 年間〉

【理由】（

4.調査票回答者

氏名 吉岡誠次

連絡先 （内線） 7 2 1 1 1 （直通） 47-3600 

以上



平成 23年度以降の公の施設の管理運営にかかる検討状況【調査票】

1 .公の施設現況

施設の名称

設置目的

現指定管理者名

前回の募集方法

(0で囲む）

担当課名： 北方町地域振興課

北方町中部地区集落センター

農林漁業の振興、地域住民の知識の向上及び共同意識の高揚に資

する。

川水流区

公募〈完全〉 公募〈条件制限位〉

非公募の揚合｜ 従来から主に川水流区の集会所として利用しているため公募す

（選定理由） ｜ることができなかった。

2.現在の指定管理者〈制度の導入成果等〉の評価状況
ここでいう「評価」とは、平成20～21年度の2年間を振り返って、指定管理者により提

供された公共サービスの内容等を踏まえ、当該公の施設の管理運営が刻果的に行われたかを総

括的に評価するものです。
こうした評価を踏まえて、今後も「指定管理者による管理運営」を継続するか、「直営」に

戻すかを検討します。
また、その前提として、社会情勢や住民の二一ズ、施設の利用状況等を踏まえ、「施設自体を

廃止・民間譲渡」を検討することも必要です。

下記の各項目に、制度導入成果〈導入前との比較等〉を簡潔に記入下さい。

( 1 ）利用状況面〈住民サービス向上面〉

当施設は、旧北方町中部地区（角田区、笠下区、川水流区、蔵田区、上崎区）の農林

漁業の振興、地区住民の知識の向上等を目的として、また地元川｜水流区の公民館を兼ね

て設置された。しかし、設置後 20年が経過し利用状況も変わり、近年では専ら川水流

区の集会所として利用していることから、区で修繕をするなど実質的な維持管理をして

いる。また、本来の目的である東部地区の広域的な利用はなくなってきている。

(2）収支状況面〈行政コスト面〉

近年は専ら地元の集会所として利用されていることから市は指定管理委託料を支払っ

ていない。川水流区のこの集会所に係る収支は、平成 20年度が収入 39,000円、支出が

50 778円で 11778円の赤字であり、平成 21年度が収入 62500円、支出が 64,178円で

1,678円の赤字であり、いずれも赤字分を川水流区の会計で補填している状況である。

(3）今後の課題と苅応等

利用状況を見ても当初の公の施設としての設置意義が薄れ、役目も終えていると思わ

れることから今後、実態に応じた取扱いにしていく必要がある。なお、土地の所有者は

川水流財産組合（登記名義は 2名持ち）である。

対応としては、地元の川水流区をはじめ北方町中部地区の各区や関係各課とも調整を

図りながら、最終的には施設を実質維持管理している川水流区へ譲渡することとしたい。

〈次項ヘ続く〉



3.現段階における平成 23年度以降の管理運当方針の検討結果〈予定含む〉

該当する下記の項目のいすれかにOを惜してください。現在、倹討中で方向性ち出てい

ない揚合には、現時点で司能性のある項目に幅広にOを惜してください。

( 1 ）管理運営の方式

① 指定管理者制度を継続

直営に戻す

③ その他〈廃止・譲渡〉

(2) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の募集方法

※本市方針は「2回目以降の選定は、原則公募制への移行を目指す」こととしています。

①公募〈条件制限なし〉

② 公募〈条件・制限付き〉

⑤非公募（現指定管理者の継続指定〉

【理由〕〈

④ 非公募（新たな管理者の指定〉

【理由】（

(3) (1）で①と回答した揚合の指定管理者の指定期間

① 3年間

② 5年間

③ その他（ 年間〉

【理由〕（

4.調査票回答者

氏名 吉岡誠次

連絡先 〈内線） 7 2 1 1 1 （直通） 47-3600 

以上



3・

(ljlj添 1) 

調査要領

1 調査対象団体

・都道府県、政令指定都市及び市区町村

2 調査時点

・平成24年4月1日現在

3 調査対象施設

・地方自治法第244条に規定される公の施設のうち、同法第244条の2第3項の規定による指定管理

者制度を導入している施設

※調査票①（下記「4調査票J参照）については、調査時点までに指定を受けているが、指定管理者によ

る施設の管理開始日は調査時点より後の日付である施設も含みます。 （平成24年4月1日までに指定

を受けていて、 4月2日以降に管理を開始するもの。）

※調査票R＠については、前回調査時点の翌日（平成21年4月2日）から今回調査時点（平成24年4

月1日）までの聞に発生した事例が対象です。

4 調査票

・別添2のとおり

｛調査票①：…
調査票②：指定の取消し等の事例

調査票③：不服申立て等の事例

※各都道府県市区町村担当課にあっては、各市区町村から回答があった調査票を建制順に並べ、 1つの調

査票に取りまとめてください。

5 留意事項

・調査票の各様式（Excel)は、行の挿入※以外、加工しないでください0

・数字は、半角数字で入力してください。

※行の挿入について

・行の挿入を行う場合は、調査票に記載された指定の場所（＝「合計欄の 1行上の行（60行目） Jと「2

行上の行（59行目）」の問）で実施してください。

－調査票①に行を挿入した場合は、 「集計表ベースJのシートの指定された場所（＝「合計欄の 1行上

の行（60行目） Jと「2行上の行（59行目） Jの間）にも、調査票①と同じ数の行を挿入してくださ

い。

－あわせて、数式を追加※してください。

※数式を追加する方法（調査票①の場合）

－挿入した行の l行上の行（59行目）のA列からEI列までを範囲指定し、セルEI 59の右下にマウス

ポインタを移動させます。

・マウスポインタの形が十字に変わったら、合計欄の2行上の行（＝「セルの挿入は、このセルの直上

で実施してください。 jと書いてある行の l行上の行）までドラッグします。

6 記載要領

く調査票①：導入状況＞《平成24年4月1日現在の生む冗を記入してください。》

la欄都道府県名｜

－都道府県名を記入してください。



lb欄市区町村名｜

－市区町村名を記入してください。

【施設数】

le欄公の施設数｜《都道府県のみ記入してください。》

・地方自治法第244条に基づき、地方公共団体が条例により設置及び管理している全ての公の施設（学

校・河川・道路を除く。指定管理者制度を導入しているか否かを問わない。）の数について記入して

ください。

※条例において複合施設として規定されて（位置づけられて）おり、当該複合施設が公の施設である複

数の施設によって構成されている場合は、構成されている施設数を計上してください。

一一一施設J~ L -C~＆＇） ~hており公園野球場町内で構
成されている場合

コ公の施設数は3施設として計上してください。00複合施設が同一の指定管理者で管理

されている場合であっても、別々の施設（3施設）として記入してください。

※公営住宅の施設数については、公営住宅の棟数ではなく、 1団地1施設（団地単位）として計上して

Id欄公の施設数（公営住宅の施設数を除いた数）｜《都道府県のみ記入してください。》

• c欄に記入した公の施設数から、公営住宅の施設数を除いた数を記入してください。

le欄指定管理者制度導入施設数｜

・地方自治法第244条に基づき、地方公共団体が条例により設置及び管理している公の施設（学校・

河川・道路を除く。）のうち、指定管理者制度を導入している施設の数について記入してください。

※条例において複合施設として規定されて（位置づけられて）おり、当該複合施設が公の施設である複

数の施設によって構成されている場合は、構成されている施設数を計上してください。

例…て叩施設Jとして…ており公園野球場及一一一

成されている場合 ｜ 

コ公の施設数は3施設として計上してください。00複合施設が同一の指定管理者で管理｜

されている場合であっても、別々の施設（3施設）として記入してください。 ) 

※公園等で数カ所をまとめて 1つの指定管理者にしている場合でも、個別に導入することが可能な施設

については、別個に記入してください。

※公営住宅の施設数については、公営住宅の棟数ではなく、 1団地1施設（団地単位）として計上して

If欄指定管理者制度導入施設数（公営住宅の施設数を除いた数）｜《都道府県のみ記入してください。》

• e欄に記載した指定管理者制度を導入している施設の数から、公営住宅の施設数を除いた数を記入し

てください。

【指定管理者制度導入施設の状況】

lg欄施設名｜

－条例等で規定されている公の施設の名称を記入してください。

※指定管理者制度を導入していない公の施設については、記入する必要はありません。

2 
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lh欄施設の内容｜

－施設の内容について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※施設の主たる目的、具体的な事情等により判断してください。

番号 区分 代表例

レクリエーション・ 競技場、野球場、体育館、テ二スコート、プール、スキー場、

スポーツ施設 ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設等

2 産業振興施設
産業情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施

設等

3 基盤施設
駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場、ケープ

ルテレビ施設等

4 文教施設
県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・

山の家等

5 社会福祉施設
病院、特別養護老人ホーム、介護支援センタ一、福祉・保健

センタ一等

Ii欄指定管理者名｜

－指定管理者の名称を記入してください。

※議会の議決に係る議案に記載されている名称を記入してください。

lj欄種別｜

・指定管理者の種別について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分 備 考

－特例有限会社、会社法法人のうち地方公共団

株式会社 体が出資している法人（第三セクター）を合

む。

－社団法人・財団法人のうち、地方公共団体が

特例民法法人（従来の公益法人）、 出資を行っている法人（第三セクター）を含

2 一般社団・財団法人、公益社団・財 む。

団法人、地方三公社 －地方三公社・・・地方住宅供給公社、地方道路公

社、土地開発公社

3 地方公共団体 例：市、区、町、村、一部事務組合、広域連合

例：農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、

生活協同組合、商工会議所等の産業経済団

体、社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十

4 公共的団体
字等の厚生社会事業団体、教育団体、青年

団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等の

教育文化スポーツ団体、社会福祉法人

※公共的な活動を営むものが該当。法人格を有

するか否かは間わない。

例：自治会、町内会

5 地縁による団体 ※地方自治法第260条の2第7項に規定する

「認可地縁団体Jであるか否かは間わない。

6 特定非営利活動法人（NPO法人）

7 1～6以外の団体 例：学校法人、医療法人、共同企業体
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lk欄選定手続｜

・指定管理者の選定手続（直近のもの）について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※1と2の分類判断は、事例ごとの事情等により判断してください。

番号 区 分

公募により候補者を募集、職員以外を中心とした合議体により選定

2 公募により候補者を募集、職員を中心とした合議体により選定

3 公募により候補者を募集 (1・2以外）

4 従前の管理受託者・指定管理者を公募の方法によることなく選定

5 1～4以外の方法により選定

11欄指定日｜

・指定管理者の指定をした日（複数回、指定している場合は、直近の指定日）を記入してください。

※「指定をした日Jは、告示又は協定の締結日等、各地方公共団体において指定したと位置づける日と

してください。

Im欄管理開始日｜

・指定管理者が管理を開始した日（直近の指定に係る管理開始日）又は開始する日を記入してください。

In欄指定期間｜

・指定期間（直近の指定に係る指定期間）について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※年度単位で数値を記載し、年度未満の期間は切り上げてください。

番号 区 分

1年

2 2年

3 3年

4 4年

5 5年
6 6年

7 7年

8 8年

9 9年

1 0 1 0年以上

lo欄指定期間の変更｜

・「n欄指定期間Jで回答した期間について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分

前回の指定期間よりも短い

2 前回の指定期間と同じ

3 前回の指定期間よりも長い

4 今回が 1回目の指定

IP欄利用料金制の採用状況｜

・利用料金制の採用状況について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号｜ 区 分

1 ｜利用料金制を採用している（一部利用料金制も含む）

2 ｜利用料金制を採用していない
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lq欄管理の範囲｜

・管理の範囲（施設の物理的範囲（ハード面）と企画等の業務範囲（ソフト面）の両方を含みます。）

について、次の区分により該当する番号を選択してください。

l 番号｜ 区 分

【公表状況】

1 ｜当該施設を包括的に管理している

2 ｜当該施設の一部を管理している

Ir欄選定基準の事前公表｜

－施設ごとの選定基準の事前公表（公募時以前（公募と同時を含む。）の公表）について、次の区分に

より該当する番号を選択してください。

※公表しているか否かの判断は、一般の住民が知り得る状態としているか、各地方公共団体において「公

表したJと位置付けられる範囲の情報を公開しているか否かで個別に判断してください。

1 番号｜ 区 分

1 ｜事前公表している

2 ｜事前公表していない

Is欄選定基準の内容｜

－「r欄選定基準の事前公表Jで「1事前公表しているJを選択した場合において、その具体的な内

容について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※複数回答可

番号 区 分

施設の平等な利用の確保に関すること

2 施設のサービス向上に関すること

3 施設の管理経費の節減に関すること

4 団体の業務遂行能力に関すること

5 その他

It欄その他の内容｜

－「s欄選定基準の内容Jで「5その他」を選択した場合において、その内容について簡潔に記入して

ください。

lu欄選定手続の事前公表｜

・施設ごとの選定手続の事前公表（公募時以前（公募と同時を含む。）の公表）について、次の区分に

より該当する番号を選択してください。

※公表しているか否かの判断は、一般の住民が知り得る状態としているか、各地方公共団体において「公

表したJと位置付けられる範囲の情報を公開しているか否かで個別に判断してください。

’番号｜ 区 分

1 ｜事前公表している

2 ｜事前公表していない
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Iv欄選定理由の公表状況｜

・指定管理者の選定理由の公表状況について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※公表しているか否かの判断は、一般の住民が知り得る状態としているか、各地方公共団体において「公

表したJと位位付けられる範囲の情報を公開しているか否かで個別に判断してください。

’番号｜ 区 分

1 ｜公表している

2 ｜公表していない

【評価】

lw欄評価の実施状況｜

・指定管理者に対する評価の実施状況（指定管理者の業務の履行状況に対する評価）について、次の区

分により該当する番号を選択してください。

※平成24年4月1日時点で、評価を実施することが確定しているものも含みます。

※1年以内に新規に指定を行い、まだ評価を実施する状況に無い場合は、今後の予定により選択してく

ださい。

番号 区 分

1 ｜実施している

2 ｜実施していない

Ix欄評価への外部有識者等の視点の導入総兄｜

－「w欄評価の実施状況Jで「1実施しているJを選択した場合において、評価を行うに当たっての、

公共サービスについて専門的知見を有する外部有識者等の視点の導入状況について、次の区分により

該当する番号を選択してください。

’番号｜ 区 分

1 ｜導入している

2 ｜導入していない

【協定等】

IY欄施設の種別に応じた必要な体制に関する事項｜

－指定管理者との協定等（覚書、その他の指定管理者との取決め等を含む。〉における、施設の種別に

応じた必要な体制lj（物的・人的）に関する事項の取り扱いについて、次の区分により該当する番号を

選択してください。

※施設によって、必要な体制（物的・人的）に関する事項の内容の程度は異なるため、施設ごとの事情

等により判断してください。

番号 区 分

選定時に示している、かつ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない
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lz欄損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項｜

・指定管理者との協定等（覚書、その他の指定管理者との取決め等を含む。）における、損害賠償責任

の履行の確保・リスク管理に関する事項の取り扱いについて、次の区分により該当する番号を選択し

てください。

※施設によって、領害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項の内容の程度は異なるため、施

設ごとの事情等により判断してください。

lzの1欄地方公共団体への損害賠償について｜

－指定管理者が業務不履行となった場合の対応について、次の区分により該当する番号を選択してくだ

さい。

番号 区 分

1 選定時に示している、かっ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない

lzの2欄利用者への損害賠償について｜

・利用者がけがをした場合等の対応について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分

選定時に示している、かつ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない

lzの3欄施設の修繕について｜

・施設の修織の判断基準、費用の分担等の修繕に関する事項について、次の区分により該当する番号を

選択してください。

番号 区 分

選定時に示している、かつ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない

lzの4欄備品について｜

・備品の帰属、更新基準、費用の分担等の備品に関する事項について、次の区分により該当する番号を

選択してください。

番号 区 分

1 選定時に示している、かつ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない
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lzの5欄緊急時の対応について｜

－災害発生時における協力義務、施設の取り扱い、営業損失の補填等の緊急時の対応について、次の区

分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分

選定時に示している、かっ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

・4 選定時に示さず、協定等にも記載していない

la a欄労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮規定｜

－指定管理者との協定等（覚書、その他の指定管理者との取決め等を含む。）における、労働法令の遵

守や雇用・労働条件への配慮規定に関する事項の取り扱いについて、次の区分により該当する番号を

選択してください。

番号 区 分

選定時に示している、かつ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない

la b欄雇用・労働条件の具体的な内容について｜

－「aa欄労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮規定」で「1」～「3Jを選択した場合におい

て、単に「労働法令を遵守することj以外に何らかの具体的な内容を提示・記載している場合に、そ

の内容について簡潔に記入してください。

la c欄個人情報の保護への配慮規定｜

・指定管理者との協定等（覚書、その他の指定管理者との取決め等を含む。）における、指定管理者が

当該業務を行うに当たって収集する個人情報の保護への配慮規定に関する事項の取り扱いについて、

次の区分により該当する番号を選択してください。

※施設によって、個人情報に関する事項の内容の程度は異なるため、施設ごとの事情等により判断して

ください。

番号 区 分

選定時に示している、かつ、協定等に記載している

2 選定時にのみ示している

3 協定等にのみ記載している

4 選定時に示さず、協定等にも記載していない

【債務負担】

la d欄債務負担行為の設定｜

・指定管理者の指定の手続における債務負担行為の設定について、次の区分により該当する番号を選択

してください。

番号｜ 区 分

1 ｜設定している

2 ｜設定していない
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【従前の管理状況】

la e欄従前の管理状況｜

－現在の指定管理者（直近の指定に係る指定管理者）を指定する以前（直前）の管理状況について、次

の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分

1 指定管理者

2 旧管理委託制度による管理

3 直営

4 施設の新設

la f欄指定の回数｜

－当該公の施設について、指定管理者制度導入後、現在が何回目の指定か、次の区分により該当する番

号を選択してください。

番号 区 分 備考

1回
「ab欄従前の管理状況」で、 「2旧管理委託制度による管理J、

「3直営j及び「4施設の新設Jを選択した場合はこれを選択

2 2回

3 3回

4 4回

5 5回以上

la g欄従前の指定管理者が引き続き指定管理者となった場合｜

「ae欄従前の管理状況Jで「1指定管理者Jを選択した場合において、当該公の施設について、

従前の指定管理者が引き続き指定管理者となった場合に「OJを記入してください。

la h欄従前の管理受託者が引き続き指定管理者となった場合｜

－「ae欄従前の管理状況Jで「2旧管理委託制度による管理Jを選択した場合において、当該公の

施設について、従前の管理受託者が引き続き指定管理者となった場合に「OJを記入してください。
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＜調査票②：指定の取消し等の事例＞

《前回調査時点の翌日（平成21年4月2日〉から今回調査時点（平成24年4月1日〉までの聞に発生し

た事例すべてについて記入してください。》

O地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消した場合若しくは塑盟

を定めて管理の業務の停止を行った場合又は指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取

り止めた場合に記入してください。

※取消し等の原因は、指定管理者の責めに帰すべき理由によるか否かは問わず、全てが対象となります。

※平成24年4月1日現在で、将来の指定取消等が確定している場合（手続きは終了しているが期日が未

到来のもの。予定や見込みは含みません。）は記入してください。

※該当がない場合は、その旨記入してください。

la欄都道府県名｜

・都道府県名を記入してください。

lb欄市区町村名｜

－市区町村名を記入してください。

le欄施設名｜

・条例等で規定されている公の施設の名称を記入してください。

Id欄施設の内容｜

－施設の内容について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※施設の主たる目的、具体的な事情等から、各地方公共団体において判断してください。

番号 区分 代 表 例

1 
レクリエーション・ 競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、

スポーツ施設 ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設等

2 産業振興施設
産業情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施

設等

3 基盤施設
駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場、ケープ

ルテレビ施設等

4 文教施設
県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・

山の家等

5 社会福祉施設
病院、特別養護老人ホーム、介護支援センタ一、福祉・保健

センタ一等

le欄指定管理者名｜

－指定管理者の名称を記入してください。

※議会の議決に係る議案に記載されている名称を記入してください。

n
H
U
 

z－－
a
 



If欄種別｜

・指定管理者の種別について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分 備 考

－特例有限会社、会社法法人のうち地方公共団

株式会社 体が出資している法人（第三セクター）を合

む。

－社団法人・財団法人のうち、地方公共団体が

特例民法法人（従来の公益法人）、 出資を行っている法人（第三セクター）を含

2 一般社団・財団法人、公益社団・財 む。

団法人、地方三公社 －地方三公社・・・地方住宅供給公社、地方道路公

社、土地開発公社

3 地方公共団体 例：市、区、町、村、一部事務組合、広域連合

例：農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、

生活協同組合、商工会議所等の産業経済団

体、社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十

4 公共的団体
字等の厚生社会事業団体、教育団体、青年

団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等の

教育文化スポーツ団体、社会福祉法人

※公共的な活動を営むものが該当。法人格を有

するか否かは問わない。

例：自治会、町内会

5 地縁による団体 ※地方自治法第260条の2第7項に規定する

「認可地縁団体Jであるか否かは問わない。

6 特定非営利活動法人 CNPO法人）

7 1～6以外の団体 例：学校法人、医療法人、共同企業体

lg欄取消等の内容｜

－取消等の内容について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区分

指定管理者の指定を取り消した場合

2 期間を定めて管理の業務の停止を行った場合

3 指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた場合

lh欄管理開始日｜

－指定管理者が管理を開始した日を記入してください。

Ii欄指定取消日・業務停止日・指定期間の末日 ｜ 

・指定管理者の指定を取り消した日、業務の停止を命じた日又は指定期間の末日を記入してください。
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lj欄取消し・業務停止・指定管理者制度による管理の取り止めの理由 ｜ 

－指定管理者の指定を取り消した理由、業務の停止を命じた理由又は指定期間の満了をもって指定管理

者制度による管理を取り止めた理由について、次の区分により該当する番号を選択してください。

！ 《！注意！》以下の j欄の回答は「g欄取消等の内容jの回答ごとに場合分けしていますので、回 i

: 答する欄を間違えないように注意してください。

｜ 「g欄取消等の内容」で「 1指定管理者の指定を取り消した場合」を選択した場合

I jの1-1欄指定管理者の指定を取り消した理由｜

－指定管理者の指定を取り消した理由について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分 備考

費用対効果・サービス水準の検証の結果

2 指定管理者の経営困難等による撤退（指定返上）
運用上の理由

3 指定管理者の業務不履行

4 指定管理者の不正事件

5 指定管理者の合併・解散 団体自身の理由

6 施設の休止・廃止

7 施設の再編・統合
施設の見直し

8 施設の民間等への譲渡

9 施設の民間等への貸与

1 0 応募要件不備・不選定
手続き上の理由

1 1 協定締結のための協議不調

1 2 その他

ljの1-2欄その他の内容｜

「jの1-1欄指定管理者の指定を取り消した理由Jで「 12その他Jを選択した場合において、

その内容について簡潔に記入してください。

「g欄取消等の内容jで「2期間を定めて管理の業務の停止を行った場合」を選択した場合

I jの2-1欄期間を定めて管理の業務の停止を行った理由｜

・期間を定めて管理の業務の停止を行った理由について、次の区分により該当する番号を選択してくだ

さい。

番号 区 分 備考

1 指定管理者の業務不履行
運用上の理由

2 指定管理者の不正事件

3 施設の休止・廃止 施設の見直し

4 その他

I jの2-2欄その他の内容｜

「jの2-1欄期間を定めて管理の業務の停止を行った理由Jで「4その他Jを選択した場合にお

と三ιその内容について簡潔に記入してください。
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「g欄取消等の内容」で「3指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた場合」

を選択した場合

I jの3-1欄指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた理由 ｜ 

－指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた理由について、次の区分により該当

する番号を選択してください。

番号 区分 備考

1 費用対効果・サービス水準の検証の結果
運用上の理由

2 指定管理者の経営困難等による撤退（指定返上）

3 指定管理者の合併・解散 団体自身の理由

4 施設の休止・廃止

5 施設の再編・統合

6 施設の民間等への譲渡 施設の見直し

7 施設の民間等への貸与

8 公営住宅法に基づく管理代行制度への移行

9 公募への応募なし

1 0 応募要件不備・不選定
手続き上の理由

1 1 議会の不同意

1 2 協定締結のための協議不調

1 3 その他

ljの3-2欄その他の内容｜

－「 jの3-1欄指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた理由jで「13そ

の他jを選択した場合において、その内容について簡潔に記入してください。

lk欄取消後・業務停止後・指定期間満了後の管理｜

・指定管理者の指定を取り消した場合、業務の停止を命じた場合又は指定期間の満了をもって指定管理

者制度による管理を取り止めた場合において、その後の当該公の施設の管理体制について、次の区分

により該当する番号を選択してください。

番号 区 分

1 直営（業務委託を含む）

2 休止

3 統合・廃止（民間等への譲渡・貸与を含む）

4 再指定（直営ののち再指定を含む）

5 公営住宅法に基づく管理代行制度による管理

6 その他

11欄その他の内容｜

・「k欄取消後・業務停止後・指定期間満了後の管理Jで「6その他Jを選択した場合において、その

内容について簡潔に記入してください。
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く調査票③：不服申立て等の事例＞

《前回調査時点の翌日（平成21年4月2日〉から今回調査時点（平成24年4月1日〉までの聞に発生し

た事例すべてについて記入してください。》

O指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分について、地方自治法第244条の4第3項に

基づく不服申立て又は行政事件訴訟法第11条第1項の規定に基づく取消訴訟があった場合に記入し

てください。

※該当がない場合は、その旨記入してください。

la欄都道府県名｜

－都道府県名を記入してください。

lb欄市区町村名｜

－市区町村名を記入してください。

le欄施設名｜

・条例等で規定されている公の施設の名称を記入してください。

Id欄施設の内容｜

－施設の内容について、次の区分により該当する番号を選択してください。

※施設の主たる目的、具体的な事情等から、各地方公共団体において判断してください。

番号 区分 代表例

レクリエーション・ 競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、

スポーツ施設 ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設等

2 産業振興施設
産業情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施

設等

3 基盤施設
駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場、ケープ

ルテレビ施設等

4 文教施設
県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・

山の家等

5 社会福祉施設
病院、特別養護老人ホーム、介護支援センター、福祉・保健

センタ一等

le欄指定管理者名｜

－指定管理者の名称を記入してください。

※議会の議決に係る議案に記載されている名称を記入してください。
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It欄種別｜

・指定管理者の種別について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区 分 信Ii 考

－特例有限会社、会社法法人のうち地方公共団

株式会社 体が出資している法人（第一セクター）を合

む。

－社団法人・財団法人のうち、地方公共団体が

特例民法法人（従来の公益法人）、 出資を行っている法人（第二セクター）を含

2 一般社団・財団法人、公益社団・財 む。

団法人、地方三公社 －地方三公社・・・地方住宅供給公社、地方道路公

社、土地開発公社

3 地方公共団体 例：市、区、町、村、一部事務組合、広域連合

例：農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、

生活協同組合、商工会議所等の産業経済団

体、社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十

4 公共的団体
字等の厚生社会事業団体、教育団体、青年

団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等の

教育文化スポーツ団体、社会福祉法人

※公共的な活動を営むものが該当。法人格を有

するか否かは問わない。

例：自治会、町内会

5 地縁による団体 ※地方自治法第260条の2第7項に規定する

「認可地縁団体Jであるか否かは問わない。

6 特定非営利活動法人（NPO法人）

7 1～6以外の団体 例：学校法人、医療法人、共同企業体

lg欄管理開始日｜

－指定管理者が管理を開始した日を記入してください。

lh欄不服申て等の日｜

－不服申立て等があった日を記入してください。

Ii欄不服申立て等の種別｜

・不服申立て等の種別について、次の区分により該当する番号を選択してください。

番号 区分

不服申立て

2 取消訴訟

3 不服申立てを経て取消訴訟

lj欄不服申立て等の内容及び結果等｜

・不服申立て文は取消訴訟の内容及び結果等について、具体的に記入してください。

7 その他

【導入効果等について公表している資料】

－都道府県、政令指定都市及び市区町村における指定管理者の導入事例のうち、導入の効果等について取

りまとめ公表している資料を、メールにて送付してください。

15 



,. 
仇公の施股の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

醤
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tl麟負I!! 従前の嘗噌状況

嘗4訳様・しf咽定”た管伏凋Ii理：合I省従でにl前『E犯1の遺人
従前の管理伏況 llltの図敏

t’合書昼前がに喧『の引書Oと僧曹』怒続を定っ曹E嘗EたF入壇・: 債務負担行為の股::t

~ ’掴掴・：i・~r：・・~酒J断：：観・~i 管理 ” 園鋼圏圃闘~ ~量量定定ししてていいる4よい
2 2 
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管岡に恨l!!fよ理管L~る銀理＇~管書罰曇則理合挺健W』に制脚を：度遺Eλ 
従者管合前が理に者『の引O管きと』伝後を理っEき受Zた指入I王場定
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B:令ll::tll市分
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市民町村の御問自書棚l孟.11!・m名簿世紀値して〈ださい．

担当書名
電IA・ー E・w岨

汁砲の1行ょの行と2行止の行のmで実施して〈どさい． セルの帰末房7吾lt咽の1行上の行と2行上の行の閣で実高じで＜.t！き示二セルの1語文房二つーー示直面1h－：正の行と2行止の行の聞で実隠して〈ださい．セ且，の挿λ：1主．合汁aの1行ょの行と2行止の行のmで実施して〈どさい セルの尚人1：.合tt咽の1行上の行と2行上の行の閣で実絡してください．セルの陣入l孟．合計．の1行上の行と2行止の行の聞で実随して〈ださい．セ且，の姉入は．合

I I 
I I 
I I 

I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I 
I I I I I 
I I I 
I I I 

I I 
I I 

I I 
I I I 
I I , 

I I ｜｜｜  

I I 1 

I I 

I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

I I I I I 
I I 

I I 

I I I I I I I 
I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
｜｜  I I I 

I I I I 
I I 

I I I I I 
I I 1 I I I I 

I I I I I I 
で事UllLで0・下い． セルの9・Al:t‘このt!n;の直：Eで，陥Lτ(tJ；川、． i-11-の緬λl:t.：：のセル，，，.土？書簡Lτ＜t！；主いF・i!ルの婚λ『＂＇＂：：の暫 n，の置土で，貨I，τ（f":flL¥.i雪見，の婦λf:t.：：のセJI-の盲土？耳障箪して＜t!,

I 01 ol 01 01 ol ol ol 01 o. o ol ol ol I I I 

3/3 

（男lj添2)



・－

崎 公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票②：指定の取消し等の事例）
←区分

図惇名

但当It

皇室宣空
電H書号

毎週府県名

a 

市区町村名

b 

施鐙の内容

’‘t量名 ~’・ レスa包・jtタポ鍾：含－，リー－箪施偲：Zツー”俊E祉E‘シ施‘ョ8蝕2ュ・， 

c d 

1 2 3寸丁τ

樋別 取湖毎の内容
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刊公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票③：不服申立て等の事例）
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公の施設の指定管理者制度の

導入状況等に関する調査結果

平成 2 1年 1 0 月

総務省自治行政局行政課



はじめに

地方自治法第244条に規定される公の施設の管理については、地方自治法の一部を

改正する法律（平成 15年法律第81号）により、指定管理者制度が導入されていると

ころですが、平成21年4月1日現在の指定管理者制度の導入状況等を調査し、今般そ

の調査結果を取りまとめたところです。

各地方公共団体におかれては、指定管理者制度が導入されて以来、その積極的な活用

が図られているところですが、今回の調査結果が、今後、指定管理者制度の導入を検討

していく地方公共団体において参考となれば幸いです。

最後に、本調査の実施に当たっては、各都道府県、各指定都市及び各市区町村に調査

の依頼をしたところであり、関係各位のひとかたならぬ御協力をいただき、感謝を申し

上げる次第であります。

平成21年 10月

総務省自治行政局行政課

~ 
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（注）

O本調査は、平成21年4月1日現在での指定管理者の導入状況について調査を行ったものである。

0今回の調査では、地方自治法第244条に基づき、地方公共団体が条例により設置及び管理している公の
施設（学校・河川・道路を除く）を調査対象としている。

0公営住宅の施設数については、 1団地1施設として計上している。

O指定管理者となった団体の種別の例は、以下のとおり。（表21こ対応）

1 株式会社（注：特例有限会社含む）

2 特例民法法人（従来の公益法人）、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人

3 公共団体（例：地方公共団体、土地改良区等）

4 公共的団体（例：農業共同組合、社会福祉法人、森林組合、赤十字社等）

地縁による団体（例：自治会、町内会等）

※地方自治法第260条の2第7項に規定する『認可地縁団体』であるか否かは問わない

5 特定非営利活動法人（NPO法人）

6 1～5以外の団体（例：学校法人、医療法人、共同企業体等）

0公の施設の内容の例は、以下のとおり。（表2、表3に対応）

1 レクリエーション・スポーツ施設

競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施
設等

2産業振興施設

情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設等

3 基盤施設

駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場等

4 文教施設

県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家等

5社会福祉施設

病院、老人福祉センター等

0今回の調査における集計・整理の都合上、各都道府県等が個別に公表している数値等と一致しない場合
がある。



． 

表1 都道府県別の指定管理者制度導入施設数
（単位：施設）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

北海道 240 406 5 071 5 717 

青森県 60 1 778 1 838 

岩手県 99 1 437 1 536 

宮城県 92 322 1 110 1524 

秋田県 95 1 036 1131 

山形県 136 832 968 

福島県 128 1 340 1468 

茨城県 226 919 1145 

栃木県 51 770 821 

群馬県 50 833 883 

埼玉県 66 236 1 345 1,647 

千葉県 60 121 1,872 2053 

東京都 1 813 3 541 5354 

神奈川県 330 1105 992 2,427 

新潟県 36 369 1409 1 814 

富山県 80 693 773 

石川県 125 1,378 1,503 

福井県 38 719 757 

山梨県 74 509 583 

長野県 29 2,096 2125 

岐阜県 45 1,603 1 648 

静岡県 42 409 936 1,387 

愛知県 391 416 2,089 2 896 

三重県 96 880 976 

滋賀県 57 854 911 

京都府 42 341 629 1 012 

大阪府 82 418 857 1 357 

兵庫県 594 643 2114 3 351 

奈良県 16 801 817 

和歌山県 47 417 464 

鳥取県 34 619 653 

島根県 27 1132 1159 

岡山県 86 234 1 383 1 703 

広島県 152 584 1,892 2,628 

山口県 176 906 1,082 

徳島県 40 660 700 

香川県 70 421 491 

愛媛県 30 593 623 

高知県 34 702 736 

福岡県 260 723 953 1 936 

佐賀県 111 346 457 

長崎県 129 825 954 

熊本県 84 893 977 

大分県 131 988 1 119 

宮崎県 66 702 768 

鹿児島県 55 1 787 1,842 

沖縄県 157 1 151 1 308 

合計 6 882 6 327 56 813 70022 



. .. 一一 -. 
都道府県別の指定管理者制度導入施設数（①） 公営住宅を除いた場合（②）

区分
公の施設数（A) 導入数（8)

導入率（C) 公の施設数（A’） 導入数（B’）
導入率（C’）

(BIA号n) (B’IA’%） 

北海道 340 240 70.6% 94 45 47.9% 

青森県 85 60 70.6覧 45 22 48.9児

岩手県 156 99 63.5% 104 47 45.2% 

宮城県 210 92 43.8% 108 78 72.2% 

秋田県 139 95 68.3% 112 78 69.6% 

山形県 177 136 76.8% 99 58 58.6% 

福島県 242 128 52.9% 146 43 29.5% 

茨城県 264 226 85.6% 99 61 61.6% 

栃木県 149 51 34.2% 78 42 53.8% 

群馬県 210 50 23.8% 104 50 48.1% 

埼玉県 414 66 15.9% 120 66 55.0% 

千葉県 242 60 24.8覧 114 60 52.6% 

東京都 1,923 1 813 94.3% 318 209 65.7覧

神奈川県 367 330 89.9% 109 72 66.1% 

新潟県 233 36 15.5% 140 36 25.7% 

富山県 146 80 54.8出 121 55 45.5% 

石川県 152 125 82.2% 96 69 71.9% 

福井県 85 38 44.7% 67 38 56.7目

山梨県 182 74 40.7% 65 52 80.0覧

長野県 237 29 12.2% 76 29 38.2% 

岐車県 85 45 52.9% 72 45 62.5覧

静岡県 221 42 19.0% 99 42 42.4% 

愛知県 401 391 97.5覧 103 93 90.3見

＝重県 141 96 68.1覧 76 31 40.8覧

滋賀県 124 57 46.0% 79 57 72.2覧

京都府 199 42 21.1% 55 31 56.41先

大阪府 459 82 17.9覧 79 61 77.2% 

兵庫県 677 594 87.7覧 166 83 50.0覧

奈良県 97 16 16.5% 52 14 26.9覧

和歌山県 157 47 29.9% 86 47 54.7覧

鳥取県 175 34 19.4覧 58 34 58.6首

島根県 201 27 13.4覧 107 27 25.2覧

岡山県 114 86 75.4% 78 50 64.1覧

広島県 230 152 66.1% 115 37 32.2見

山口県 219 176 80.4覧 98 55 56.1% 

徳島県 117 40 34.2覧 69 37 53.6% 

香川県 102 70 68.6% 71 39 54.9% 

愛媛県 130 30 23.1% 80 30 37.5% 

高知県 163 34 20.9% 100 34 34.0覧

福岡県 324 260 80.2目 101 37 36.6覧

佐賀県 146 111 76.0% 76 41 53.9% 

長崎県 285 129 45.3% 201 45 22.4% 

熊本県 98 84 85.7% 56 42 75.0覧

大分県 160 131 81.9% 55 26 47.3覧

宮崎県 242 66 27.3% 126 30 23.8覧

鹿児島県 246 55 22.4% 98 34 34.7% 

沖縄県 258 157 60.9% 129 28 21.7% 

会ー;.i音ロヰI 11,724 6,882 58.7% 4,700 2,340 49.8% 

注）②は、公営住宅法に基づく公営住宅の施設数を、公の施設数（A）、導入数（8）から除いたもの。

本表は、都道府県分についてのみの数値である（指定都市及び市区町村については対象外。）
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表2 指定管理者制度導入施設の状況

1都道府県 （単位：施設、%）

1株式会社（A) 2 特例民法法人、一 3 公共団体（0) 4 公共的団体（0) 5特定非営利活動 6 1～5以外の団 合計

区分 般社団・財団法人、公 法人（F) 体（G)
益社団・財団法人（B) うち地縁による団体（E) 導入敏（H) 公の施股数

(A/H%) (B/H%) (C/H%) (D/H%) 
(E/H%) 

(F/H%) (G/H%) 
くH/1%) (I) 

1 レクリエーシヨン・スポーツ施Ill: 98 ( 19.4%) 181 ( 35.9覧】 92 ( 18.3%) 43 ( 8.5%) 6 ( 1.2%) 13 ( 2.6%) 77 ( 15.3%) 504 < 89.8% > 561 

2 産業振興施設 34 ( 19.8%) 98 ( 57.0%) 7 ( 4.1 % ) 10 ( 5.8%) 1 ( 0.6%) 7 ( 4.1%) 16 ( 9.3%) 172 < 40.8首〉 422 

3基盤施設 575 ( 10.8% ) 2,291【43.1%) 169 ( 3.2%) 1,722 ( 32.4% ) 0 ( 0.0%) 99 ( 1.9%) 465 ( 8.7%) 5,321 < 59.6覧〉 8,926 

4 文教施設 52 ( 10.6%) 287 ( 58.3% ) 34【 6.9%) 18 ( 3.7%) 8 ( 1.6%) 26 ( 5.3%) 75【 15.2覧） 492 < 50.9覧〉 966 

5 社会福祉施訟 12 ( 3.1 % ) 58 ( 14.8%) 8 ( 2.0%) 293 ( 74.6%) 0 ( 0.0%) 9 ( 2.3%) 13 ( 3.3%) 393 < 46.3% > 849 

合計 771 ( 11.2% ) 2,915 ( 42.4% ) 310 ( 4.5%) 2,086 ( 30.3% ) 15 ( 0.2%) 154 ( 2.2%) 646 ( 9.4%) 6,882 < 58.7% > 11,724 

w 

2 指定都市 （単位：施段、%）

区分 1株式会社 2財団特湾例人民．主量公注人益入金I、図一・般財社団図注・ 3 公共団体 4 公共的団体 うち地縁による団体
5 特定非営利活動法人 6 1～5以外の団体 合計

1 レクリエーション・スポーツ鎗Ill: 163 ( 18.4覧｝ 449 ( 50.7% ) 2 ( 0.2%) 68 ( 7.7% ) 49 ( 5.5%) 27 ( 3.0%) 177 ( 20.0覧） 886 ( 100.0" ) 

2 産業振興施飯 21 ( 16.4%) 61 ( 47.7%) 0 ( 0.0%) 23 ( 18.0覧｝ 16 ( 12.5% ) 2 ( 1.6% ) 21 ( 16.4%) 128 ( 100.0") 

3 基盤施訟 705 ( 28.9覧｝ 1,235 ( 50.6% ) 0 ( 0.0%) 422 ( 17.3% ) 234 ( 9.6%) 8 ( 0.3%) 69 ( 2.8%) 2,439 ( 100.0") 

4 文教施設 76 ( 8.7%) 480【55.0%) 0 ( 0.0%) 142 ( 16.3% ) 98 ( 11.2%) 48 ( 5.5%) 127 ( 14.5覧｝ 873 ( 100.0%) 

5社会福祉施綾 24 ( 1.2%) 430 ( 21.5% ) 0 ( 0.0覧｝ 1,451 ( 72.5見｝ 297 ( 14.8% ) 31 ( 1.5% ) 65 ( 3.2%) 2,001 ( 100.0%) 

合計 989 ( 15.6% ) 2,655 ( 42.0% ) 0 ( 0.0%) 2,106 ( 33.3覧｝ 694 ( 11.0覧｝ 116 ( 1.8% ) 459【 7.3%) 6,327 ( 100.0") 



3市区町村 （単位：施設、%）

区分 1株式会社 2財団4暗法例人民、法公注益人入社、団・般財社団図法・ 3 公共団体 4 公共的団体 うち地縁による団体 5 特定非営利活動法人 6 1～5以外の団体 合計

1 レクリエーション・スポーツ.llR 3,664 ( 29.7%) 4,326 ( 35.0% ) 16 ( 0.1%) 1,925 ( 15.6覧｝ 1,114 ( 9.0%) 854 ( 6.9%) 1,567 ( 12.7%) 12,352 ( 100.0% ) 

2 産業振興施設 1,559 ( 22.8% ) 878 ( 12.8覧） 22 ( 0.3%) 3,164 ( 46.3弘｝ 1,559 ( 22.8% ) 176 ( 2.6%) 1,039 ( 15.2%) 6,838 ( 100.0% ) 

3 基盤施設 2, 160 ( 15.1 % ) 5,822 ( 40.6% ) 8 ( 0.1%) 3,530 ( 24.6覧｝ 2,627 ( 18.3% ) 103 ( 0.7%) 2,718 ( 19.0%) 14,341 ( 100.0潟）

4 文教施設 875 ( 7.1%) 1,610 ( 13.0% ) 6 ( 0.0%) 8,623 ( 69.8% ) 7,831 ( 63.4%) 458 ( 3.7覧） 780 ( 6.3覧） 12,352 ( 100.0% ) 

5 社会福祉施設 357 ( 3.3%) 1,069 ( 9.8覧｝ 70 ( 0.6%) 8,390 ( 76.8% ) 2,011 ( 18.4覧｝ 450 ( 4.1%) 594 ( 5.4%) 10,930 ( 100.0% ) 

4匹ヨhゐきロヰI 8,615 ( 15.2%) 13, 705 ( 24.1 % ) 122 ( 0.2%) 25,632 ( 45.1 % ) 15,142 ( 26.7%) 2,041 ( 3.6% ) 6,698 ( 11.8% ) 56,813 ( 100.0% ) 

~ 

4 全体 （単位：施設、%）

区分 1株式会社 2財団特法例人民、法公法人益人社、団一・般財社団団法・ 3 公共団体 4 公共的団体 うち地縁による団体 5 特定非営利活動法人 6 1～5以外の団体 合計

1 レヲリエーション・スポーツ錨段 3,925 ( 28.6% ) 4,956 ( 36.1%) 110 ( 0.8%) 2,036 ( 14.8% ) 1, 169 ( 8.5% ) 894【 6.5%) 1,821 ( 13.3%) 13,742 ( 100.0%) 

2 産業振興施設 1,614 ( 22.6%) 1,037 ( 14.5%) 29 ( 0.4%) 3,197 ( 44.8%) 1,576 ( 22.1%) 185 ( 2.6%) 1,076 ( 15.1%) 7,138 ( 100.0%) 

3 基盤施設 3,440 ( 15.6% ) 9,348 ( 42.3% ) 177 ( 0.8%) 5,674 ( 25.7覧｝ 2,861 ( 12.9%) 210 ( 1.0%) 3,252 ( 14.7%) 22 101 ( 100.0%) 

4 文教施設 1,003 ( 7.3%) 2,377 ( 17.3%) 40 ( 0.3%) 8,783 ( 64.0% ) 7,937 ( 57.9%) 532 ( 3.9%) 982 ( 7.2%) 13,717 ( 100.0%) 

5 社会福祉施設 393 ( 2.9%〕 1,557<11.7%> 78 ( 0.6%) 10,134 ( 76.1見） 2,308 ( 17.3%) 490 ( 3.7%) 672 ( 5.0%) 13,324 ( 100.0% ) 

合計 10,375 ( 14.8%) 19,275 ( 27 .5% ) 434 ( 0.6%) 29,824 ( 42.6% ) 15,851 ( 22.6% ) 2,311 ( 3.3%) 7 ,803 ( 11 .1 % ) 70,022 ( 100.0% ) 

句’
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表3 指定管理者の選定手続別状況

1都道府県 （単位：施設、%）

1公募により候補 2公募により候補
3 公募により候

4 従前の管理受

区分
者を募集、職員以 者を募集、職員を

補者を募集
（小計）公募により候 託者・指定管理者 5 1～4以外の

合計
外を中心とした合 中心とした合議体 補者を募集 を公募の方法によ 方法により選定
強体により選定 により選定

(1・2以外）
ることなく選定

1 レクリエーション・スポーツ施陸 243 89 28 360 ( 71.4% ) 118 26 504 ( 100.0% ) 

2 産業娠興施設 96 10 9 115 ( 66.9% ) 53 4 172 ( 100.0% ) 

3 基盤施設 2,313 207 422 2,942 ( 55.3% ) 2,335 44 5,321 ( 100.0見）

4 文教施設 276 48 22 346 ( 70.3% ) 126 20 492 ( 100.0覧｝

5 社会福祉施設 129 50 40 219 ( 55.7% ) 169 5 393 ( 100.0弘）

合計 3,057 404 521 3,982 ( 57 .9% ) 2,801 99 6,882 ( 100.0% ) 

01 

2 指定都市 （単位：施設、%）

1公募により候補 2 公募により候補
3 公募により候

4 従前の管理受

区分
者を募集、職員以 者を募集、職員を

補者を募集
（小計）公募により候 託者・指定管理者 5 1～4以外の

合計
外を中心とした合 中心とした合繊体 補者を募集 を公募の方法によ 方法により選定
強体により選定 により選定

(1・2以外）
ることなく選定

1 レクリエーション・スポーツ施陸 479 211 75 765 ( 86.3覧） 88 33 886 ( 100.0覧）

2 産業振興施設 54 21 4 79 ( 61.7覧） 39 10 128 ( 100.0見）

3基盤施設 817 399 34 1,250 ( 51.3覧） 1,012 177 2,439 ( 100.0覧）

4 文教施設 367 170 12 549 ( 62.9% ) 296 28 873 ( 100.0% ) 

5 社会福祉施設 551 301 37 889 ( 44.4% ) 813 299 2,001 ( 100.0見）

合計 2,268 1,102 162 3,532 ( 55.8% ) 2,248 547 6,327 ( 100.0% ) 



3 市区町村 （単位：施設、%）

1 公募により候補 2公募により候補 3公募により候
4 従前の管理受

区分
者を募集、職員以 者を募集、職員を

補者を募集
（小計）公募により候 託者・指定管理者 5 1～4以外の

合計
外を中心とした合 中心とした合議体 補者を募集 を公募の方法によ 方法により選定
議体により選定 により選定

(1・2以外）
ることなく選定

1 レクリヱーション・スポーツ施置 1,994 3,504 636 6,134< 49.7%> 5,121 1,097 12,352 ( 100.0% ) 

2 産業振興施設 504 997 173 1,674 ( 24.5% ) 4,535 629 6,838 ( 1 00.0% ) 

3 基盤施設 2,716 3,941 701 7,358 ( 51.3% ) 5,775 1,208 14,341 ( 100.0%) 

4 文教施設 793 1,205 319 2,317 ( 18.8覧） 9,056 979 12,352 ( 100.0% ) 

5 社会福祉施設 1,134 1,568 293 2,995 ( 27 .4% ) 7,048 887 10,930 ( 100.0% ) 

合計 7,141 11,215 2,122 20,478 ( 36.0% ) 31,535 4,800 56,813 ( 100.0%) 

m 

． 一－一 －，， 
1 公募により候補 2公募により候補

3 公募により候
4 従前の管理受

区分
者を募集、職員以 者を募集、職員を

補者を募集
（小計）公募により候 託者・指定管理者 5 1～4以外の

合計
外を中心とした合 中心とした合議体 補者を募集 を公募の方法によ 方法により選定
議体により選定 により選定

(1・2以外）
ることなく選定

1 レクリエーション・スポーツ施股 2,716 3,804 739 7,259 ( 52.8覧） 5,327 1,156 13,742 ( 100.0見）

2 産業振興施設 654 1,028 186 1,868 ( 26.2% ) 4,627 643 7,138 ( 100.0見）

3 基盤施設 5,846 4,547 1,157 11,550 ( 52.3% ) 9,122 1,429 22,101 ( 100.0%) 

4 文教施設 1,436 1,423 353 3,212 ( 23.4覧｝ 9,478 1 027 13,717 ( 100.0見）

5 社会福祉施設 1,814 1,919 370 4,103 ( 30.8覧） 8,030 1, 191 13,324 ( 100.0覧）

合計 12,466 12,721 2,805 27,992 ( 40.0% ) 36,584 5,446 70,022 ( 100.0% ) 

－．． 
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表4 指定管理者導入施設の従前の管理状況
、一『.. －・・’‘ー， ーー，

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 指定管理者 3,531 ( 51.3% ) 2,584 ( 40.8覧） 25,366 ( 44.6% ) 31,481 ( 45.0% ) 

2 旧管理委託制度による管理 2,937 ( 42. 7% ) 3, 122 ( 49.3% ) 20,098 ( 35.4% ) 26, 157 ( 37.4% ) 

3 直営 338 ( 4.9%) 431 ( 6.8%) 9,693 ( 17 .1 % ) 10,462 ( 14.9% ) 

4 施設の新設 76 ( 1.1%) 190 ( 3.0%) 1,656 ( 2.9%) 1,922 ( 2.7%) 

合計 6,882 ( 100.0覧） 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0覧）

表5 指定管理者制度導入施設の指定の回数
‘盲 －・・】 ーー，

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 1回 3,391 ( 49.3% ) 3,786 ( 59.8% ) 30,879 ( 54.4% ) 38,056 ( 54.3% ) 

2 2回 3,4 7 4 ( 50.5% ) 2,288 ( 36.2% ) 25, 107 ( 44.2% ) 30,869 ( 44.1 % ) 

3 3回 13 ( 0.2% ) 116 ( 1.8% ) 548 ( 1.0% ) 677 ( 1.0% ) 

4 4回 4 ( 0.1覧） 133 ( 2.1 % ) 250 ( 0.4% ) 387 ( 0.6%) 

5 5回以上 0 ( 0.0首） 4 ( 0.1 % ) 29 ( 0.1首） 33 ( 0.0覧）

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 

表6 従前の管理受託者・指定管理者が引き続き指定管理者となった施設数
、． 一－． 司.. - - , 

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

従前の管理受託者・指定管理者が
引き続き指定管理者となった施設 5,515 ( 80.1 % ) 4,690 ( 74.1 % ) 40,485 ( 71.3% ) 50,690 ( 72.4% ) 
数（A) (A/C%) 

理うち者従を前包の管理受託者・指定管
公募の方法によることなく 2.769 ( 40.2覧） 2, 134 ( 33.7% ) 28, 172 ( 49.6% ) 33,075 ( 47.2覧）

選定（B) (B/C%) 

指定管理者制度導入施設数（C; 6,882 ( 100.0覧） 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 

表7 施設ごとの具体的な選定基準の事前公表状況
、~..... ・・ M ‘...a回同園、 ，ー，

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 事前公表している 4,613 ( 67.0% ) 4,795 ( 75.8% ) 25, 193 ( 44.3% ) 34,601 ( 49.4% ) 

2 事前公表していない 2,269 ( 33.0% ) 1,532 ( 24.2% ) 31,620 ( 55.7% ) 35,421 ( 50.6% ) 

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 1 00.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 
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表8 施設ごとの具体的な選定手続の事前公表状況

可p ・， ‘・一，

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 事前公表している 4,659 ( 67.7%) 4,697 ( 74.2%) 26,690 ( 47.0% ) 36,046 ( 51.5% ) 

2 事前公表していない 2,223 ( 32.3% ) 1,630 ( 25.8% ) 30, 123 ( 53.0% ) 33,976 ( 48.5% ) 

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 

表9 指定管理者の選定理由の公表状況
一－ - 『－・

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1公表している 6,292 ( 91.4%) 4,774 ( 75.5覧） 26,860 ( 47.3% ) 37,926 ( 54.2見）

2 公表していない 590 ( 8.6覧） 1,553 ( 24.5覧） 29,953 ( 52. 7% ) 32,096 ( 45.8% ) 

合計 6,882 ( 100.0弘） 6,327 ( 100.0見） 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 

表10指定管理者の評価の実施状況
‘・ 一四 可．

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

評価を実施している施設数 6,707 ( 97.5%) 5,322 ( 84.1 % ) 30,989 ( 54.5% ) 43,018 ( 61.4% ) 

｜うをち有公す共るサ外－郎m有臨者つ等いのて観専点門を的導知入見 2,783 ( 40.4%) 2,491 ( 39.4%) 6,135 ( 10.8%) 11,409 ( 16.3% ) 

指定管理者制度導入施設数 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 

表11施設の種別に応じた必要な体制の整備に関する事項の協定等への記載状況
’，.・－司．’『－・

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 協定等に記載している 6,567 ( 95.4% ) 5,705 ( 90.2覧） 41,069 ( 72.3覧） 53,341 ( 76.2% ) 

2 協定等に記載していない 315 ( 4.6%) 622 ( 9.8%) 15,744 ( 27.7先） 16,681 ( 23.8% ) 

合計 6,882 ( 100.0弘） 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0覧） 70,022 ( 100.0% ) 

表12損害賠償責任の履行の確保に関する事項の協定等への記載状況
． 一四 司・． 

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1協定等に記載している 3,973 ( 57.7%) 5,089 ( 80.4% ) 48,484 ( 85.3% ) 57 ,546 ( 82.2% ) 

2 協定等に記載していない 2,909 ( 42.3% ) 1,238 ( 19.6% ) 8,329 ( 14.7% ) 12,476 ( 17.8% ) 

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% ) 

8 
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表13 指定管理者制度導入施設の指定期間別状況
、..... ー』ー』 •II＜：；~~，曹，

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1年 70 ( 1.0% ) 84 ( 1.3% ) 777 ( 1.~% ) 931 ( 1.3% ) 

2年 44 ( 0.6拡） 135 ( 2.1%) 968 ( 1. 7% ) 1, 147 ( 1.6% ) 

3年 3,931 ( 57.1覧） 871 ( 13.8% ) 18,042 ( 31.8見） 22,844 ( 32.6% ) 

4年 310 ( 4.5%) 2,684 ( 42.4% ) 4,311 ( 7.6% ) . 7,305 ( 10.4%) 

5年 2,457 ( 35. 7% ) 2,399 ( 37.9% ) 28,285 ( 49.8% ) 33,141 ( 47.3%) 

6年 4 ( 0.1 % ) 14 ( 0.2% ) 300 ( 0.5%) 318 ( 0.5%) 

7年 9 ( 0.1 % ) 1 ( 0.0旬） 89 ( 0.2% ) 99 ( 0.1 % ) 

8年 9 ( 0.1 % ) 7 ( 0.1 % ) 79 ( 0.1 % ) 95 ( 0.1 % ) 

9年 0.0覧） 17 ( 0.3覧） 179 ( 0.3%) 197 ( 0.3%) 

10年以上 47 ( 0.7覧） 115 ( 1.8覧） 3,783 ( 6.7%) 3,945 ( 5.6% ) 

合計 6,882 ( 1 00.0覧） 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0覧） 70,022 ( 100.0覧）

表14指定管理者における利用料金制の採用状況
‘一一宮一 . ~日 町，，，

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

利用料金制を採用
3,210 ( 46.6% ) 1,998 ( 31.6% ) 28,027 ( 49.3% ) 33,235 ( 47.5% ) 

（一部利用料金制も含む。）

指定管理者導入施設数 6,882 ( 1 00.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0%) 70,022 ( 100.0% ) 

表15 指定管理者における管理の範囲の状況
、1 一 ベー ．，，， 

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 当骸施設を包括的に管理している 6,797 ( 98.8首） 6, 185 ( 97.8% ) 55,008 ( 96.8% ) 67,990 ( 97.1%) 

2 当該施設の一都を管理している 85 ( 1.2%) 142 ( 2.2覧） 1,805 ( 3.2%) 2,032 ( 2.9覧）

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0覧）
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表16 指定管理者の指定を取り消した事例とその理由
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

費用対効果・サービス水単の検証の結果 2 20.0% 0 0.0% 78 12.5気 80 11.9% 

指定管理者の経営図鑑等 3 30.0% 27 67.5首 223 35.9" 253 37.6" 
運用上の理由 5 50.0% 31 77.5" 312 50.2" 348 51.8" 

指定管理者の業務不履行 0 0.0覧 0 0.0% 7 1.1% 7 1.0" 

指定管理者の不正事件 0 0.0" 4 10.0首 4 0.6" 8 1.2" 

団体自身の理由 指定管理者の合併・解散等 2 20.0% 2 20.0気 2 5.0% 2 5.0% 145 23.3覧 145 23.3" 149 22.2" 149 22.2" 

施設の休止・廃止等 1 10.0% 7 17.5" 59 9.5" 67 10.0% 
ドーーー一ーーーー

施政の再編・統合 0 0.0" 0 0.0% 22 3.5% 22 3.3" 
施設の見直し 3 30.0気 7 17.5潟 163 26.2" 一 17325.7" 

施設の民間娘渡等 2 20.0" 0 0.0% 81 13.0% 83 12.4施

一
施設の管理方針の見直し 0 0.0気 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1% 

公募要件不備・不選定等 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1% 
手続きょの理由 0 0.0% 0 0.0% 2 0.3" 2 0.3" 

協定締結のための協議不調 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1 % 

合計 10 100.0¥ 10 100.0唱 40 100.<1' 40 100.0弘 622 100.0¥ 672 100.<1' 672 100.0覧

表17期聞を定めて管理の業務の停止を行った事例とその理由
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

指定管理者の業務不履行 0 - 0 - 3 0.5% 3 37.5" 

運用上の理由 指定管理者の不正事件 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0.3% 6 75.0" 2 25.0% 6 75.0% 

一不正事件の有無の調査 0 - 0 - 1 0.2% 1 12.5" 

施肢の見直し 施設の休止・廃止等 0 - 0 - 0 - 。一 2 0.3% 2 25.0% 2 25.0% 2 25.倒

合計 。一 。一 8 1.3" 8 100.0¥ 8 100.的 8 100.0¥ 

表18 指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた事例とその理由
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

費用対効果・サービス水継の検匝の結果 2 0.6% 0 0.0% 281 38.3句 283 19.9" 
運用上の理由 2 0.6% 0 0.0% 315 43.0気 317 22.3" 

指定管理者の経営困難等 0 0.0% 34 4.6% 34 2.4% 

団体自身の理由 指定管理者の合併・解散等 4 1.3" 0 0.0% 0 0.0" 4 0.5% 8 0.6" 8 0.6気

施訟の休止・廃止等 23 7.4" 33 8.7% 141 19.2" 197 13.9民

施設の再編・統合 1 0.3% 0 0.0% 13 1.8" 14 1.0% 
ーーιa‘ー

施設の見直し 施設の民間鰻渡等 31 10.0気 302 97.7気 1 0.3% 378 100.0也 162 22.1" 370 50.5気 194 13.7施1.050 73.9九

施設の管理方針の見直し 3 1.0" 0 0.0潟 54 7.4% 57 4.0気

一管理代行制度への移行 244 79.0" 344 91.0胃 0 0.0% 588 41.4" 

公募への応募なし 0 0.0% 19 2.6" 19 1.3% 
~ －一一

公募要件不備・不選定等 0 0.0% 2 0.1% 
手続き上の理由 1 0.3完 0 0.0" 44 6.0% 45 3.2% 

議会の不同意 22 3.0" 23 1.6% 

協定締結のための協議不調 1 0.1% 

合計 309J 100.0'4 3781 •oo.O\ 7331100.0¥ 7331100仇 1.420: 100.0、1.4201100.仇
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表19 取消し後・業務停止後・指定期間満了後の管理
（単位：施設、%）

指定管理者の指定を
都道府県 指定都市 市区町村 合計

取り消した後の管理

直営 6 60.0% 5 12.5% 21.2% 143 21.3% 

業務委託 。 0.0% 。 0.0% 12 1.9% 12 1.8覧

休止・廃止 10.0% 6 15.0旬 117 18.8% 124 18.5% 

再指定 10.0% 28 70.0% 284 45.7% 313 46.6" 

直営ののち再指定 。 0.0% 。 0.0% 9 1.4% 9 1.3% 

民間等へ譲渡 2 20.0% 。 0.0% 65 10.5% 67 10.0% 

民間等へ貸与 。 0.0% 2.5% 2 0.3% 3 0.4" 

他施設との統合 。 0.0% 。 0.0% 0.2% 0.1覧

10 100.0% 40 100.0% 100.0% 672 100.0% 

期間を定めて

管理行の勺f業F鋒務のの管停理止を
都道府県 指定都市 市区町村 合計

直営 。ー 。ー 2 25.0% 2 25.0% 

休止・廃止 。ー 。ー 6 75.0% 6 75.0% 

。ー 。ー 100.0% 8 100.0% 

指定期間の満了をもって

管指理定を取管り理止者め制た度後にのよ管る理
都道府県 指定都市 市区町村 合計

直営 9 2.9% 。 0.0% 2971 40.5% 306 21.5% 

業務委託 0.3% 。 0.0% 14.7% 109 7.7% 

休止・廃止 48 15.5% 33 8.7% 31.7% 313 22.0% 

管理代行制度による管理 244 79.0% 344 91.0% 。！ 0.0% 588 41.4% 

民間等へ譲渡 2 0.6% 0.3% 61 8.3% 64 4.5% 

民間等ヘ貸与 。 0.0% 0.0% 221 3.0% 22 1.5% 

地元団体等で維持管理 5 1.6% 。 0.0% 101 1.4% 15 1.1% 

他施設との統合 。 0.0% 。 0.0" 3 0.4% 3 0.2% 

100.0" 100.0% 7331 100.0% 1,4201 100.0% 

表20不服申立ての事例
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

不服申立てが認容された事例 。 0.0% 。一 0.0% 。 0.0% 

不服申立てが棄却された事例 100.0% 。一 51 100.0% 6 100.0% 

合計 100.0% 一 5 100.0% 6 100.0% 

不服申立て：地方自治法第244条の4第3項の規定に基づき、地方公共団体の長に対してする、公の施設を利用する権利

に関する処分についての不服申し立て

11 
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指定管理者制度導入施訟の状況

gl 1 I 2 I 3 I 4 I ;1 i,_11すすI4 I 5 I 6 I fl 1 I 2 I 3 I 4 I 5 kl 11 mill 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I日ーす7「－－2-rg--i
:Jレの挿J入l立、吾軒扇面1有正面存と2行上の行の問で実施してください。 セルの挿入は、合計欄の1行上の行と2行上の行の聞で実施してください。セルの挿入は、合計欄の1行上の行と2行上の行の聞で実施してください。 セルの挿入は、合計欄の1行上の行と2行土

延岡市夜間急病センター I ・ I IOI一般社団法人延岡市医師会 I : 0 I I I I I I 0 I I I H 16 i 6 I 29 I H 16 I 7 I l I I I ! I I • I 0 I I 0 
余罪高利用健康施設へルストピア延岡 IO: i . I ｜株式会社ヘルストピア延岡 I 0 I I I I I I I I 0 • I i I H 17 I 9 • 28 I H 18 I 4 I 1 I i i I ! I I i I 0 I . i 0 
延岡市立島浦齢療所 I I : I I 01島浦町区 I I 1 I I o I I I : o ! i ! I H 17 I 9 I 28 I H 18 I 4 I l I I I I i I ・ I i ・ o I ・ I ・ o 
延岡市東海コミュニティセンター I ・ 101 ｜廷岡市東海コミュニティセン9ー管理運営悔絡会｜ I I I I 0 I I I 0 i I I I H 20 I 12 ! 25 I H 21 I 4 I l I . I 0 • • I • I I I 0 
延岡市恒宮地区高齢者コミュニティーセンター｜ • 01社会招祉法人廷岡市社会福祉協路会｜ I . I 0 I I I I 0 • I I H 20 I 12 I 26 I H 21 I 4 I l I I I 0 I I 0 
延岡市南方東コミュニティセンター I ・ 10 ｜延岡市剤方東コミユ三ティセンヲー管理運営委員会｜ • • • I I I 0 I I • I 0 I H 21 . 3 I 18 I H 21 I 4 1 I I 0 I 
延岡市岡富コミュニティセンター I I 0 ｜延岡市岡宮コミュニティセンヲー管理運営曇員会｜ I I I 0 I I 0 I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I I 0 I 
市営住宅（桜ケ丘第1) I I 0 I I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I 0 I I 0 I I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I l 0 I I 
市営住宅（桜ケ丘第2) I QI ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I 0 I 0 I I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 1 I 0 I I 
市営住宅｛桜ケ丘第3) I I 0 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I 0 I 0 I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I 0 I 
市営住宅（桜ケ丘第4) I 0 I ｜廷岡宅地建物取引業協同組合 I I I I 0 I I 0 I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 I l I 0 I 
市営住宅（大門） I 01 . ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I . I I I I 0 I I 0 I I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 I 0 I 
市営住宅（松馬場） I : o , ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I ! i I 0 I 0 I H 21 : 12 21 I H 22 I 4 I 1 I I 0 I 
市営住宅（大武） I I .QI ! ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I I 0 I ' 0 ' I • I H 21 ' 12 ' 21 I H 22 4 I l I I i 0 I • ! 

市営住宅（昭和町第1) I I I 0 I I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I I O I . O I I I H 21 ! 12 ! 21 I H 22 ! 4 I 1 I i IO I I i I 
市営住宅（昭和町第2) I I I 01 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I ! I I 0 I I 0 I I I I H 21 i 12: 21 I H 22 I 4 I 1 I i I 0 I : i i 
市営住宅（天神小路） I : 01 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I I 0 I ' 0 ! I I I H 21 ! 12 21 I H 22 I 4 I 1 I I I 0 I ' I 
市営住宅（野地） I ・ 01 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I i I I . i I 0 I I 0 I I I H 21 I 12 21 I H 22 I 4 i. 1 I I 0 I I 
市営住宅（西階はぎ） I I 0 ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I : I I I I I 0 I I 0 I I ' I H 21 ! 12 I 21 I H 22 I 4 . 1 I I I 0 I I 
市営住宅（西階つつじ） I o I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I • I I I 0 I I 0 I I I I H 21 I 12 21 I H 22 I 4 I 1 I I 0 I 
市営住宅（西階かえで） I o I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I 0 I I 0 I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 4 I l I I 0 I 
市営住宅（西階すみれ） I I 10 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I o I I o I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 I I I O I I 
市営住宅（浜の山） I QI ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I O I I O I I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 I I I 0 I 
市営住宅（旭ケ丘北） I I IOI I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I ' I I • I : O I ・ O I • I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I l I IO I 
市営住宅（旭ケE南） I 10 , ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I i I ! 0 I I 0 I I I I H 21 I 12 21 I H 22 I 4 ' l I I 0 I I I 
市営住宅（ーケ岡A) I I '01 : ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I I 0 I I 0 I I I I H 21 I 12 ! 21 I H 22 I 4 I 1 I I I 0 I I I I 
市営住宅（ーケ岡B) I I I 01 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I ! I 0 I I 0 i I I I H 21 I 121 21 I H 22 I 4 : l I I I 0 I • . I I I : 
市営住宅（ーケ岡C) I I i 01 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I i I I I I 0 I I 0 : I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 ! l I I I 0 I I I I I ! 

市営住宅（ーケ岡D) I ' I 0 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I i 0 I I 0 i I I I H 21 I 12 ! 21 I H 22 I 4 • 1 I : 0 I I I ! I 
市営住宅（ーケ岡田 I lo • ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I ; I I 0 I I 0 . i I I H 21 I 12: 21 I H 22 I 4 1 I I 0 I i 
市営住宅（島浦第1> I I o ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I • I I , I Io I o ・ ' ; I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 , 1 I IO I 
市営住宅（島浦第2> I I o I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I 1 o I o ・ ・ I I H 21 I 12 I 21 I H 22 ・ 4 1 I 1 l o I 
市営住宅（愛宕荘） I o I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I IO I O I I I H 21 12 I 21 I H 22 4 1 I IO 
特定公共賃貸住宅（西階すみれ） I 10 I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I I 0 I I 0 I I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I I 0 
市営住宅（城） I o I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I I 0 I I 0 I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I I 0 I 
市営住宅（川｜水流） I QI ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I I I I 0 I I 0 I I H 21 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I I 0 
市営住宅（東原） I QI ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I . I I . I : 0 I I 0 I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I I 0 
市営住宅（久保山） I o I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I i I i I I 0 I 0 I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 1 I I I 0 
市営住宅（あけぼの） I 1Q I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I : • ! i I I 0 I I 0 I ! I I H 21 I 12 ! 21 I H 22 I 4 i 1 I I I 0 
市営住宅（曽木） I I IOI I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I • I I I I 0 I I 0 I I I I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 I I I 0 
市営住宅（棋峰） I I iOI I ｜延岡宅地建物取引業協同組合 I I ! I I I I 0 I I 0 I I ' I H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 I I I 0 I I I 

種別

施段の内容 1 株式会社
2 特例民法法人、

一般社団・財団法人、
公益社団・財団法人、
地方三公社

3 地方公共団体
4 公共的団体
5 地縁による団体
6 特定非営利活動法人
7 1～6以外の団体

施設名

1 レクリエーション・
スポーツ施設

2産業振興施設
3基盤施設
4 文教施設
5 社会福祉施設

指定管理者名

選定手続

1 公募により候補者を募集、
職員以外を中心とした合擁体
により選定

2 公募により候補者を募集、
職員を中l（）とした合描体に
より選定

3 公募により候補者を募集
(1・2以外）

4 従前の管理受託者・指定管
理者を公募の方法によること

なく選定
5 1～4以外の方法により選定

指定期間

指定日 管理開始日

1 1年
2 2年
3 3年
4 4年

5 5年
6 6年
7 7年
8 8年
9 9年
10 10年以上

指定期間の変更

1 前回の指定期間
よりも短い

2前回の指定期間
と閉じ

3 前回の指定期間
よりも長い

4 今回が1回目の
指定

。。
O

一O
一J
一。一勺一
O

一o
一一一一
l

一O
一－一
o
一O
一O
J
一J
一J
一o
一O
一O
一O
一O
一J
一o
一O
一O
一O
一o
一l
一O
一O
一O
一O
一O
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指定管理者制度導入施殴の状況

施股名

市営住宅（下鹿Jll)

市営住宅（上鹿川）

ニュータウン北方住宅

若者定住促進住宅（ユートピア北方）

市営住宅（宮野浦｝

市営住宅（古江）

市営住宅（阿蘇）

市営住宅（市慌）

市営住宅（梅木）

市営住宅（字和路）

市営住宅（直海）

市営住宅（永代）

市営住宅（曽立）

市営住宅（白石中央）

市営住宅（野峰）

市営住宅｛市棚）

特定公共賃貸住宅（曽立北）

延岡市黒仁岡地区倉庫飲組用水供給範llt

ファミリーハイツ

緑ケ丘児童館

旭児童館

延岡ライトハウス点字図書館

延岡ライトJ、ウス盲人ホーム

延岡市家畜排せつ物処理センター

図図書罰市中犠Sll量延岡総合文化センター

延岡市公会堂『野口肥念館J
延岡市共同作業場

延岡市浜木綿村

延岡市来越レジャーパーク

延岡市北浦デイサービスセンター

北老人福祉センター

延岡市岡富デイサービスセンター

延岡市北川老人福祉館

延岡市島浦デイサービスセンター

延岡市曽木デイサービスセンター

延岡市東海デイサービスセンター

延岡市北方デイサービスセンター

延岡市北方位康福祉センター

南老人福祉センター

延岡市民協働まちづくりセンター

下鹿川林象者健康地進用建物

慶林産物集出街貯蔵施位

施訟の内容

1 レクリエーション・
スポーツ施設

2 産業復興施訟
3 基盤施設
4 文教施設
5 社会福祉施訟

指定管理者名

g h 

5 
－.延岡毛主色連物耳目店業協同「組合

延岡宅地建物取引業協同組合

延岡宅地建物取引業協同組合

延岡宅地建物取引業協同組合

延岡宅地建物取引業協同組合

延岡宅地建物取引象協同組合

延岡宅地建物取引業協同組合

｜ ｜延岡宅地建物取引業協同組合

｜ ｜延岡宅地建物取引業協同組合

｜延岡宅地建物取引業協同組合

｜延岡宅地建物取引業協同組合

｜ ｜延岡宅地建物取引業協同組合

｜延岡宅地建物取引業協同組合

I ｜延岡宅地建物取引象協同組合

｜延岡宅地建物取引象協同組合

I ｜延岡宅地建物取引業協同組合

a延岡宅地建物取引象協同組合

黒仁田生産組合

OI社会福祉法人緑ケ丘福祉会

OI社会福祉法人緑ケ丘福祉会

OI学位法人純心学園

OI一般財団法人延岡愛盲協会

I OI一般財団法人延岡愛盲協会

0 ｜（株）延岡地区有樋肥料センター

QI ｜公益財団法人延岡総合文化センター

1Q ｜公益財団法人延岡総合文化センター

｜ ｜延岡市共同作業場使用者団体

I ' ｜北浦総合産業株式会社

｜ ｜ ｜北浦総合産業株式会社

I OI社会福祉法人千寿会

I OI財団法人延岡市高齢者福祉協会

I IOI財団法人延岡市高齢者福祉協会

I OI社会福祉法人延岡市社会徳社ta組会

I IOI社会福祉法人千寿会

I IOI社会福祉法人延岡市社会編祉飽崎会

I IQI社会福祉法人三ツ葉会

I IQI社会福祉法人延岡市社会福祉也峰会

I 101社会福祉法人延岡市社会得祉凶臓会

I OI財団法人延岡市高齢者福祉協会

I I 0 INPO法人のベおか市民力市禍
a下鹿Jll区

延岡農象協同組合

1 2 3 4 
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種別

1 株式会社
2 特例民法法人、

一般社団・財団法人、
公益社団・財団法人、
地方三公社

3 地方公共団体
4 公共的団体
5 地縁による団体
6 特定非営利活動法人
7 1～6以外の団体

112131415i617 

I I I 0 

I I 10 
I 1 I IO 

I 0 
I I 10 

I I I 10 
I I I I I 10 
I I I , , 10 
I i I I I 10 
I I I I I 10 
I I I I : 10 
I I I I ' !O 
I I I I I IO 
I I I I IO 
I I 10 

I I I 10 
I I IQ 

I I 01 I 

0 
IOI 

0 
10 
IQ 
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O[ 

io 
10 

0 
01 
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! ; 0 

10 

io 
10 
10 
0 
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0 
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IOI 
OI I 

選定手続

1公募により候補者を募集、
職員以外を中心とした合譜体
により選定

2 公募により候補者を募集、
職員を中心とした合識体に
より選定

3 公募により候補者を募集
(1・2以外）

4 従前の管理受託者・指定管
理者を公募の方法によること

なく選定
5 1～4以外の方法により選定
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1 I 2 3 4 5 

0 I I 

I 0 I I 
I 0 I I 

I 0 I I 

I 0 I 

IO  I I 
O I I 
o I I 

I O I I 
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1 2 3 4 

10 
I Q I 

IOI 
10 I I I 

101 I I I 

I 10 
I IOI I I I 

I IOI I I I 

I 101 I I '. I 1 
I IOI I I i I I I 
I IO! , ' I I I I 
I IOI ・ 1 I I 
I IO! I I I 

I OI I 
I IOI I 

I IQI 
I Q 

指定日 管理開始日

H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 I 12 21 I H 22 4 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 4 I 1 

H 21 1 2 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 12 I 21 I H 22 . 4 1 

H 21 I 12 ' 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 12 ! 21 I H 22 I 4 i 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 i 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 ~ 4 : 1 

H 21 1 2 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 I 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 21 12 I 21 I H 22 I 4 I 1 

H 22 I 3 29 I H 22 4 1 

H 22 I 3 I 29 I H 22 4 1 

H 22 I 12 27 I H 23 4 1 

H 22 12 27 I H 23 4 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 4 1 

H 22 12 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 12 27 I H 23 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 4 I 1 

H 22 I 12 27 I H 23 4 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 I 4 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 : 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 I 4 : 1 

H 22 ! 12 I 27 I H 23 : 4 : 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 ; 4 i 1 

H 22 I 12 i 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 ' 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 12 I 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 I 12 27 I H 23 I 4 I 1 

H 22 12 I 27 I H 23 4 I 1 

H 22 I 12 I 27 I H 23 4 I 1 

指定期間

1 1年
2 2年
3 3年
4 4年
5 5年
6 6年
7 7年
8 8年
9 9年
10 10年以上
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指定期間の変更

1 前回の指定期間
よりも短い

2前回の指定期間
と同じ

3 前回の指定期間
よりも畏い

4 今回が1回目の
指定
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指定管理者制度導入施訟の状況

選定手続
種別 指定期間

: 聴職公に公よ公（1りよ募募募員員・置2りをに以にに以選定中よよよ外外定りり心りを｝量候候中と補補補し』bた者者者と古を圭をし語た募募募合体集集集議に、、体

指定期間の変更
施殴の内容

1 株特一例般式会社
1 1年

2 民法法人、 2 2年 1 前より回もの短指い定期間i ス産基祉レ文クポ量盤教会リー橿施福エ施ツー興設位祉施シ施施ョ段殴ン設・

社団・財団法人、 3 3 年年

施設名 指定管理者名
公益社団・財団法人、

指定日 管理開始臼
4 4 2 前回の指定期間

I 地地地公特1～方方共韓定6三公的非に以公共よ営団外る社団体利国団体活団体動体法人

5 5 年年年
と同じ

6 6 
: 前よ今り回回ものが畏指1い回定目期の間7 7 

4 従前を5の定公管募理の受方託法者1・指定管 8 8 年年
理者 こよること 9 9 指定
なく選 10 10年以上

5 1～4以外の方法により選定

g h 』 k 町3 n 。
7下言－「す寸寸T-5- 1 I 2 31415 617 1 I 2 I 3 I 4 I 5 1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 ! 9 I 10 1 ' 2 I 3 I 4 

農産物直売・食材供給施設 101 財団法人速日の峰振興事業団 101 I 0 I H 22 I 12 I 27 H 23 ! 4 101 I 0 I 
高齢者活動促進施設 Qt 桓下老人クフブ IOI 01  H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 IOI 。
延岡市農産加工研修センター iOI 延岡市農産加工研修センター運営協絡会 IOI I o I H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 I 1 IOI Oi 
延岡市道の駅北川はゆま iOI 株式会社北川はゆま OI 。 H 22 12 27 H 23 I 4 Oi Oi 
延岡市ホタルの里休眠村 O! 株式会社北川はゆま 01 。 H 22 12 I 21 H 23 I 4 I 1 01 I I I O! 
延岡市祝子川温泉美人の湯 01 有限会社祝子川温泉美人の湯 01 。 H 22 12 27 H 23 4 OI ｜｜ IO I 
延岡市祝子川森林レクリエーション施股 01 祝子川財産管理組合 IO 。 H 22 12 I 21 H 23 I 4 I 1 01 IO I 
延岡市北方中部地区集落センター 01 川水流区 IO 。 H 22 12 27 H 23 I 4 10 10  

三位生活改善センター IOI 桓下区 IOI IO H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 I 1 IOI 10  

栂峰生活改善センター IOI 棉峰区 IOI 10  H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 I 1 !o: 10  

延岡市ETOランド速日の峰 01 一般財団法人速自の峰振興事業団 10 I o I H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 I 1 !Oi IQ 
延岡市rl.＃.総合利用使途絶段摩川キャンプII 01 上鹿川観光組合 IOI 0 i H 22 I 12 I 27 H 23 ! 4 I 1 0' 。
延岡市北方南部地区体育館 01 曽木区 :01 Q, H 22 i 12 I 27 H 23 i 4 I 1 IQ 。
延岡市北川鏡山牧場 :01 社団法人北川町畜産公社 IOI iO H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 I 1 iOi ,o 
延岡市島野浦島開発総合センター 10! 島浦町区 ;OI 10  H 22 I 12 I 27 H 23 I 4 IOI 10  

まちなかキッズホーム 10 特定非営利活動法人延岡市子育て支慢箇II会 IOI I O I H 23 I 12 16 H 24 I 4 I 1 10 i O I 
延岡市ーヶ岡コミュニティセンター IOI 延岡市ーヶ岡コミュニティセンヲー管湿運lH員会 10 10  H 23 I 12 20 H 24 ! 10 I 0 I 
延岡市川中コミュニアィセンター 01 延岡市川中コミュニティセン~－管理運a~員会 10 。 H 23 12 20 H 24 4 I IOI Io I 
延岡市舞野地区多目的研修センター 01 舞野地区多目的研修センター運営協峨会 10 。 H 23 12 21 H 24 4 IO IO I 
延岡市長井也康増進センター 01 延岡市本村自治公民館 10 。 H 23 12 21 H 24 4 I IO IO I 
延岡市須美江家族旅行村 01 須美江家族旅行村管理協会 IO 。 H 23 12 22 H 24 4 I 10 Io i 
の直上で実施してください~ ＂セルの 量1：は‘ のセルの直上で実施して（＂ださいム＼セ Jレ「の桶J..lま：ーこのセJじめ直上想実 権巴てください·~~セ11'の 置支Jは－~このセルの薗上で婁施 iで4定きL・,::'i:セルの割 3に1まごこのセルの直上で婁施してくださいa セルの挿入はこのセルの薗

104 141 61 531 121 19 01 121 15 01 0 561 Ol 45 o[ 01 oj ol 3 55 



公表状況 卸価

※を※轟選』植『rで欄択世『し1田選た書車場定可前基合公準に呈飽的し事λて前い公る』
長扶いに雨る肥，E』』入禰をで週『肝1択価し実回た値場実し合施て

利用料金制の探用状
況

管理の範囲 評等価への外部有限者
選定基継の事前公表 選定基継の内容 選定手続の事前公表 の視点の導入状況

1 利用料金制を 1 当骸括施設を ※「s欄を選選定択基し績たの場内合容に』肥で入「5 選定理由の公表状況 評価の実施状況

施位名 採用している
包的に管理 1 事前公表して 1 施訟の平等な利用 その他』 1 事前公表して 1 導入している

（一部利用料
している いる の確保に関すること いる 1 公表している 1 実施している 2 導入していない

金制も含む）
2 当骸施訟の 2 事いな前い公表して 2 施盟のサービス向上 2 事いな前い公表して 2 公表していない 2 実施していない

一部を管理 に閉すること 『5その他Jの内容を簡潔に毘
2 利用料金制を

している

3 誠に施団閲に体陵関す町由るす管来こる理務とこ経連と行費母車

入
保用していない

4 能力

5 その他

g p q r s t u v w x 
2 2 !) 1 I ? I 3 I 4 I 5 2 ？ 1 l 2 

：ルの挿入は、合計欄の1行上の行とkの行の聞で実施してください。セルの挿入は、合計欄の1 行よの行と2行上の行の聞で実施してください。セルの挿入は、合計欄の1行上の行と2行上の行の聞で実施してください。セルの挿入I~. 合計調の1 行上の行と2

延岡市夜間急病センター 。 。 。 01 10 OI 。 。 。 。
余黙利用健康路盤ヘルストピア延岡 。 。 。 010 01010 ：：回＇~ー関U守関・、4・~，ーd示Mし守・』闘司 r、，ー’Lム1F.疋~ 。 。 。 。
延岡市立島浦齢療所 。 。 。 01 01010 医療法上、営利目的の団体lま除1 。 。 。 。
延岡市東海コミユーティセンター 。 。 。 。。。010 地域市民のコミュニティ活動を促t 。 。 。 。
延岡市町E富h色区iliti省コミュニティーセンヲー 。 。 。 。。。。。個人情報保担。福祉活動の推進c 。 。 。 。
延岡市南方東コミユ－Tイセンター 。 。 。 。 。 。 。
延岡市岡富コミユーティセンター 。 。 。 。 。 。 。
市営住宅（桜ケ丘第1) 。 。 。 。。。1010 地場への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（桜ケ丘第2) 。 。 。 010101010 地犠への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（桜ケ丘第3) 。 。 。 01010 010  地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（桜ケ丘第4) 。 。 。 010101010 地犠への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（大門） 。 。 。 。0101010 地犠への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（松馬渇） 。 。 。 。l 0 010  。地壊への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（大武） 。 。 。 OIOIO!OIO 地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅｛悶和町第1) 。 。 。 010101010 地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（昭和町第2) 。 。 。 010101010 地場への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（天神小路） 。 。 。 0 01010 。地境への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（野地） 。 。 。 。0101010 地場への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（西階lまぎ） 。 。 。 010 01010 地蟻への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（西階つつじ） 。 。 。 0101010 。地壊への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（西階かえで） 。 。 。 01010 OIO  地場への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（西階すみれ） 。 。 。 010 010  。地域への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（浜の山） 。 。 。 01010 。。地培への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（怨ケ丘北） 。 。 。 0101010 。地培への貢献等が図られている二 。 。 。 。
市営住宅（旭ケ丘南） 。 。 。 。010 010  地域への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（ーケ岡A) 。 。 。 。。。010 地培への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（ーケ岡B) 。 。 。 01010 010  地蟻への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（ーケ岡C) 。 。 。 010 。010  地場への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（ーケ岡D) 。 。 。 0.010 。。地場への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（ーケ岡田 。 。 。 0・010 010  地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（島浦第1) 。 。 。 01010 010  地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（島浦第2) 。 。 。 。010 010  地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（愛宕荘） 。 。 。 01010 010  地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
特定公共賃貸住宅（西階すみれ） 。 。 。 。010 010  地場への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（械） 。 。 。 01010 OIO  地壊への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（川水流） 。 。 。 。010 010  地培への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅｛東原） 。 。 。 。01010 。地犠への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（久保山） 。 。 。 0101010 。地培への貢献等が図られている； 。 。 。 。
市営住宅（あけぼの） 。 。 。 。010 010  地蟻への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（曽木） 。 。 。 。0101010 地培への貢献等が図られているこ 。 。 。 。
市営住宅（禍崎） 。 。 。 0101010 。地域への貢献等が図られているこ 。 。 。 。



3用料金制の採用状｜管理の範囲

施段名
1 利用料金制を

採用している
（一部利用料
金制も含む）

2 利用料金制を
採用していない

gj p 

I 1 I 2 
市営住宅（下鹿川｜） I I o 
市営住宅（上鹿川｜） I I o 
ニュータウン北方住宅 I I o 
若者定住促進住宅（ユートピア北方） I I o 
市営住宅（宮野浦） I ! o 
市営住宅（吉江） I i o 
市営住宅（阿蘇） I I 0 
市営住宅（市掻） I I O 
市営住宅（梅木） I I o 
市営住宅（字和路） I I o 
市営住宅（直海） I I o 
市営住宅（永代） I I o 
市営住宅（曽立） I I o 
市営住宅（白石中央） I I o 
市営住宅｛野崎） I I o 
市営住宅（市棚） I I o 
特定公共賃貸住宅｛曽立北） I ! o 
延岡市緑仁図地区曾康飲謎用水供給施段｜ I O 
ファミリーハイツ I I 0 
緑ケ丘児童館 I I o 
担児童館 I I O 
延岡ライトハウス点字図書館 I I o 
延岡ライトハウス宙人ホーム I I o 
延岡市家畜排せつ物処理センター l o I 
図図書官市中核施段延岡総合文化センター｜ o I 
延岡市公会堂『野口記念館J I 0 I 
延岡市共同作業場 I I o 
延岡市浜木綿村 I o I 

延岡市来越レジャーパーク I o I 

延岡市北浦デイサービスセンター I O I 
北老人福祉センター I I o 
延岡市岡富デイサービスセンター I o ! 

延岡市北川老人福祉館 I o I 
延岡市島浦デイサービスセンター I O I 
延岡市曽木デイサービスセンター I o I 

延岡市東海デイサービスセンター I o I 
延岡市北方デイサービスセンター I o I 
延岡市北方健康福祉センター I o I 

南老人福祉センター I I O 
延岡市民協働まちづくりセンター I O I 
下鹿川林業者健康増進用建物 I o I 

農林産物集出荷貯蔵施盈 I O I 

1 当骸施設を
包括的に管理
している

2 当額施設の
一部を管理
している
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公表状況

※『r欄選定基継の事前公
表』で『1 事前公表しているJ
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基単の事前公表｜選定基準の内容

1事前公表して
いる

2 事前公表して
いない

q 

2 ］
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i
F
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※「s欄選定基績の内容jで『5
その他Jを選択した場合に記入

選定手続の事前公表
選定理由の公表状況｜評価の実施状況

1 実施している
2 実施していない

1 施設の平等な利用
の確保に関すること

2 施設のサービス向上
に関すること

3 施設の管理経費の節
誠に関すること

4 団体の業務遂行能力
に関すること

5 その他

『5その他jの内容を簡潔に毘
入
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1 事前公表して
いる

2事前公表して
いない
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2 公表していない
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評価

「菜!W画評価の実話
状況jで『1 実施して
いる』を選択した場合
に肥入

肝価への外部有識者
等の視点の導入状況

1 導入している
2 導入していない

w x 
l 2 

I 0 
I 0 
! 0 

0 
0 

I Q 
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I 0 
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I 0 
I Q 
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I O 
I 0 
i 0 

0 
I 0 
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公表状況 評価

諜を聾器選摘f』rで綱択融『し1図選た書事堀定可前合基公aにa聾位田し入司匹て前い公る』 業状いにる胞f現w』Jλ欄をで置円評択面し安た白時場翼し合範て

利用料金制の採用状 管理の範囲 評価への外部有織者
況 選定基準の事前公表選定基準の内容 選定手続の事前公表 等の視点の導入状況

1 当肢施肢を ※「s欄選定基準の内容』で「5 選定理由の公表状況評価の実施状況
1

採利；1金用用用師制料し料事もて金金l古用い制制料むる苦を） 包括的に管理 1 事前公表して 1 施施由施に躍団に関闘盤確設般に体すす関の憧由の由るする平にサ管章ここる関等理務ととこすピ遂な経とス利る行費向こ用の能と上節力 その他』を選択した場合に配入 1 事前公表して 1 導入している
施設名 している いる いる 1公表している 1実施している 2導入していない

2 当骸施股の 2 事前公表して 2 2 事前公表して 2 公表していない 2 実施していない
一部を管理 いない 『5その他Jの内容を簡潔に記 いない

2 採用していない している 3 入

4 

5 その他

g p q r s t u v w x 

1 I 2 1 I 2 1 2 1 213 4 5 1 2 1 I 2 1 2 1 I 2 
農産物直売・食材供給施設 0 I 0 I 0 I 0101010 0 I 0 I 0 I 1 0 
高齢者活動促進施盤 01  01  10  1111  10  01  01  lO  
延岡市農産加工研修センター OI  01  1 0  II  10  01  01  o 
延岡市道の駅北川はゆま OI  01  o II  I lo  01  01  10  
延岡市ホタルの里休暇村 01  o:  10  I I 10  01  O!  10  
延岡市祝子川温泉美人の湯 01  01  O I I O O 01  10  
延岡市祝子川森林レクリエーション施段 01  OI  o II  I o o 01  IO  
延岡市北方中部地区集落センター 01  01  O I O O OI  o 
三位生活改善センター 01  01  o I o o OI  o 
栂峰生活改善センター 01  01  O I O O OI  o 
延岡市ETOフンド速日の峰 •O I O I O I O O 0 o 
延岡市寂t*総合利問促進路段鹿川キャンプt110I OI  O I O O 0 O 
延岡市北方南部地区体育館 OI  O !  O II  O O O IO  
延岡市北川鏡山牧渇 iO  O !  O II  O 0 O 10  
延岡市島野浦島開発総合センター O!  O !  10  II  10  01  01  10  
まちなかキッズホーム 0 0 I 0 I 0 010  0 0 市長が必要と認める業務 O I O I O I I O 
延岡市ーヶ岡コミュニアイセンター o I 0 I I O I I I I O O I 0 I : -o 
延岡市川中コミュニァィセンター 01  Ol  10  II!  10  01  01  10  
延岡市舞野地区多目的研修センター Oi  01  10  Ill  IO  0 01  10  
延岡市長弁健康治進センター 01  01  0 1111  10  01  01  10  
延岡市須美江家族銀行村 0 I 0 I 0 I OIOIOIOIO 環境保題、福祉政策に関する』と O I O I 0 I ! O 
のti上で実施して〈ださい． セルの E上で婁躍してください」 セルの掃入I忠このセルの置止で婁施してくださいムセルの掃λlま．このセルの今置上で実施してぐださいよιセルの揖λIま．」のセレの直上で実施してくださいaa セルの掃λは．』のセルの直上で婁

41 t 63 1041 o 60 44 6ol 5sl 6ol 60 51 



協定等 債務負担

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に閉する事項

施必殴のな体種制別に応じた 労働法令の遵守や
個人情報保護への

要 に関する 地方害公共団体への 利償用者への損害賠 施設の修繕について
緊急時の対応につい 雇用・労働条件への

配慮規定
事項 損賠償について について

備品について
て 配慮規定

1 選定時に示し 1 選定時に示し 1 選定時に示し
1 選定時に示し 1 選定時に示し

1 選定時に示し 1 選定時に示し 来・raa欄労働法令の遵守や眉 1 選定時に示し

ている、かつ、 ている、かつ、 ている、かつ、 ている、かつ、 用・労働条件への配慮規定で『1J 協てい定る等、lかつ、
て協い定る等、にか配つ鉱、 協てい定る等、lかつ、 ている、かつ、 こ記能 債務負担行おの設定

協定等に記載 こ飽眠
協定等に記載 協定等に配眠

協定等に1a眠 協定等に配舷 ～『3』を選択した場合で、『労働
している

施設名 している している している
している している

している している 法令を遵守することJ以外の提
2 選定時にのみ 1 設定している

2 選定時にのみ 2 選定時にのみ 2 選定時にのみ
2 選定時にのみ 2 選定時にのみ

2 選定時にのみ 2 選定時にのみ 示・記離がある場合に肥入
示している 2 設定していない

示している 示している 示している
示している 示している

示している 示している
3 協定等にのみ

: 協肥遭ず草定定．睡協等し時し定ててににい等いの示るなにみさいも 3 記協臆定定‘協等し時定てににい等の示るにみさも 3 協E定E定、協等し時定てににい等の示るにみさも : 協配ず遺配厳車定定．協等し時し定ててにに等いいの示なるにみさいも

3 協定等にのみ
3 協定等にのみ 3 協定等にのみ

記載している

4 Eず選E眠定、協し時定てにい等示るにさも
記離している

4 記選ず載定、協し時定てにい等示るにさも
の「労具働体法的令なを内遭容守をす簡る潔こlとJ以外

4 ず選離定、協時し定てに等L示VI さ4 ず選 4 ず選 4 ず選定、協時定に等示にさも
こ記入

ーも

1a蝦 記観していない 配蝕していない
記載していない

記聾していない 記厳していない
記 ない

g y zの1 zの2 zの3 zの4 zの5 aa ab ac ad 

1 I 2 i 3 I 4 1 I 2 : 3 I 4 1 Tヲ寸すT4 1 1 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1「2T--3I 4 1 • 2 3 I 4 2 

:Jレの婦人は、合計欄の1行上の行と：行上の行の聞で実施してください。 セルの 哲人は、合計欄の1行上の行と2行上の行の聞で実施してください。セルの挿入は、合計欄の1行上の行と2行上の行の聞で実施してください。セルの挿入は、合計欄の1行上の行と2行上α
延岡市夜間急病センター 。 。 。 。 。 。 QI 。 。
余烈利用健康施設ヘルストピア延岡 01 。 。 QI 。 01 。 。 。
延岡市立島浦信療所 。 。 。 01 01 。 I 0 I 就業規則を定め適正に管理するこ 。 。
延岡市東海コミユーナイセンター 10 。 。。｜ 。 。 。 IQ 。
延岡市恒宮地区高齢者コミュニティーセンター o: 。 。 01 。 。 。 。 。
延岡市南方東コミユーアイセンター 01 。 ! 0 01 。 I 0 I 。 01 。
延岡市岡富コミユーアイセンター 。 。 !O 01 。 Io I 。 。 。
市営住宅（桜ケ丘第1) OJ 。 OI OI ! 0 I 01 JO 。l 。
市営住宅（桜ケ丘第2) 。 OI OI 01 i o I 。 : 0 。 。
市営住宅（桜ケ丘第3) 。 。 。 。

! QI 01 。 。 。
市営住宅（桜ケ丘第4) 。 。｜ 。 。 。 OI 10 。 。
市営住宅（大門） 01 。 QI 。 10 QI 10 。 。
市営住宅（松馬場） 01 。 QI 01 I 0 I 01 10 。 。
市営住宅（大武） 。l 01 。 01 I 0 I 01 10 。 。
市営住宅（昭和町第1) 01 。 。 01 IO I 01 10 。 。
市営住宅（昭和町第2) 01 OI 。 。 IO I 。 10 。 。
市営住宅（天神小路） 。 。 。 。 Io I OI IO o: 。
市営住宅（野地） 01 。l 。l 01 ｜。 。 IO 。 。
市営住宅（西階はぎ） 。 OI 。l OI Io I 。 10 。 。
市営住宅（西階つつじ） 01 o I 。｜ 。l

i o I 。 10 。 。
市営住宅（西階かえで） 。 0 I 0 I 01 I 0 I 。 。 。 。
市営住宅（西階すみれ） OJ 。｜ 。l 01 I 0 。 10 。l 。
市営住宅（浜の山） 01 。 0: 01 Io, 。 10 。 。
市営住宅（旭ケ丘北） 。 01 0 I 01 IO 。 10 。 。
市営住宅（担ケ丘南） 。 01 。 01 ;o 。 10 。 。
市営住宅（ーケ岡A) 。 。｜ 01 01 10 。 10 

。｜ 。
市営住宅（ーケ岡B) Q1 01 01 01 I 0 I 。 10 。 。
市営住宅（ーケ岡C) 01 QI 01 01 。 01 10 。 。
市営住宅（ーケ岡D) 。 。 。 01 10 01 。 。 。
市営住宅（ーケ岡田 。 01 。 。 10 01 。 。 。
市営住宅（島浦第1) 。 。 。 01 10 。

I 0 。 。
市営住宅（島浦第2) 。 。 。 01 I 0 I 01 IO 。 。
市営住宅（愛宕荘） 。 01 。 01 I 0 I 。｜

JO 。 。
特定公共賃貸住宅（西階すみれ） 。 。l 。 01 i 0 01 i 0 。 。
市営住宅（城） 01 01 01 01 IO 01 I 0 。｜ 。
市営住宅(Jll水流） 01 01 。l 01 I 0 I 01 IO 01 。
市営住宅（東原） 。｜ 01 01 01 

。｜ 01 ; 0 。｜ 。
市営住宅（久保山） 01 01 01 01 I 0 I 01 IO 。 。
市営住宅（あけぼの） O' 01 。 OI I 0 I 01 。 01 。
市営住宅（曽木） 01 。 O' 。 Io I 01 10 。 。
市営住宅（禍峰） 01 01 。 QI Io I 01 ｜。 01 。



協定等

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

施設の種別に応じた

必要な体制に関する｜地方公共団体への｜利用者への損害賠
事項 ｜損害賠償について ｜償について ｜施肢の修繕について｜備品について

施設名

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に記厳
している

2 選定時にのみ
示している

3 協定等にのみ
記載している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記載していない

市営住宅（下鹿川）

市営住宅（上鹿川）

ニュータウン北方住宅

若者定住促進住宅（ユートピア北方）

市営住宅（宮野浦）

市営住宅（古江）

市営住宅（阿蘇）

市営住宅（市振）

市営住宅｛梅木）

市営住宅（字和路）

市営住宅（直海）

市営住宅（永代）

市営住宅（曽立）

市営住宅（白石中央）

市営住宅（野崎）

市営住宅（市棚）

特定公共賃貸住宅（曽立北）

延岡市原仁図地区営.飲給用水供給施霞

ファミリーハイツ

緑ケ丘児童館

旭児童館

延岡ライトJ、ゥス点字図書館

延岡ライトJ、ウス盲人ホーム

延岡市家畜排せつ物処理センター

図図書Z市中犠施!Sl:延岡総合文化センター

延岡市公会堂『野口記念館』

延岡市共同作業場

延岡市浜木綿村

延岡市末越レジャーパーク

延岡市北浦デイサービスセンター Io 
北老人福祉センター IO 
延岡市岡富デイサービスセンター 10 
延岡市北川｜老人福祉館 IO 
延岡市島浦デイサービスセンター 10 
延岡市曽木デイサービスセンター IO 
延岡市東海デイサービスセンター IO 
延岡市北方デイサービスセンター IO 
延岡市北方健康福祉センター IO 
南老人福祉センター IO 
延岡市民協働まちづくりセンター I 0 I 

下鹿川林象者健康増進用建物 I 0 I 
農林産物集出荷貯蔵施置 10 

0. 

QI 

0 
0 I 

0 
0 

I 0 I I 
0 I I I 
0 I I I 

01 
10 

I IO 
｜｜  

｜｜  

｜｜  

」」

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に毘醸
している

2 選定時にのみ
示している

3 協定等にのみ
配践している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記載していない

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に記載
している

2 選定時にのみ
示している

3 協定等にのみ
毘載している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記舵していない

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に記践
している

2選定時にのみ
示している

3 協定等にのみ
記憶している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
肥服していない

zの11 zの2
1寸ーを－r3 「4「02.3・ 4 

0 I I I I 0 I I I 
o I I Io I I I 
o I I Io I I I 
o I I I Io I I I 
O I I Io I I I 
O I IO I I I 
0 I I 0 I I 

0 I I 0 I I 
0 I 0 I I 

0 I I 0 I 
0 I I I I 0 I ! 

o I I Io i I I 
o I I Io I I I 
o I 1 I Io I i I 
o I I I Io I I I 
O: I I IO I I I 
0 I I I 0 ! I 

I 0 I I I : IO 
I I I I 0 I 
I I I 0 I 
I I I 0 I 

I 0 I I I 
I I 0 I I I 

’ 10 

zの3
1 I 2 I 3 I 4 

0' I I 
o I I I 
o I I 
0 I I 
01 
O I I 
o I I 
o I I 。
0 I I 

0 I I I 

0 I I 
0 ! I I 
0 I I I 

0 I I 
O I I 
01 

」一一」 o
01 
01 
o」」一」

10 
0 

O
一O
一O
一o一か一
O
一か一

α・l
i
l
－
－
－
－
－
－
｜
－
｜

ー早川一
J
i
－－ホ一州市一
O
E
O

－oh
一一一ハ

l
l

・町一

o
一O

0
一
則
｜
－
－

1

1

・

iー

O
一O
一O
一O
一O
一O
一O
一O
一O
一O
一o一2
2川
iー一

o
一O

o I I 
0 I 

O I I 
I IO 

I I : o 
i I Io 

0 I I 
0 I I 
5「ー l
o I I : 
o I I I 
o I I 
o I I I 
o I I I 
o I I I 
o I I 
o I I 
0 . . 
0 ・ I 

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に記載
している

2 選定時にのみ
示している

3 協定等にのみ
肥厳している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記践していない

O
一O
一O
一｜

叫んい一～
w・l
・
－
．

0
一び一

α一O
一O
一O
一O
一O
一O
一O
一O

。

労働法令の遵守や

緊急時の対応につい｜雇用・労働条件への
て ｜配慮規定

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に記服
している

2 選定時にのみ
示している

3協定等にのみ
臣服している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記服していない

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に配魅
している

2 選定時にのみ
示している

3協定等にのみ
配車している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記載していない

h
一0
3
1・．

引一か「．｜－｜一

O
F
F

－o一引一釦
罰
百
一

o一o「．｜－｜ 。

O! 
10 
JO 

0 
10 
0 

0 

「

＊・raa欄労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で『1J
～『3J を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること』以外の提
示・le臓がある場合に毘入

「労働法令を遵守することJ以外
の具体的な内容を簡潔に記入

。一川｜．

3
0
5一
ο一
ο一ο豆
半
川
一
川
市
一
川
一

o一O
一o一｜一川一巾

個人情報保随への
配慮規定

債務負担

1 選定時に示し
ている、かつ、
協定等に記眠｜債務負担行為の設定
している ｜ 

2 選定時にのみ I , ！量定している
示している I 2 設定していない

3 協定等にのみ
記服している

4 選定時に示さ
ず、協定等にも
記魅していない

ab ac 

1 f2下3l 41 1 

O I I I 
0 I ! I 
o I I 
0 
0 I 

0 I I 

01 
01 
01 
0 I I 

Q I 

0 I I 

0 I I I 

0 I I 

0 I I I 
o I I 。｜
0 I I 

o I 
OI 
0 
0 I 

0 i I 
0 I I 
0 I I 
QI I 

0 
0 

」」 10
o I I 
0 I I 
O I I I 
O ・ . I 
0 I I 

♀」」 1

o I I 
01 
O I I 
0 I 

I I 0 I 
Q 1 I 

0 I I 

zの41 zの51

1 -2 : 3 r 4 11寸 2 1 3 r 41 1－十τ「一言 「4 
I I 0 I I 0 I I ! I I I I 0 
I IO! IO 1 I I I I I IO 
I IO I IO I I 1 I I I ! 0 
I I 0 I I 0 I . I I I I 0 

0 I I 0 I I I I I 0 
I 0 I I 0 I I I I I I I 0 

I I 0 I 0 I I I I I 0 
I 0 I 0 I I I I 0 
I 0 I I 0 I I I I I 0 
I 0 I I 0 I I I I I 0 
IO I IO . I I I I O 
o I Io I ! I I I I Io 
0 I I 0 I I I I I ! I 0 
O I IO I 1 I I I I Io 
o I Io: I I I I IO 
o I IO I I I I I I : o 
o I Io I I • I I ! Io 

o Io I I I I I ・ Io 
o I I I Io I 
o I I I Io I I 

I I 0 I 0 I 

I 0 I 0 I I I 
Io I Io I I 
I I I I o I 

！ 

I 0 
! 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 0 
0 
0 

I 0 
I Q 

I o 
「0

Po 
「0。。

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I o 
I o 
I 0 

0 
0 

! 0 
0 
0 
0 

I 0 
I 0 

0 
0 
0 
0 



協定等 債務負担

損害賠償責任の胆行の確保・リスク管理に関する事項

施必担要なの体種制別にに関応すじたる
労働法令の遵守や

個人情報保臨への
地書方公共団体への 利用者への損害賠

施股の修繕について
緊急時の対応につい 雇用・労働条件への

配慮規定
事項 損賠償について 慣について

備品について
て 配慮規定

1 選定時に示し 1 選定時に示し 1 選定時に示し
1 選定時に示し 1 選定時に示し

1 選定時に示し 1 選定時に示し ※『aa欄労働法令の遵守や雇 1 選定時に示し

ている、かつ、 ている、かつ、 ている、かつ、 ている、かつ、 用・労働条件への配慮規定で「1』 ている、かつ、

協定等に配餓
ている、かつ、 ている、かつ、

協して定い等るに記聴 協定等に記雄
ている、かつ、

協定等に記載 ～「3Jを選択した場合で、『労働 協定等に記載 債務負担行為の股定

施殴名 している 2 協選して定定い等時るにに肥の載み
協定等に肥眠

している
協定等にle蹴

している 法令を遵守すること』以外の擾 している

2 選定時にのみ
している 2 選定時にのみ 2 選定時にのみ

している
2 選定時にのみ 示・肥織がある場合に肥入 2 選定時にのみ 1 股定している

示している
2 選定時にのみ

示している 協示している
2 選定時にのみ

示している 示協している 2 ~定していない

3 協定等にのみ
示している 示している

3 協定等にのみ 3 定等にのみ
示している

3 協定等にのみ
3 定等にのみ

3 包協睡定定、箇等し時定てににい等由示るにみさも

3 協定等にのみ 3 協定等にのみ le眠している
包蔵している 配魅している

le蝕している 記憶している
配厳している IC眠している 『労働法令を遵守すること』以外

4ず選定時に示さ
4 選ず定、協時定に等示にさも 4 ず選 4 選ず定、協時定に等示にさも

4 ず選定、協時定に等示にさも 4 選ず定、魅協時し定てに等い示なにさいも
4選定時に示さ 4 選定時に示さ の具体的な内容を簡潔に記入

、協定等にも
ず、協定等にも

ta眠していない 配蝕していない 記艶
ず、協定等にも

配眠していない
記眠していない

記舷していない 記践していない 記舷していない

g y zの1 zの2 zの3 zの4 zの5 aa ab ac ad 

2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 寸12寸 3y-4一 1 2 3 i 4 1~3寸4- 2 3 I 4 2 3 4 2 
量産物直売・食材供給施位 。 。 。 。 。 。 。 。 。
高齢者活動促進施担 。 。 。 。 。 。 。 。 。
延岡市農産加工研修センター 。 。 。。 。！ 。 10 QI 。
延岡市道の駅北川はゆま 。 。 。 。 。 QI IQ 。 。
延岡市ホタルの里休眠村 O' 。l 。 10 。 10 。 。 。
延岡市祝子川温泉袋人の湯 。 。｜ 。 。 。 。 。 。 。
延岡市祝子川猿終レクリヱーションB値段 。 01 Ol 。 。 。 。 。 。
延岡市北方中部地区集落センター 。 01 01 10 OI : QI 10 01 。
＝佳生活改善センター 。 。 01 。 IO 。 10 01 。
揖峰生活政普センター 。 IO I 。 10 Io I 。 10 。 。
延岡市ETOフンド連日の峰 。 10 。 IO I Io I 10 。 01 。
延岡市緑~~合事11mii巡鎗飯店IllキャンプII 。 I 0 I Io I IO I OI '0 IO 01 。
延岡市北方南部地区体育館 。 01 。 I 0 I '0 , o I 。 。 。
延岡市北川鋭山牧渇 QI 。 01 。｜ 01 01 。 01 。
延岡市島野浦島開発総合センター 01 OI I 0 I OI 01 10 。 10 。
まちなかキッズホーム 01 OI OI 01 01 0 ~ 0 I 01 。
延岡市ーヶ岡コミユーアイセンター QI OI IO I IQ I 01 。 10 01 。
延岡市川中コミユーティセンター 。 。 IO I 。 QI I 0 I OI 。 。
延岡市舞野抱区多目的研修センター 。。 。。 01 。 10 。 。
延岡市長井健康治進センター 。 。 。 。 。 。 。 。 。
延岡市須美江家族旅行村 。 。 。 。 。 IQ I 。 。 。
の直上で婁施して〈ださい．セルの ーしてください． セルの揖λは‘』のセルの1宜上で婁施して〈ださい.： :.t1』レの揖λlit.：このセルの置上で婁施して〈ださL~忌セルの綱 Aはよこのセルの直上で婁植しで〈ださいaセルの捕λは、このセルの直上で宴箇してください． セル6

104 95 2 2 5 77 Oi 25: 2 63i 0 35 6 861 6! 6i 6 34: 5i 57 8 771 11 161 10 1 I 91 99: O! 13; 2 103 

{ 



従前の管理状況

業ra状e掴況』二』従でを記前選『入1由択描器に管旧理よ管『aるe技理欄曹況聾理』託世で』制前を『2度置由定管理管理者

した場合l
択した場合に記入

従前の管理状況 指定の回数

従者合菅前が理に者『由引O指きとJな続を定っ包き管た指入理埴定
従者曹合前が理に由者『引O菅きと』な続在理っ記き畳た指入低繍定1 指定管理者 1 1回

施陸名 2 旧管理委託 2 2回
制度による管理 3 3回

3 施直営 4 4回
4 盤の新位 5 5回以上

g ae af ag ah 
一干て一τ：－ -=f-r 4 1 I 2 3 I 4 I 5 

Jレの挿入I~. 合計調の1行上の行と。行の聞で実施してください。セルの挿入は．合計調の1行上の行と2行上の行の間可
延岡市夜間急病センター 01 01 。
余然利用健康施設ヘルストピア延岡 。 。 。
延岡市立島；商館療所 。 OI 
延岡市東海コミュニアィセンター QI 01 。
延岡市unr地区高鈴省コミュニティーセンター 。l 01 。
延岡市南方東コミュニァィセンター 。01 
延岡市岡富コミュニティセンター 01 IOI 
市営住宅（桜ケ丘第1) IO I 01 
市営住宅（桜ケE第2) Io I QI 
市営住宅（桜ケ丘第3) 01 Oi 
市営住宅（桜ケE第4) I 0 I Q! 
市営住宅（大門） 。 。
市営住宅｛松馬犠） 。｜ 。
市営住宅（大武｝ 。 。
市営住宅｛岡和町第1) 。 。
市営住宅（昭和町第2) 。 。
市営住宅（天神小路） 。 。
市営住宅（野地） 01 01 
市営住宅（酉階はぎ） 。l 01 
市営住宅（西階つつじ） Io• 01 
市営住宅（西階かえで） 01 。
市営住宅（西階すみれ） 01 OI 
市営住宅（浜の山） 。 QI 
市営住宅（旭ケ丘北） OI 01 
市営住宅（旭ケ丘南） 01 QI 

市営住宅（ーケ岡A) IO I OI 
市営住宅（ーケ岡田 IO I 01 
市営住宅｛ーケ岡C)

。｜
01 

市営住宅（ーケ岡D) 01 。｜
市営住宅（ーケ岡田 。 01 
市営住宅（島浦第1) 。 01 
市営住宅（島浦第2) 10 01 
市営住宅（愛宕荘） I 0 I 01 
特定公共賃貸住宅（西階すみれ） 10 OI 
市営住宅（械） I 0 I 。
市営住宅｛川水流） 。l 01 
市営住宅（東原） 01 。
市営住宅（久保山） I 0 I 01 
市営住宅（あけぼの） 。 01 
市営住宅｛曽木） 10 01 
市営住宅（柵峰） 。l 01 



従前の管理状況

※r ae楓従lで前『1の1 

※管に択旧理よ管しraたるe状理欄曹唱現垂理告』託従で』に制酬をほ肥度週の入
管定理状況j 択指

管理者』を選
した場合に記入

従前の管理状況 指定の回数
従者前がの引指きとな続定っき管た指理塙定

者従前がの引き管続理き受指託定
1 指定管理者託 1 1回 管理者『0と． 

施盟名 2 旧管理委 2 2回 合に Jを記入 管理者『Oと－なった場
制度による管理 3 3回 合に 』を記入

~ 直施営設の新盤
4 4回
5 5回以上

g ae af ag ah 
1 i 2 I 3 i 4 1 I 2 I 3 I 4 I s 

市営住宅（下鹿JIJ) 。 。
市営住宅（上鹿川） 。 QI 
ニュータウン北方住宅 JO 。l

若者定住促進住宅（ユートピア北方） IQ 01 
市営住宅（宮野浦） OI 01 
市営住宅（富江） OI 。
市営住宅（阿蘇） I 0 I 01 
市営住宅（市振） I 0 I 。
市営住宅（梅木） 01 OI 
市営住宅（宇和路） I 0 I 。
市営住宅（直海） I 0 I 。
市営住宅（永代） 01 。
市営住宅（曽立） 10 。l

市営住宅（白石中央） Io: 01 
市営住宅（野峰） Io: Ol 
市営住宅（市棚） I 0 I Oi 
特定公共賃貸住宅（曽立北） Io I 01 
延岡市:x:仁田地区営怠飲錐悶水供給S1i股 01 IOI 。
ファミリーJ、ィッ 。 101 。
緑ケ丘児童館 。 。 。
担児童館 。 。 。
延岡ライトハウス点字図書館 。 。 。
延岡ライトJ、ウス盲人ホーム 01 Ol 。
延岡市家畜排せつ物処理センター 。 QI 。
図図書n市中級施限延岡総合文化センター 01 01 。
延岡市公会堂r野口記念館』 01 0¥ 。
延岡市共同作業場 0' 。 。
延岡市浜木綿村 o: 。 。
延岡市末越レジャーパーク 01 01 。
延岡市北浦デイサービスセンター 01 。 。
北老人福祉センター 0¥ Ol 。
延岡市岡富デイサービスセンター 。 IOI 。
延岡市北川老人福祉館 OJ 。 。
延岡市島浦デイサービスセンター OI IOI 。
延岡市曽木デイサービスセンター O: IOI 。
延岡市東海デイサービスセンター 0 i 10! 。
延岡市北方デイサービスセンター 01 10: 。
延岡市北方健康福祉センター 。 10 。
南老人福祉センター 。 OJ 。
延岡市民協働まちづくりセンター 。 01 
下鹿川｜林業者健康増進用建物 01 。 。
農林産物集出荷貯蔵施設 。 01 。



従前の管理状況

※「ae状欄況従lで前『1の~ 
に択探管旧よ理管しfaたるe理状欄管塙担壷理告j託提で』に制在前『記2選度回入定管理管理者J』を選択指

した場合に位入

従前の管理状況 指定の回数

従者合管前が理にf目者引O指きとJな続を定っき配管た指入理場定
従者管前理が者の引き管とな続理っき受た指託場定1 指定管理者 1 1回

施設名 2 旧度営管理委託 2 2回
制による管理 3 3回 合に『OJを記入

3 直 4 4回
4 施設の新盤 5 5回以上

g ae af 81 ah 
1 2 3 4 2 3「415 

農産物直売・食材供給施設 01 101 。
高齢者活動促進施設 。｜ 。 。
延岡市農産加工研修センター 01 01 。
延岡市道の駅北川はゆま OI 101 。
延岡市ホタルの里休眠村 。 iO 。
延岡市祝子川温泉美人の湯 。 IOI 。
延岡市祝子川緑林レクリヱーションB値段 。｜ QI 。
延岡市北方中部地区集落センター 。 01 。
二世生活改普センター 。 。 。
禍峰生活改善センター 01 10 。
延岡市ETOフンド連日の崎 。 IOI 。
延岡市n.u.総合和iJm促進路~鹿川キャンプII 01 01 。
延岡市北方南部地区体育館 。 IOI 。
延岡市北川鏡山牧場 。 01 。
延岡市島野浦島開発総合センター 。l IQ 。
まちなかキッズホーム 。 。 。
延岡市ーヶ岡コミュニァィセンター o, 10 。
延岡市川中コミュニティセンター 。 IQ 

延岡市舞野地区多目的研修センター 。 JO 。
延岡市長弁健康増進センター 。 10 。
延岡市須美江家接旅行村 QI 10 。
の直上で婁施lて〈ださい．セルの 3橿 λは‘」のセルの国 上で婁施して〈在きい~~’セルの樟人ほど』のi!Wの直上で婁；

104 49i 21 52i 1 55 I 45 i 4 I o I o 4 



施設名

1行上の行訟行上の行百聞で実

延岡市養謹老人ホーム若葉荘

c 

施設の内容

1 レクリエーション・
スポーツ施段

2 産業振興施設
3 基盤施設
4文教施股
5社会福祉施設

01 01 0 

d 

指定管理者名

e 

種別

1株式会社
2 特例民法法人、

一般社団・財団法人、
公益社団・財団法人、
地方三公社

3 地方公共団体
4 公共的団体
5 地縁による団体
6 特定非営利活動法人
7 1～6以外の団体

f 

取消等の内容

1 指定管理者の
指定を取り消した
場合

2 期間を定めて
管理の業務の
停止を行った場合

3 指定期間の満了を
もって指定管理者
制度による管理を
取り止めた場合

3 

g 

議i室身、①

指定取消日・業務
管理開始日 l停止日・指定期間

の末日

h 

の1行上の行と2行上の行の間で実施してくださ1

23 I 4 I 1 I H 24 I 4 I 1 

I I H I I 
1党支jださ民議泡Jレぬ



施綾名

1行上の行ど2行上の行の聞で

延岡市養護老人ホーム若葉荘

c 

Qう』斗

指定管理者の指定の取消し等の事例

※rg欄取消等の肉容Jで
な温企に記入 I ｜理多取り止めT三埠合l芥i翼根した場合に記入

’入 E

指定管理者の指定を取り消した理由

1 費用対効果・サービス水準の検柾の結果
2 指定管理者の経営困難等による撤退

（指定返上）
3 指定管理者の業務不履行
4 指定管理者の不正事件
5 指定管理者の合併・解散
6 施位の休止・廃止
7 施段の再編・統合
8 施股の民間等への鰻渡
9 施政の民間等への貸与
10応募要件不備・不選定
11 協定締結のための協織不飼
12その他

jの1-1

7 I B I 9 I 10甘 1'12

※「jの1-1欄指定管理者
の指定を取り消した理由Jで
『12その他Jを選択した場合
に記入

『12その他jの内容を簡潔
に記入

jの1-2

－ーの1行上の行と2行上の行の聞で。

期間を定めて管理
の業務の停止を行つ
た理由 l※「jの2-1欄期間を定め

1 指定管理者の
業務不慮行

2 指定管理者の
不正事件

3 施設の休止・
廃止

4 その他

て管理の業務の停止を行った
理由Jで「4その他Jを選択し
た場合に記入

『4その他』の内容を簡潔に
記入

jの2-2

副己矧（SJV.I誠司』 ~'tiつ

理を取り止めた理由

1費用対効果・サービス水準の検証の結果
2 指定管理者の経営困難等による撤退

（指定返上）
3 指定管理者の合併・解散
4 施段の休止・廃止
5 施設の再編・統合
6 施段の民間等への按渡
7 施段の民間等への貸与
8 公営住宅法に基づく管理代行制度への移行
9 公募への応募なし
10応募要件不備・不選定
11 議会の不同意
12協定締結のための協織不問
13その他



施設名

1行正面行E2行上の行の聞で実

延岡市養護老人ホーム若葉荘

c 

※『jの3-1欄指定期間の
満了をもって指定管理者制度
による管理を取り止めた理
由jで『13その他Jを選択し
た場合に記入

『13その他』の内容を簡潔
に記入

取消後・業務停止後・
指定期間満了後の管

理

1 直営（業務委託を
含む）

2 休止
3 統合・廃止（民間

等への綴渡・貸与
を含む）

4 再指定（直営のの
ち再指定を含む）

5 公営住宅法に基
づく管理代行制度
による管理

6 その他

※『k欄取消し・業務停止後・指
定期間満了後の管理Jで「6その
他Jを選択した場合に記入

『6その他jの内容を簡潔に記入

の1行上の行と2行

務l}"".d)掃~1~事室

③ j' ． 
‘ 
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延岡市企画部企画課［kikaku@city.nobeoka.miyazakijp]

2012年11月7日水曜日 9:24

延岡市経営政策課
Fw：【送付】指定管理者制度の導入状況調査の結果について（総務省）

延岡市経営政策課

差出人：

送信日時：
宛先：

件名：
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長
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01調査結果（概要）.pdf; 02翻査結果（本体）.pdf

~可201翻査結果（概要）02調査結果（本体）

.p (397 KB）経営政策課松田様

添付ファイル：

トヘJjd
＼
 

⑧ お疲れさまです。

先ほどお伝えした件について、転送いたします。

稀をうわ時中11{d¥ ~トホ：えそ怖 l二「 1 必
然4毛布よ）す同宣；珠が~竺 3 Ute'))-( 

伊~｛ l ~ -c{ ,, （折田ill段fd千£ユ1.｛走）

企画課鈴木（内線2126)

一一一一一 OriginalMessage －一一一ー

From: ＂佐藤祥吾”く sato-shogo@pref.川 yazaki.lgjp)

To：＂佐藤祥吾 H くsato-shog。＠pref.川 yazaki.lgjp)

Sent: Monday, November 05, 2012 10:21 PM 

Subject: FW：【送付】指定管理者制度の導入状況調査の結果について（総務省）

各市町村行革担当者御中

お世話になります。

標記について、以下のとおり総務省より公表資料が送付されましたので転送します。

なお、 11月6日の14:301こ公表予定とのことですので、総務省の公表までは取扱いに御留意ください。

宮崎県総務部市町村課

行政担当

主事佐藤祥吾

干880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

TEL 0985-26-7116 （直通） FAX 0985-27-7919 

ー一一一一OriginalMessage－ーーーー
From：自治行政局市町村体制整備課行政経営支援室［mailto:gyoukaku@soumu.gojp]

Sent: Monday, November 05, 2012 8:05 PM 

To: gyoukaku@soumu.gojp 

Subject：【送付】指定管理者制度の導入状況調査の結果について（総務省）

各都道府県行政改革担当課御中

各都道府県市区町村担当課御中

各政令指定都市行政改革担当課御中



大変お世話になっております。

総務省自治行政局行政経営支援室です。

標記調査につきまして、皆様の多大な御協力により、取りまとめが終了いたしまし

た。

別添ファイルのとおり調査結果をお送りしますので御査収ください。

なお、調査結果につきましては、 11月6日（火）に報道発表し（14:30～）、

後日当省のホームページで個票を含め公開いたします。

（報道発表前の取扱いには、十分ご留意くださるようお願いいたします。）

どうぞよろしくお願いいたします。

＊ー＊一＊ー＊一＊一＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊ー＊一本一＊一＊ー＊ー＊ー本ー＊一＊ー＊ー＊ー＊

干100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2

総務省自治行政局行政経営支援室

T el:03-5253-5519 （直通）

Fax:03-5253-5592 

E-mail:gyoukaku@soumu.gojp 

＊ー＊ー＊ー＊ー＊一＊一本一＊一＊ー＊ー＊ー＊一＊ー＊ー＊ー＊ー＊一＊一本一＊ー＊ー＊ー＊一＊

2 

． 
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『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』の概要

公の施設の指定管理者制度については、平成15年の地方自治法改正で導入

されて以来、まもなく 10年を迎えます。この間、導入施設叙が指加する一方、

留意すべき点ち明らかになってき疋ため、平成22年12月28日に運用に関

する通知を発出したところです。

本調査は、この通知の項目ち含めて、平成24年4月1日現在における各地

方公共団体の指定管理者制度の導入状況等を調査したものです。

1 調査時点

平成24年4月1日現在〈前回調査は平成21年4月1日現在〉

2 調査対象団体

都道府県、政令指定都市、市区町村

3 調査結果のポイント

①指定管理者制度が導入されている施設数は73, 4 76施設

都道府県 7, 1 23施設

指定都市 7, 641施設

市区町村 58, 71 2施設

合計 73, 476施設

・前回調査（70,022施設〉から、 3.454施設のi曽

②約3割の施設で民間企業等（株式会社、 NPO法人、学校法人、医療法人等〉

が指定管理者に

都道府県 2, 304施設（32. 3%) 

指定都市 3, 077施設（40. 3%) 

市区町村 1 9, 00 3施設（32. 4%) 

合計 24, 384施設（33. 2%) 

・〈 〉内は、各区分の導入施設に占める割合

・前回調査（29. 3%）から、 3. 9ポイントのi包



③指定期間は長期化の傾向、「前回の指定期間よりち長い」施設が約3割

3年 22. 3% 

4年 1 0. 1 % 

5年 56. 0% 

合計 88. 4% 

・「5年」の割合が、前回調査（47. 3%）から8. 7ポイントの増

※「前回の指定期間よりも長い」〈指定期間の変更状況〉は新規調査項目

④公募は、都道府県、指定都市の約6割、市区町村の約4割で実施

都道府県 63. 8% 

指定都市 63. 3% 

市区町村 38. 9% 

合計 43. 8% 

・前回調査〈都道府県57. 9%、指定都市55. 8%、市区町柑36. 0%、

全体40. 0%）とほぼ同じ

⑤選定基準は「サービス向上」が最多、次いで「業務遂行能力」「管理経費の

節減」

施設のサービス向上に関する」と 95. 3% 

団体の業務遂行能力に関する」と 94. 0% 

施設の管理経費の節減に関する」と 92. 4%  

施設の平等な利用の確保に関する」と 89. 8% 

・新規調査項目〈複叙回答〉

・選定基準を事前公表している施設について調査

⑥指定管理者の評価は、約7割の施設で実施

都道府県 99. 9% 

指定都市 96. 7% 

市区町村 66. 1 % 

合計 72. 5% 

・前回調査（61.4%）から11. 1ポイン卜の摺



， 

」

⑦リスク分担に関する各事項について、約8～9割の施設で選定時や協定等に

提示

必要な体制 地方公共団体 ，利用者への
修繕関連 備日関連 緊急時の河応

の整備 への損害賠償 損害賠償

都道府県 98. 8% 77. 2% 77. 3% 77. 6% 75. 8% 73. 8% 

指定都市 96. 6% 98. 5% 95. 5% 99. 7% 96. 0% 98. 2% 

市区町村 81. 7% 91. 3% 92. 4% 96. 3% 89. 3% 87. 2% 

合計 84. 9% 90. 7% 91. 2% 94. 9% 88. 7% 87. 1% 

・新規調査項目

※前回調査では、「必要な体制の整備」「損害賠償責任」として、協定等への記載の有無

を調査。

→ 「必要な体制の整備」： 76. 2%、「演害賠償責任」： 82. 2%  

⑧労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮について、約6割の施設で選定時

や協定等に提示

都道府県 84. 9% 

指定都市 84. 3% 

市区町村 55. 4%  

合計 61. 2% 

－新規調査項目

⑨個人情報保護への配慮規定について、約9割の施設で選定時や協定等に提示

都道府県 1 00. 0% 

指定都市 1 00. 0% 

市区町村 94. 2% 

合計 95. 4%  

－新規調査項目

⑬指定管理者の指定の取消し等は、 2, 41 5施設

指定の取消 業務の停止

都道府県 153施設 7施設

指定都市 43施設 0施設

市区町村 635施設 44施設

合計 831施設 51施設

・期間：平成21年4月2日～平成24年4月1日

・前回調査（2. 1 0 0施設）から315施設の増

指定管理の取りやめ

447施設

41施設

1. 045施設

1. 533施設

合計

607施設

84施設

1. 724施設

2. 41 5施設
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公の施設の指定管理者制度の
導入状況等に関する調査結果

平成 2 4 年 1 1 月
総務省自治行政局行政経営支援室



はじめに

地方自治法第 244条に規定される公の施設の管理については、地方自治法の一部を改
正する法律（平成 15年法律第81号）により、平成 15年に指定管理者制度が導入され
ました。この問、導入施設数が増加する一方、留意すべき点も明らかになってきたため、
平成22年 12月 28日に運用に関する通知（「指定管理者制度の運用についてJ平成2
2年 12月28日付け総行経第38号総務省自治行政局長通知）を発出しました。
今般、この通知の項目も含めて、平成24年4月 1日現在における各地方公共団体の指

定管理者制度の導入状況等を調査し、その結果を取りまとめました。
各地方公共団体におかれては、指定管理者制度が導入されて以来、その積極的な活用が

図られているところですが、今回の調査結果が、今後の指定管理者制度の導入や、より効
果的・効率的な運用を検討していく際の参考となれば幸いです。

最後に、本調査の実施に当たっては、各都道府県、各指定都市及び各市区町村に調査を
依頼し、関係各位のひとかたならぬ御協力をいただいたところであり、感謝を申し上げる
次第です。

平成24年 11月

総務省自治行政局行政経営支援室

" 
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0本調査は、平成24年4月 1日現在で、の指定管理者制度の導入状況について調
査を行ったものである。

0本調査では、地方自治法第 244条に基づき、地方公共団体が条例により設置
及び管理している公の施設（学校・河川・道路を除く）を調査対象としている。

0公営住宅の施設数は、原則として 1団地 1施設として計上している。

0指定管理者となった団体の種別の例は、以下のとおり。 （表 1-2に対応）

1 株式会社 （特例有限会社を含む。）

2 特例民法法人（従来の公採法人）、一般社団・財団法人、公採社団・財団法
人、地方三公社（住宅供給公社、道路公社、土地開発公社）

3 地方公共団体 （一部事務組合等を含む。）

4 公共的団体 （例：農業共同組合、社会福祉法人、森林組合、赤十字社等）

5 地縁による団体 （例：自治会、町内会等）

※地方自治法第26 0条の 2第7項に規定する「認可地縁団体jであるか否かは
問わない。

6 特定非営利活動法人（NPO法人）

7 1～6以外の団体 （例：学校法人、医療法人、共同企業体等）

0公の施設の内容の例は、以下のとおり。 （表 1-2、表 3-1に対応）

1 レクリエーション・スポーツ施設

競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴ‘ルフ場、
海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設等

2 産業振興施設

産業情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設等

3 基盤施設

駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場、ケーブルテレビ施設等

4 文教施設

県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家等

5 社会福祉施設

病院、特別養護老人ホーム、介護支援センター、福祉・保健センタ一等

0本調査における集計・ヰ整理の都合上、各都道府県等が個別に公表している数値
等と一致しない場合がある。



①導入状況等

表1-1 都道府県別の指定管理者制度導入施設数
（単位：施設）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

北海道 263 416 5 067 5 746 

青森県 62 1,847 1 909 

岩手県 92 1 532 1 624 

宮城県 60 328 1 158 1 546 

秋田県 86 1 085 1 171 

山形県 141 822 963 

福島県 123 1 323 1 446 

茨城県 224 1 000 1 224 

栃木県 53 854 907 

群馬県 47 748 795 

埼玉県 69 242 1 ,211 1 522 

千葉県 64 118 1,939 2 121 

東京都 1,804 3,793 5 597 

神奈川県 326 1 265 926 2 517 

新潟県 36 390 1 473 1 899 

富山県 85 754 839 

石川県 125 1 388 1 513 

福井県 47 713 760 

山梨県 76 526 602 

長野県 37 2 160 2 197 

岐阜県 41 1 618 1 659 

静岡県 43 496 980 1 519 

愛知県 74 438 2 064 2 576 

一重県 98 973 1 071 

滋賀県 91 824 915 

京都府 46 386 693 1 125 

大阪府 438 575 1 021 2034 

兵庫県 585 994 2,222 3,801 

奈良県 30 885 915 

和歌山県 39 392 431 

鳥取県 36 638 674 

島根県 26 1 290 1 316 

岡山県 69 254 1 245 1 568 

広島県 152 606 2 086 2 844 

山口県 171 943 1, 114 

徳島県 42 671 713 

香川県 77 450 527 

愛媛県 50 702 752 

高知県 34 858 892 

福岡県 259 734 1 062 2055 

佐賀県 100 374 474 

長崎県 132 874 1 006 

熊本県 77 399 558 1 034 

大分県 129 1 047 1176 

宮崎県 133 861 994 

鹿児島県 168 1 853 2 021 

沖縄県 163 1 209 1 372 

合計 7,123 7,641 58,712 73476 



（単位：施設、%）

都道府県別の指定管理者制度導入施設数（①） 公営住宅を除いた場合（②）
区分

公の施設数（A) 導入数（8)
導入率 導入率
(B/A%) 

公の施設数（A’） 導入数（B’）
(B’／A’%） 

北海道 326 263 80.7% 88 45 51.1見

青森県 84 62 73.8% 51 29 56.9% 

岩手県 156 92 59.0% 104 43 41.3% 

宮城県 201 60 29.9% 103 50 48.5覧

秋田県 118 86 72.9% 91 69 75.8% 

山形県 177 141 79.7% 99 63 63.6% 

福島県 233 123 52.8% 139 40 28.8% 

茨城県 273 224 82.1% 108 59 54.6出

栃木県 146 53 36.3% 75 41 54.7弘

群馬県 204 47 23.0% 98 47 48.0% 

埼玉県 426 69 16.2% 121 69 57.0% 

千葉県 253 64 25.3% 109 64 58.7% 

東京都 1 931 1 804 93.4% 333 207 62.2% 

神奈川県 364 326 89.6% 143 105 73.4見

新潟県 195 36 18.5% 103 36 35.0覧

富山県 146 85 58.2% 121 60 49.6% 

石川県 209 125 59.8% 154 70 45.5弘

福井県 85 47 55.3% 67 36 53.7弘

山梨県 194 76 39.2% 100 76 76.0% 

長野県 223 37 16.6% 68 37 54.4% 

岐車県 81 41 50.6% 68 41 60.3弘

静岡県 231 43 18.6% 104 43 41.3弘

愛知県 388 74 19.1% 92 74 80.4% 

三重県 141 98 69.5% 79 36 45.6% 

滋賀県 116 91 78.4% 71 46 64.8% 

京都府 211 46 21.8% 75 46 61.3弘

大阪府 452 438 96.9% 72 58 80.6弘

兵庫県 660 585 88.6% 157 89 56.7% 

奈良県 99 30 30.3% 55 13 23.6% 

和歌山県 151 39 25.8% 80 39 48.8% 

鳥取県 170 36 21.2% 60 36 60.0弘

島根県 198 26 13.1% 102 26 25.5% 

岡山県 93 69 74.2% 60 36 60.0% 

広島県 230 152 66.1% 115 37 32.2% 

山口県 206 171 83.0% 85 52 61.2見

徳島県 116 42 36.2% 72 42 58.3% 

香川県 106 77 72.6% 75 46 61.3% 

愛媛県 129 50 38.8% 80 30 37.5弘

高知県 166 34 20.5% 103 
‘ 

34 33.0% 

福岡県 314 259 82.5% 92 37 40.2% 

佐賀県 143 100 69.9% 74 31 41.9% 

長崎県 284 132 46.5% 200 48 24.0% 

熊本県 89 77 86.5% 47 35 74.5% 

大分県 160 129 80.6% 55 24 43.6% 

宮崎県 241 133 55.2% 125 31 24.8弘

鹿児島県 243 168 69.1% 95 44 46.3% 

沖縄県 262 163 62.2% 131 32 24.4覧

合計 11 624 7123 61.3% 4 699 2,352 50.1% 

注）②は、公営住宅法に基づく公営住宅の施設数を、公の施設数（A）、導入数（8）から除いたもの。

本表は、都道府県分についてのみの数値である。（指定都市及び市区町村については対象外）

2 



表1-2指定管理者制度導入施設の状況

1都道府県 （単位：施位、%）

1 a章式会社
公ー2益般事4往士帯図倒図｛・民・B財財：ま団団注注注入入入．噂． 

3 !fl方公尖団体 4 公S主的団体 5 It＆置による団体 6”定，..利活勘注入 7 1-6以外の団体 合計

区分 (A) (C) (0) (E) (F) (G) .入llCH) 公の’u童書E
(A/H,.) 

｛日／H,.)
(C/H,.) (D/H,.) (E/H,.) (F/H,.) (G/H'WI) (H/1'941) (I) 

1 スレクポリーエツーSiシ股ョン・ 108 ( 21.1¥) 166 ( 32.4首： 77 ( 15.0¥ l 41 ( 8.0首1 7 ( 1.4%】 15 ( 2.9%) 98 ( 19.1首I 512< 87.5%》 585 

2 産業振興施殴 45 ( 25.3% l 91 ( 51.1覧1 4 ( 2.2首』 11 ( 6.2首｝ 0 ( 0.0覧】 9 ( 5.1%, 18 ( 10.1首｝ 178‘40.4覧》 441 

3 基盤施訟 998 ( 17.7%) 3.584 ( 63.5%】 134 ( 2.4%】 137 ( 2.4也】 0 ( 0.0% l 84 ( 1.5%】 710 ( 12.6＂】 5,647 < 64.倒〉 8.828 

4 文教施設 64 ( 13.3¥) 243 ( 50.6覧1 36 ( 7.5覧｝ 8 ( 1.7覧｝ 4 ( 0.8＼』 32 ( 6.7%) 93 ( 19.4覧｝ 480《 46.6＼》 1,030 

5社会福祉施段 11 ( 3.6% l 59 ( 19.3＂】 2 ( 0.7首｝ 215 ( 70.3＼】 0 ( 0.0潟｝ 9 ( 2.9¥ l 10 ( 3.3覧｝ 306 < 41.4覧》 740 

ω 合計 1,226 ( 17.2%) 4,143 ( 58.2首｝ 253 ( 3.6覧】 412 ( 5.8覧｝ 11 ( 0.2%) 149 ( 2.1%) 929 ( 13.0覧l 7,123 < 61.3¥) 11,624 

2指定都市 ｛単位：施盤、%）

区分 1 株式会社 公ーZ釜般主特社t図例団・良・財財!1団団t主i注主人人入．司．' 3地方公共団体 4公共的団体 5絶縁による図体 6特定＃曾剥活IUま人 7 1-6以外の団体 合計

1 スレクポリーヱツーSiシl!I:ョン・ 201 ( 21.2¥) 336 ( 35.5首｝ 1 ( 0.1覧3 12 ( 1.3唱3 53 ( 5.6%) 25 ( 2.6%】 319 ( 33.7") 947【100.0首3

2産業掻興施殴 30 ( 17.2¥) 82【47.1首】 0 ( 0.0首｝ 10 ( 5.7首】 13 ( 7.5＼】 5 ( 2.9¥ l 34 ( 19.5首1 174 ( 100瓜｝

3基盤施段 1.248 ( 41.2") 1,007 ( 33.3覧1 0 ( 0.0覧3 5 ( 0.2覧3 44 ( 1.5覧】 10 ( 0.3覧3 712 ( 23.5首3 3.026 ( 100.0'.4) 

4文教施段 109 ( 8.8%) 485 ( 39.2覧3 0 ( 0.0覧】 248【20.0¥l 165 ( 13.3覧｝ 81 ( 6.5＼】 150 ( 12.1¥) 1.238 ( 100.0'll】

5社会福祉施段 35 ( 1.6覧｝ 358 ( 15.9%) 0 ( 0.0首｝ 1,318 ( 58.4也｝ 427 ( 18.9覧｝ 59 ( 2.6潟1 59 ( 2.6%】 2,256 ( 100.似｝

合計 1,623 ( 21.2%) 2.268 ( 29.7覧｝ 1 ( 0.0覧3 1,593 ( 20.8首｝ 702 ( 9.2弘｝ 180 ( 2.4¥) 1,274 ( 16.7¥ l 7.641 ( 100瓜｝



3 市区町村 （単位：施位、%）

区分 1株式会社 一2館”主主例図毘・財2ま団iま注人入‘． 3絶方公共団体 4 公共的団体 5地銀による団体 6”定’E曾拘活白恋人 7 1-6以外の団体 合計
公益社団・財団iま人等

1 レクリヱーション・
3.882 ( 29.5＇‘』 4.190 ( 31.9首； 10 C 0.1% I 944 ( 7.2%】 1.248 ( 9.5% ) 1.095 ( 8.3% ) 1,774 ( 13.5覧｝ 13,143 < IOO!nl スポーツ箆段

2 産業撮興施設 1.669 ( 24.5%】 743 ( 10.9也； 3 ( 0.0覧1 1.752' 25.7覧】 1 441 ( 21.1 % I 210 ( 3.1%』 999 < 14.7" I 6.817 < 100.cn > 

3基盤施蛮 2,945 ( 20.5% ) 5,646 ( 39.3首； 1 ( 0.0覧3 786' 5.5%】 2.372 ( 16.5%】 116 < 0.8% I 2.507【 17.4首】 14,373 ' 100.附｝

4 文教施霞 985 ( 7.4% I 1.618 ( 12.1%: 1 ( 0.0完3 749 ( 5.6笥】 8,814 ( 65.9覧3 499 ( 3.7") 718< 5.4%> 13.384 ( 100.償｝

5 社会福祉施註 469 ( 4.3覧1 777< 7.1¥> 6 ( 0.1% I 6.762【61.5%】 1 846 ( 16.8喝3 587 ( 5.3%) 548 ( 5.0%】 10.995【 100凶』

合計 9,950 I 16.9% I 12,974 ( 22.1% I 21 ( 0.0%) 10,993【18.7%I 15,721 ( 26.8覧】 2,507 ( 4.3%】 6.546 ( 11.1%, 58.712 ( 100.似 3

s‘ 
4 全体 （単位：施段、拍）

区分 1 株式会社 公＿2益m社純経団例団・艮・財財i主団団i主：i主主人人人．窃． 3地方公共団体 4 公共的団体 5地織による図体 6”lt≫w.,uuai止人 7 1-6以外の図体 合計

1 スレクポリーヱツーaシSョン・ 4.191 ( 28.7"》 4.692 ( 32.1% l 88 ( 0.6曳3 997 ( 6.8%) 1 308 C 9.0% I 1.135 ( 7.8%, 2,191 ( 15.0覧】 14.602 ( 100.側 3

2 産業援興施設 1.744 ( 24.3% I 916 ( 12.8首】 7 ( 0.1覧l 1 773 ' 24.7% ) 1,454 ( 20.3覧｝ 224 ( 3.1¥ I 1,051 ( 14.7覧｝ 7 169 ( 100.<n】

3基盤施盤 5,191 ( 22.5%) 10,237 ( 44.4覧3 135 ( 0.6%) 928【 4.0覧E 2,416 ( 10.5% ) 210 < 0.9% I 3,929 ( 17.0首3 23,046 ( 100.0'4) 

4 文教施霞 1,158 ( 7.7＇／.】 2.346 ( 15.5冒』 37 ( 0.2覧》 1.005 ( 6.7＇／.】 8,983 ( 59.5'/. ) 612 ( 4.1'/.) 961 C 6.4% I 15, 102 < 100.!n I 

5 社会福祉施盤 515 ( 3.8'/. I 1,194【 8.8＼】 8 < 0.1'/. I 8,295 ( 61.2覧｝ 2,273 C 16.8% I 655 ( 4.8¥ I 617 C 4.6% I 13.557 ( 100飢｝

合計 12,799 < 17.4% I 19,385 ( 26.4% I 275 ( 0.4覧1 12,998 ( 17.7%) 16,434 C 22.4'/. I 2,836 ( 3.9% I 8,749 ( 11.9覧】 73.476 ( 100 閃 3



表1-3指定管理者制度導入施設の指定の回数
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 1回 905 ( 12.7%) 941 ( 12.3% ) 11,815 ( 20.1" ) 13.661 ( 18.6% ) 

2 2回 2,788 ( 39.1%) 5,306 ( 69.4% ) 33,371 ( 56.8% ) 41,465 ( 56.4% ) 

3 3回 3,399 ( 47.7%) 1,148 ( 15.0施） 12,381 ( 21.1 % ) 16,928 ( 23.0覧）

4 4回 27 ( 0.4覧） 119 ( 1.6" ) 781 ( 1.3% ) 927 ( 1.3% ) 

5 5回以上 4 ( 0.1 % ) 127 ( 1.7% ) 364 ( 0.6%) 495 ( 0.7% ) 

合計 7 .123 ( 1 00.0% ) 7.641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0% ) 73.4 76 ( 100.0% ) 

表1-4指定管理者導入施設の従前の管理状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 指定管理者 6,214 ( 87.2気） 6,696 ( 87.6覧） 47,107 ( 80.2%) 60,017 ( 81.7% ) 

2 旧管理委託制度による管理 489 ( 6.9覧） 22 ( 0.3首） 4,631 ( 7.9% ) 5,142 ( 7.0覧）

3 直営 376 ( 5.3覧） 666 ( 8.7% ) 5,273 ( 9.0% ) 6,315 ( 8.6覧）

4 施設の新段 44 ( 0.6% ) 257 ( 3.4%) 1,701 ( 2.9% ) 2,002 ( 2.7% ) 

合計 7 .123 ( 1 00.0首） 7,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0% ) 73.476 ( 100.0% ) 

表1-5 従前の管理受託者・指定管理者が引き続き指定管理者となった施設数

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

従引前き続のき管指理定受管託理者者・指とな定っ管た理施者政が
5,635 ( 79.1 % ) 5,080 ( 66.5% ) 47,183 ( 80.4%) 57,898 ( 78.8% ) 

数（A) (A/C%) 

うち従前の管理受託者・指定管
理者を公募の方法によることなく 2,328 ( 32.7お） 2,093 ( 27.4% ) 31,397 ( 53.5九） 35,818 ( 48.7覧）
選定（8) (B/C%) 

指定管理者制度導入施設数（C) 7.123 ( 一 7,641 ( 一 58,712 ( 一 73,476 ( 一

表1-6 指定管理者における管理の範囲の状況

（単位：施態、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 当該施置を包括的に管理している 7 .021 ( 98.6% ) 7.452 ( 97.5% ) 56,531 ( 96.3完） 71,004 ( 96.6% ) 

2 当該施設の一部を管理している 102 ( 1.4首） 189 ( 2.5弘） 2, 181 ( 3.7覧） 2,472 ( 3.4覧）

合計 7.123 ( 100.0目） 7 ,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0九） 73,476 ( 100.0%) 

表1-7 指定管理者における利用料金制の採用状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

利用料金制を採用
3,460 ( 48.6日） 2,569 ( 33.6% ) 30,592 ( 52.1覧） 36,621 ( 49.8% ) 

（一部利用料金制も含む。）

指定管理者導入施設数 7,123 ( 一 7,641 ( 一 58,712 ( 一 73.476 ( 一

表1-8債務負担行為の設定状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 設定している 4,044 ( 56.8首） 6,250 ( 81.8首） 25,956 ( 44.2覧） 36,250 ( 49.3% ) 

2 設定していない 3,079 ( 43.2官） 1,391 ( 18.2% ) 32,756 ( 55.8首） 37,226 ( 50.7覧）

合計 7,123 ( 100.0%) 7 ,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0覧） 73,476 ( 100.0% ) 
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②指定期間

表2-1 指定管理者制度導入施設の指定期間別状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1年 31 ( 0.4%) 109 ( 1.4首） 559 ( 1.0%) 699 ( 1.0%) 

2年 1.459 ( 20.5首） 118 ( 1.5%) 1,080 ( 1.8%) 2,657 ( 3.6%) 

3年 1,607 ( 22.6% ) 1,013 ( 13.3% ) 13,769 ( 23.5%) 16,389 ( 22.3% ) 

4年 547 ( 7.7覧） 2,798 ( 36.6覧） 4,097 ( 7.0%) 7,442 ( 10.1%) 

5年 3.406 ( 47.8覧） 3,302 ( 43.2弘） 34.424 ( 58.6% ) 41,132 ( 56.0%) 

6年 5 ( 0.1%) 132 ( 1.7%) 243 ( 0.4%) 380 ( 0.5%) 

7年 10 ( 0.1 % ) 4 ( 0.1首） 143 ( 0.2%) 157 ( 0.2%) 

8年 9 ( 0.1首） 6 ( 0.1%) 107 ( 0.2%) 122 ( 0.2%) 

9年 1 ( 0.0首） 17 ( 0.2覧） 220 ( 0.4%) 238 ( 0.3%) 

10年以上 48 ( 0.7覧） 142 ( 1.9% ) 4,070 ( 6.9%) 4,260 ( 5.8%) 

合計 7, 123 ( 100.0首） 7,641 ( 100.0覧） 58,712 ( 100.0%) 73,476 ( 100.0% ) 

表2-2指定期間の変更状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1前回の指定期間よりも短い 1,641 ( 23.0覧） 199 ( 2.6%) 2,372 ( 4.0%) 4,212 ( 5.7%) 

2前回の指定期間と同じ 2,554 ( 35.9覧） 4,857 ( 63.6弘） 26,358 ( 44.9% ) 33.769 ( 46.0覧）

3 前回の指定期間よりも長い 2,094 ( 29.4出） 1,649 ( 21.6覧） 18, 133 ( 30.9% ) 21,876 ( 29.8% ) 

4 今回が1回目の指定 834 ( 11.7弘） 936 ( 12.2%) 11,849 ( 20.2% ) 13,619 ( 18.5%) 

合計 7I123 ( 100.0判） 7 ,641 ( 100.0覧） 58,712 ( 100.0%) 73.476 ( 100.0目）
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③選定手続

表3ー1 指定管理者の選定手続別状況

1都道府県 （単位：施段、%）

者外担1をを体公事中に募集心よに．とりよ聡選しりた員定候合以繍 者2中によを心公事りと募翠し集にた定．よ合，aり樋員健を体編 3候（補1公・者2募以をに募外よ集｝ り

｛小針） 4書~選の・従指定方前定公の菅に管理よ理者る受をζ証公とな 5 1～4以外の
区分 候公補募者により 方法により遭定

合計
を募集

1 スレクポリーヱツーBウE!量ョン・ 308 54 25 387【 75.6%) 116 ( 22.7官｝ 9 ( 1.8覧｝ 512【 100.0覧】

2 産業振興施訟 105 15 7 127 ( 71.3免｝ 48 ( 27.0覧｝ 3 ( 1.7覧｝ 178 ( 100.0% ) 

3 基盤範霞 2,807 273 420 3,500 ( 62.0気｝ 1,925 ( 34.1句｝ 222 ( 3.9覧｝ 5,647 ( 100.0首】

4 文教施盤 306 28 16 350【 72.9首】 115 ( 24.0覧｝ 15【 3.1%) 480【 100.0覧｝

5社会福祉施設 141 23 16 180 ( 58.8%) 124【 40.5%) 2 ( 0.7首｝ 306 ( 100.0覧｝
、』

合計 3,667 393 484 4,544 ( 63.8% ) 2,328 ( 32. 7% ) 251 ( 3.5覧｝ 7,123 ( 100.0覧｝

2指定都市 （噂位：施段、%）

者外纏1をを体公募中に募集心よにとり、よ－置しEりたR定陵合以繍 者2中を心公募と募し集にた、よ合，aり指員候体を鋪
3候（補1公・者2募以をに募外よ集） り

（小計｝
4書募〈置・の従指定方前定去の管に管理よ理者る受をこ証公と怠 5 1～4以外の

区分 候公補募者により 方法により選定
合計

により遭定
を募集

1 スレクポリーヱツーiiシ段ョシ・ 601 128 98 827 ( 87.3首｝ 90 ( 9.5%) 30 ( 3.2覧3 947 ( 100.0覧｝

2 産業援興箆盤 85 28 5 118 ( 67.8覧｝ 39 ( 22.4覧｝ 17 ( 9.8%) 174 ( 100.0覧｝

3 基盤施霞 1,574 559 66 2,199【 72.7%】 757 ( 25.0%) 70 （之3也｝ 3,026【 100.0%)

4 文教施訟 481 102 18 601 ( 48.5覧】 426 ( 34.4覧｝ 211 ( 17.0覧｝ 1.238 ( 100.0覧｝

5社会福祉施盤 819 210 59 1,088 ( 48.2首1 781 ( 34.6%) 387 ( 17.2首｝ 2.256【 100.0覧｝

合計 3,560 1,027 246 4,833 ( 63.3覧｝ 2,093 ( 27.4覧3 715 ( 9.4覧3 7.641 ( 100.0%) 



3市区町村 （単位：範設、%）

区分 者組外1をを体公募中に事集心よにとり．よ－盟しmりた員主候合以繍 者2中によを心公り琢と務盟し集にた主．よ合’‘り臓員候を体繍 3候｛禍1公・者2募以をに募外よ集｝ り 候公術（募小者に針をよ募）り集 者4募〈量の・従指E方前定主の去管に管理よ理者る受をこ託公と本 5 1～4以外の
合計

方去により遺定

1 スレポクリーエツー箆シ霞ョン・ 2.672 3488 772 6,932 ( 52. 7% ) 5,305【 40.4%) 906 ( 6.9%) 13 143 ( 100.0%】

2 産業振興施盤 629 966 128 1.723 { 25.3%) 4,448 ( 65.2" ) 646 { 9.5%) 6.817【 100.0%)

3基盤施註 3,791 3 889 481 8.161 ( 56.8%) 5.536 ( 38.5% ) 676 ( 4.7%) 14 373 ( 100.0%】

4 文教施盤 1,136 1.140 270 2,546【 19.0%) 9,506 ( 71.0%) 1,332 ( 10.0%) 13,384 ( 100.0覧｝

5社会福祉施霞 1,475 1 757 243 3,475 { 31.6% ) 6.602 ( 60.0% ) 918 { 8.3%) 10995C 100.0%> 

合計 9,703 11,240 1,894 22.837【 38.9%) 31,397 ( 53.5%) 4,478 ( 7.6%) 58,712< 100.0%> 

∞ 
4 全体 （単位：施設、%）

者外：重をを体公募中に募集心よにりと．よ理遺しりた員定候合以補 2者に中を心よ公募りと募選し集にた定‘よ合聡り岨員候体を補 3候（繍1公・者2募以をに募外よ集） り
公（募小lt十｝ 者4募〈選の従指定方前定後の管に管理よ思者る畳をζ経公C.t.i. 5 1～Aよ以り選外定の区分 こより

方法に
合計

候補者を募集

1 スレクポリーエツーitシ股ョン・ 3,581 3.670 895 8.146【 55.8先｝ 5.511 { 37.7%) 945 ( 6.5%) 14.602 ( 100.0覧｝

2 産業掻興施世 819 1,009 140 1.968 ( 27.5施｝ 4 535 { 63.3% ) 666 ( 9.3%) 7 169 { 100.0%) 

3基盤施霞 8.172 4,721 967 13.860 { 60.1%) 8.218 ( 35.7%) 968 ( 4.2%】 23.046【 100.0%)

4 文教施設 1.923 1.270 304 3,497 ( 23.2" ) 10,047 ( 66.5% ) 1,558 ( 10.3%) 15,102 ( 100.0%) 

5 社会福祉施霞 2.435 1,990 318 4,743 ( 35.0% ) 7.507 ( 55.4覧｝ 1.307 ( 9.6" ) 13.557 ( 100.0%】

合計 16,930 12,660 2.624 32.214 ( 43.8%) 35,818 ( 48.7%) 5,444 ( 7.4%】 73.476 ( 100.0%】



表3-2施設ごとの具体的な選定手続の事前公表状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1事前公表している 4,886 ( 68.6% ) 6,608 ( 86.5% ) 26,684 ( 45.4% ) 38, 178 ( 52.0% ) 

2 事前公表していない 2,237 ( 31.4% ) 1,033 ( 13.5% ) 32,028 ( 54.6% ) 35,298 ( 48.0% ) 

合計 7, 123 ( 100.0% ) 7 ,641 ( 100.0% ) 58, 712 ( 100.0% ) 73.476 ( 100.0%) 

表3-3 施設ごとの具体的な選定基準の事前公表状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 事前公表している（A)(A/G%) 4,888 ( 68.6% ) 6,250 ( 81.8%) 25,956 ( 44.2% ) 37,094 ( 50.5% ) 

うち、公募（B)(B/A%) 4,541 ( 92.9% ) 4,728 ( 75.6%) 18,324 ( 70.6拡） 27,593 ( 74.4% ) 

うち、非公募（C)(CIA%) 347 ( 7.1%) 1,522 ( 24.4% ) 7,632 ( 29.4% ) 9,501 ( 25.6% ) 

2 事前公表していなし、（D)(D/G%) 2,235 ( 31.4%) 1,391 ( 18.2% ) 32,756 ( 55.8%) 36,382 ( 49.5% ) 

うち、公募（E)(E/D%) 3 ( 0.1%) 105 ( 7.5%) 4,513 ( 13.8% ) 4,621 ( 12.7% ) 

うち、非公募（F)(F/D%) 2,232 ( 99.9% ) 1,286 ( 92.5% ) 28,243 ( 86.2% ) 31,761 ( 87.3覧）

合計（G) 7, 123 ( 100.0覧） 7,641 ( 100.0%) 58.712 ( 100.0% ) 73,476 ( 100.0%) 

表3-4選定基準の内容
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 施設の平等な利用の確保に関すること
3,801 ( 77.8% ) 5,839 ( 93.4% ) 23,655 ( 91.1% ) 33,295 ( 89.8% ) (A) (A/F%) 

2 施設のサービス向上に関すること
4,646 ( 95.0% ) 6,147 ( 98.4%) 24,549 ( 94.6% ) 35,342 ( 95.3% ) (8) (B/F%) 

3 施訟の管理経費の節減に関すること
4.449 ( 91.0% ) 5,806 ( 92.9% ) 24,034 ( 92.6% ) 34,289 ( 92.4% ) (C) (C/F%) 

4 団体の業務遂行能力に閲する』と
4,863 ( 99.5% ) 6,161 ( 98.6%) 23,848 ( 91.9% ) 34,872 ( 94.0% ) (0) (D/F%) 

5 その他（E) (E/F%) 1, 192 ( 24.4% ) 1,018 ( 1 6.3% ) 6,940 ( 26.7% ) 9,150 ( 24.7首）

選定基準を事前公表している施設数（F) 4,888 ( 一 6,250 ( 一 25,956 ( 一 37,094 ( 一
※選定基準を事前公表している施設について調査、複数回答

【その他の内容】
情報公開・個人情報保護に関すること

地域貢献に関すること（地元に本社・事業所を有していること、地元住民の雇用に関することなど）

危機管理に関すること（緊急時の体制、安全管理、防犯に関することなど）

福祉政策に関すること（高齢者・障害者の雇用に関すること、男女共同参画に関することなど）

環境保全に関すること

地域との協働・連携に関するζと

継続雇用に関すること

労働福祉に関すること（労災保険・雇用保険に関することなど）

自主事業に関すること

指定管理料に関すること

P門事業に関すること

表3-5 指定管理者の選定理由の公表状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1 公表している 7,009 ( 98.4覧） 6,923 ( 90.6覧） 28,692 ( 48.9% ) 42,624 ( 58.0% ) 

2 公表していない 114 ( 1.6覧） 718 ( 9.4%) 30,020 ( 51.1%) 30,852 ( 42.0% ) 

4長h司』雪ロヰι 7,123 ( 100.0%) 7,641 ( 100.0%) 58,712 ( 100.0%) 73,476 ( 100.0%) 
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④評価

表4 指定管理者の評価の実施状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

評価を実範している施設数（A)(A/C%) 7,117 ( 99.9%) 7,392 ( 96.7%) 38,787 ( 66.1 % ) 53,296 ( 72.5% ) 

うち公共サービスについて専門
的知見を有する外部有識者等の 3,339 ( 46.9% ) 4,836 ( 63.3% ) 9,044 ( 15.4% ) 17,219 ( 23.4%) 
視点を導入（B)(B/C%) 

指定管理者制度導入施設数（C) 7, 123 ( 一 7,641 ( 一 58,712 ( 一 73,476 ( 一

⑤リスク分担

表5-1 施設の種別に応じた必要な体制に関する事項の協定等への記載状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
5,060 ( 71.0%) 7, 136 ( 93.4% ) 34,530 ( 58.8% ) 46,726 ( 63.6%) 協定等に記載している

2選定時にのみ示している 262 ( 3.7%) 138 ( 1.8%) 6, 729 ( 11.5% ) 7,129 ( 9.7%) 

3 協定等にのみ示している 1,714 ( 24.1旬） 104 ( 1.4%) 6,690 ( 11.4% ) 8,508 ( 11.6% ) 

4 選定時に示さず、協定書等
87 ( 1.2%) 263 ( 3.4%) 10,763 ( 18.3% ) 11 , 113 ( 15.1 % ) にも記載していない

合計 7' 123 ( 1 00.0% ) 7,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0弘） 73,476 ( 100.0覧）

表5-2地方公共団体への損害賠償に関する事項の協定等への記載状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
4,943 ( 69.4% ) 6,566 ( 85.9% ) 35,917 ( 61.2%) 47,426 ( 64.5% ) 協定等に記載している

2選定時にのみ示している 7 ( 0.1%) 24 ( 0.3見） 1, 146 ( 2.0%) 1,177 ( 1.6覧）

3 協定等にのみ示している 547 ( 7.7%) 935 ( 12.2%) 16,569 ( 28.2% ) 18,051 ( 24.6弘）

4 選定時に示さず、協定書等
1,626 ( 22.8% ) 116 ( 1.5%) 5,080 ( 8.7%) 6,822 ( 9.3%) 

にも記載していない

合計 7, 123 ( 100.0%) 7,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0%) 73,476 ( 100.0% ) 

表5-3 利用者への損害賠償に関する事項の協定等への記載状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
5,053 ( 70.9% ) 6,723 ( 88.0%) 38,019 ( 64.8% ) 49,795 ( 67.8覧）

協定等に記載している

2選定時にのみ示している 2 ( 0.0%) 34 ( 0.4%) 842 ( 1.4%) 878 ( 1.2%) 

3 協定等にのみ示している 450 ( 6.3%) 542 ( 7.1%) 15,367 ( 26.2% ) 16,359 ( 22.3覧）

4選定時に示さず、協定書等
1,618 ( 22. 7% ) 342 ( 4.5%) 4,484 ( 7.6%) 6,444 ( 8.8%) 

にも記載していない

合計 7, 123 ( 100.0% ) 7,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0% ) 73,4 76 ( 100.0% ) 
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表5-4施設の修繕に関する事項の協定等への記載状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
5,397 ( 75.8% ) 7,304 ( 95.6覧） 40,882 ( 69.6% ) 53,583 ( 72.9% ) 

協定等に記載している

2選定時にのみ示している 46 ( 0.6%) 12 ( 0.2%) 1,235 ( 2.1%) 1,293 ( 1.8%) 

3 協定等にのみ示している 83 ( 1.2%) 304 ( 4.0%) 14,449 ( 24.6% ) 14,836 ( 20.2% ) 

4 選定時に示さず、協定書等
1,597 ( 22.4% ) 21 ( 0.3%) 2, 146 ( 3.7%) 3,764 ( 5.1%) 

にも記載していない

合計 7, 123 ( 100.0%) 7,641 ( 100.0弘） 58,712 ( 100.0%) 73,476 ( 100.0% ) 

表5-5備品に関する事項の協定等への記載状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
4,347 ( 61.0% ) 6,456 ( 84.5% ) 38,487 ( 65.6% ) 49,290 ( 67.1 % ) 

協定等に記載している

2選定時にのみ示している 0.0%) 115 ( 1.5%) 1,237 ( 2.1%) 1,353 ( 1.8%) 

3 協定等にのみ示している 1,049 ( 14.7% ) 766 ( 10.0%) 12,724 ( 21.7%) 14,539 ( 19.8% ) 

4 選定時に示さず、協定書等
1,726 ( 24.2覧） 304 ( 4.0%) 6,264 ( 10.7%) 8,294 ( 11.3首）

にも記載していない

合計 7, 123 ( 100.0% ) 7,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0%) 73,476 ( 100.0%) 

表5-6 緊急時の対応に関する事項の協定等への記載状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
4,871 ( 68.4% ) 6,009 ( 78.6% ) 36,813 ( 62.7%) 47,693 ( 64.9%) 

協定等に記載している

2選定時にのみ示している 6 ( 0.1%) 108 ( 1.4%) 1,228 ( 2.1%) 1,342 ( 1.8%) 

3 協定等にのみ示している 381 ( 5.3%) 1,390 ( 18.2% ) 13, 172 ( 22.4% ) 14,943 ( 20.3覧）

4 選定時に示さず、協定書等
1,865 ( 26.2% ) 134 ( 1.8%) 7,499 ( 12.8%) 9,498 ( 12.9% ) にも記載していない

合計 7, 123 ( 1 00.0覧） 7 ,641 ( 100.0覧） 58,712 ( 100.0%) 73,476 ( 100.0%) 
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⑥労働条件

表6 労働法令の遵守や雇用・労働条件への配慮規定の協定等への記載状況

（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
5,606 ( 78. 7% ) 5,542 ( 72.5覧） 21,697 ( 37.0%) 32,845 ( 44. 7% ) 

協定等に記載している

2選定時にのみ示している 221 ( 3.1%) 764 ( 10.0%) 6,602 ( 11.2% ) 7,587 ( 10.3%) 

3 協定等にのみ示している 219 ( 3.1%) 137 ( 1.8見） 4,211 ( 7.2%) 4,567 ( 6.2%) 

4 選定時に示さず、協定書等
1,077 ( 15.1 % ) 1,198 ( 15.7%) 26,202 ( 44.6% ) 28,4 77 ( 38.8% ) 

にも記載していない

合計 7, 123 ( 1 00.0% ) 7,641 ( 100.0% ) 58,712 ( 100.0% ) 73,4 76 ( 100.0% ) 

【具体的な雇用・労働条件の内容】
労働福祉に関すること（労災保険・雇用保険に関することなど）

地域雇用に関すること

障害者・高齢者雇用に関すること

人員配置、勤務体制、労働時間等に関すること

継続雇用に関すること

労働モニタリングに関すること

⑦個人情報保護

表7 個人情報の保護への配慮規定の協定等への記載状況
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

1選定時に示している、かつ、
5,433 ( 76.3覧） 7,098 ( 92.9% ) 43,406 ( 73.9% ) 55,937 ( 76.1 % ) 

協定等に記載している

2選定時にのみ示している 3 ( 0.0覧） 8 ( 0.1%) 646 ( 1.1%) 657 ( 0.9覧）

3協定等にのみ示している 1,686 ( 23.7% ) 535 ( 7.0%) 11,251 ( 19.2% ) 13,472 ( 18.3覧）

4 選定時に示さず、協定書等
0.0%) 0 ( 0.0%) 3,409 ( 5.8%) 3,410 ( 4.6%) 

にも記載していない

合計 7, 123 ( 100.0% ) 7,641 ( 100.0弘） 58, 712 ( 100.0弛） 73,476 ( 100.0% ) 
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⑧指定の取消し等（期間：平成21年4月2日～平成24年4月1日）

表8-1 指定管理者の指定取消等の事例

区分 都道府県 指定都市 市区町村

1指定管理者の指定を取り消した事例 153 ( 25.2施） 43 ( 51.2%) 635 ( 36.8% ) 

2期間を定めて管理の業務の停止を
7 ( 1.2% ) 。 ( 0.0%) 44 ( 2.6%) 

行った事例

3 指定こ期よ間るの管満理了をを取もりっ止てめ指た定事管例理
者制度l

447 ( 73.6%) 41 ( 48.8覧） 1,045 ( 60.6% ) 

合計 607 ( 100.0唱） 84 ( 100.0首） 1,724 ( 100.0覧）

表8-2指定管理者の指定を取り消した理由

区分 都道府県 指定都市 市区町村

費用対効果・サービス水 。0.0句 。0.0% 17 2.7% 
準の接証の結果

指よる定徹管退理（者指の定経返営上固）ま量等に 3 2.0気 3 7.0% 127 20.0% 
運用上の理由 7 4.6% 4 9.3% 176 

指定管理者の業務不思行 。0.0覧 。0.0% 9 1.4% 

指定管理者の不正事件 4 2.6% 2.3% 23 3.6% 

図体自身の理由 指定管理者の合併・解散 127 83.0首 127 83.0% 5 11.6% 5 11.6% 94 14.8% 94 

施設の休止・廃止 12 7.8気 19 44.2施 161 25.4% 

施設の再編・統合 。0.0% 7 16.3% 50 7.9% 
箆鐙の見直し 18 11.8% 34 79.1% 330 

施設の民間等への譲遮 6 3.9% 6 14.0気 109 17.2" 

施設の民間等への貸与 。0.0覧 2 4.7覧 10 1.6潟

手銭きよの理a応募要件不備・不選定 。0.0気 。0.0% 。0.0% 。0.0% 0.2% 

東日本大震災による髭響 0.7覧 。0.0" 32 5.0" のため

その他
障害者自立支撞法改正に 。0.0首 0.7% 。0.0% 。0.0% 0.2対 34 
伴うもの

指定管理者の法人格取得 。0.0覧 。0.0% 0.2" 
に伴うもの

合計 153 100.0覧 153 100.0% 43 100.0% 43 100.0% 635 100.0施 635 

表8-3指定管理者の指定を取り消した後の管理
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

直営（業務委託を含む） 4 2.6% 111 17.5覧 122 14.7% 

休止・廃止 。0.0% 2 4.7% 58 9.1% 60 7.2% 

統合・廃止（民間等への強震・貸与を含む） 18 11.8% 26 60.5% 306 48.2% 350 42.1% 

再指定（直営ののち再指定を含む） 160 25.2% 299 36.0% 

合計 153 100.0包 635 100.0覧 831 100.0% 
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（単位：施設、%）

合計

831 ( 34.4% ) 

51 ( 2.1% ) 

1,533 ( 63.5%) 

2,415 ( 100.0覧）

（単位：施設、%）

合計

17 2.0首

133 16.0覧

27.7% 187 22.5% 

9 1.1% 

28 3.4% 

14.8% 226 27.2" 226 27.2覧

192 23.1% 

57 6.9% 

52.0% 382 46.0% 

121 14.6% 

12 1.4% 

0.2% 0.1" 0.1% 

33 4.0% 

5.4% 0.1% 35 4.2% 

0.1% 

100.0% 831 100.0% 831 100.0% 



表8-4期間を定めて管理の業務の停止を行った理由
（単位：施設‘%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

運用上の理由 指定管理者の不正事件 。 ( 0.0%) 。 （一） 4 ( 9.1%) 4 ( 7.8%) 

範訟の見直し 施設の休止・廃止 。 ( 0.0%) 。 （ー） 3 ( 6.8%) 3 ( 5.9% ) 

その他
東日本大震災による影響

7 ( 100.0首） 。 （ 一 ） 37 ( 84.1%) 44 ( 86.3%) のため

合計 7 ( 100.0首） 。 （ー） 44 ( 100.0也） 51 ( 100.0覧）

表8-5期間を定めて管理の業務を停止している聞の管理
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

直営｛業務委託を含む） 。 ( 0.0%) 。 （ ー ） 4 ( 9.1%) 4 ( 7.8%) 

休止・廃止 7 ( 100.0冒） 。 （一） 39 ( 88.6%) 46 ( 90.2%) 

業務停止中につ後いはて直は営施で設管を理休止し、
業務停止終了

。 ( 0.0%) 。 （ー） ( 2.3%) ( 2.0%) 

合計 7 ( 100.0%) 。 （ー） 44 ( 100.0覧） 51 ( 10.0.0覧）

表8-6 指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた理由
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

費用対効果・サービス水港の
4 0.9% 2 4.9% 364 34.8% 370 24.1% 検笹の結果

運用上の理由
指定管理者の経営困鍵等に

4 0.9% 2 4.9% 386 36.9% 392 25.6覧

よる徹退（指定返上｝
。0.0% 。0.0% 22 2.1% 22 1.4% 

団体自身の理由 指定管理者の合併・解散 。0.0覧 。0.0% 。0.0% 。0.0% 42 4.0% 42 4.0% 42 2.7% 42 2.7覧

施設の休止・廃止 53 11.9% 18 43.9% 243 23.3% 314 20.5% 

施設の再編・統合 6 1.3% 3 7.3% 57 5.5% 66 4.3% 

施設の民間等への摺浪 57 12.8% 14 34.1% 234 22.4% 305 19.9% 

施陸の見直し 施設の民間等への貸与 4 0.9% 417 93.3% 。0.0% 39 95.1% 31 3.0% 569 54.4% 35 2.3% 1,025 66.9% 

公営住宅法に基づく管理
296 66.2% 。0.0% 。0.0% 296 19.3% 

代行制度への移行

施設の改修等に伴うもの 。0.0% 3 7.3% 。0.0% 3 0.2% 

施設のあり方等の設討に
圃一一一 E ・・- 一一一ー ー－ -・-・ 

伴うもの
0.2% 2.4% 4 0.4% 6 0.4% 

公募への応募なし 。0.0% 。0.0% 14 1.3% 14 0.9% 

公募要件不備・不選定 。0.0% 。0.0% 3 0.3% 3 0.2% 
手続き土の理由 0.2% 。0.0% 23 2.2% 24 1.6% 

議会の不同意 0.2% 。0.0% 2 0.2% 3 0.2% 

協定締結のための協議不 。0.0% 。0.0% 4 0.4% 4 0.3% 
調

その他
東日本大震災による影響

25 5.6% 25 5.6% 。0.0% 。0.0先 25 2.4% 25 2.4% 50 3.3% 50 3.3覧
のため

合計 447 100.0% 447 100.0% 41 100.0% 41 100.0% 1,045 100.0% 1,045 100.0% 1,533 100.0% 1,533 100.0% 

表8-7 指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた後の管理
（単位：施設、%）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

直営（業務委託を含む） 31 6.9% 505 32.9% 

休止・廃止 82 5.3% 

統合・廃止（民間等への譲遮・貸与を含む｝ 116 26.0% 470 45.0% 612 39.9% 

再指定（直営ののち再指定を含む） 0.2% o: 0.附 37 3.5% 

公営住宅法に基づく管理代行制度による管理 296 66.2% 。0.0% 296 19.3% 

合計 447 100.0% 1,045 100.0% 1.533 100.0% 
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⑨不服申立て等

表9 不服申立て等の事例とその具体的な内容

区分 都道府県 指定都市 市区町村

1 不服申立て※1 0 ( 一 0 ( 一 2 ( 100.0% ) 

2 取消訴訟※2 0 ( 一 0 ( 一 0 ( 0.0%) 

3 不服申立てを経て取消訴訟 0 ( 一 0 ( 0 ( 0.0%) 

合計 0 ( 一 0 ( 一 2 ( 100.0%) 

※1 不服申立て：地方自治法第244の4第3項の規定に基づく、公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て。

約取消訴訟：行政事件訴訟法第11条第1項の規定に基づく、公の施設を利用する権利に関する処分についての取消訴訟。

【具体的な内容】

利用決定の解除処分に対する不服申立て

施設使用の不承認処分に対する不服申立て
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（単位：施設、%）

合計

2 ( 100.0%) 

0 ( 0.0%) 

0 ( 0.0%) 

2 ( 100.0%) 


